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１ 水質の保全に関する方針

中海（境水道を含む ）は、鳥取県と島根県にまたがり全国第５位の広さを有する湖で、大山隠岐国立。

公園と隣接して優れた景観を創り出すとともに、レクリエーション等の憩いの場や観光資源、魚介類の生

息や渡り鳥の飛来などの場として、両県民に様々な恩恵をもたらすかけがえのない財産となっており、ラ

ムサール条約への登録を進め、賢明な利用をするためにも、この湖の水質保全は地域住民すべての願いで

ある。

鳥取県及び島根県では、この水質を保全するため、昭和 年に水質保全施策の目標として、湖沼環境47
基準の類型Ａに指定し、各種水質保全対策を進めてきた。

しかしながら、周辺流域の社会経済活動の発展や生活様式の変化等に伴い、中海の水環境を取り巻く状

況は厳しく、その水質保全は重要な課題となっている。

このため、両県では、広大な集水域における各種の汚濁要因に対して、水質汚濁防止法に基づく上乗せ

条例により窒素、燐等の規制を行うとともに、昭和 年度には湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖63
沼として指定を受け、平成元年度以降、３期にわたり湖沼水質保全計画を策定し、下水道の整備等の水質

保全事業や、工場等各種汚濁源に対する規制の措置等を総合的かつ計画的に推進してきた。

第３期計画に盛り込まれた施策についてはおおむね計画どおり実施され、汚濁負荷量は着実に減少し、

平成 年度には化学的酸素要求量、全窒素、全燐ともに水質目標を達成したものの、環境基準の達成に15
は至っていない。このため、今後ともより効果的な水質保全対策を検討していく必要がある。

このような状況から、引き続き中海の水質改善を図るため、両県の長期計画等や環境基本計画等を基調

に、第４期の「中海に係る湖沼水質保全計画」を定め、関係機関、関係市町村、事業者及び住民等の連携

のもと、なお一層の浄化対策を総合的かつ計画的に推進する。

(1) 計 画 期 間
この計画の期間は、平成 年度から平成 年度までの５年間とする。16 20

(2) 水 質 目 標
20水質環境基準の達成を目途としつつ さらに親しみを感じられる中海を目指し この計画では 平成、 、 、

年度の水質目標を化学的酸素要求量、全窒素、全燐について定める。

現 状 平成２０年度

区 分 （平成１５年度） 施策を講じない 施策を講じた

場合 場合

化学的酸素 ７５％値 ５．２ ５．２ ４．６(ｍｇ／ｌ)

要求量 ４．２ ４．２ ３．９（参考） 年平均値 (ｍｇ／ｌ)

全窒素 年平均値 ０．５３ ０．５４ ０．５０(ｍｇ／ｌ)

全 燐 年平均値 ０．０５２ ０．０５２ ０．０４８(ｍｇ／ｌ)

注 ） 化学的酸素要求量の７５％値、全窒素及び全燐の年平均値は、環境基準点（１２地点）1
の最高値である。

） 化学的酸素要求量の年平均値は、各環境基準点の年平均値の全地点平均値である。2
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２ 水質の保全に資する事業

中海の水質保全を図る上で、下水道等による生活排水等に係る汚濁負荷量の削減対策が極めて重要であ

る。

このため、下水道の整備を促進するほか、地域の実情に応じ、農業集落排水施設、浄化槽等の各種生活

排水処理施設の整備を進めるとともに、生活排水処理の高度化を進める。

また、廃棄物処理施設の整備及び湖沼の浄化対策を実施する。

(1) 下水道の整備
指定地域内における下水道の整備状況は、平成 年度末において、宍道湖流域下水道東部処理場及15
び米子市公共下水道内浜処理場並びに八束町特定環境保全公共下水道の終末処理場が稼働しており、指

定地域内処理人口は 千人、普及率は ％である。このうち、 千人については、化学的酸素79.2 49.3 74.3
要求量、窒素及び燐の除去を目的とした高度処理がなされている（宍道湖流域下水道東部処理場及び米

子市公共下水道内浜処理場で高度処理を行っている 。。）

今後、宍道湖流域下水道関連の松江市等４市町村の公共下水道、米子市公共下水道、境港市公共下水

道及び八束町特定環境保全公共下水道について、その整備を促進する。また、より一層の高度処理化に

引き続き努めるとともに、下水道法施行令の改正を踏まえ、今後１０年以内を原則として、米子市にお

いて合流式下水道の改善を完了するよう、その推進を図る。

下水道整備計画（鳥取）

年 度 指定地域内行政人口 指定地域内処理人口 指定地域内普及率

現 状 ８０．７ 千人 ４５．５ 千人 ５６ ％

（平成１５年度） （４２．３） 〃

〈４２．３〉 〃

平成２０年度 ８１．７ 千人 ４９．０ 千人 ６０ ％

（４３．９） 〃

〈４３．９〉 〃

増加人口 ３．５ 千人

（ １．６） 〃

〈 １．６〉 〃

事業主体 米子市、境港市

下水道整備計画（島根）

年 度 指定地域内行政人口 指定地域内処理人口 指定地域内普及率

現 状 ７９．９ 千人 ３３．７ 千人 ４２ ％

（平成１５年度） （３３．７） 〃

〈３２．０〉 〃

平成２０年度 ７８．３ 千人 ３９．６ 千人 ５１ ％

（３９．６） 〃

〈３８．０〉 〃

増加人口 ６．０ 千人

（ ６．０） 〃

〈 ６．０〉 〃

事業主体 松江市、安来市、東出雲町、八雲村

注 ) （ ）書きは、系内放流分（内数）1
) 〈 〉書きは、化学的酸素要求量、窒素、燐についての高度処理（内数）2
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(2) その他の生活排水処理施設の整備
① 農業集落排水施設の整備

指定地域内における農業集落排水施設の整備状況は、平成 年度末において処理人口で 千人15 21.1
である。

今後も引き続き農業集落排水施設の整備を促進するとともに、排水基準に基づいた化学的酸素要求

量、窒素、燐の除去を目的とした高度処理を実施し、中海への汚濁負荷量を削減する。

農業集落排水施設整備計画（鳥取）

年 度 指定地域内行政人口 指定地域内処理人口 指定地域内普及率

現 状 ８０．７ 千人 ３．９ 千人 ５ ％

（平成１５年度） （３．９） 〃

〈３．９〉 〃

平成２０年度 ８１．７ 千人 ３．９ 千人 ５ ％

（３．９） 〃

〈３．９〉 〃

事業主体 米子市

農業集落排水施設整備計画（島根）

年 度 指定地域内行政人口 指定地域内処理人口 指定地域内普及率

現 状 ７９．９ 千人 １７．２ 千人 ２２ ％

（平成１５年度） （１７．２） 〃

〈１７．２〉 〃

平成２０年度 ７８．３ 千人 １７．５ 千人 ２２ ％

（１７．５） 〃

〈１７．５〉 〃

増加人口 ０．３ 千人

（ ０．３） 〃

〈 ０．３〉 〃

事業主体 安来市、東出雲町

注 ) （ ）書きは、系内放流分（内数）1
) 〈 〉書きは、化学的酸素要求量、窒素、燐についての高度処理（内数）2

② 浄化槽等の整備

指定地域内において計画的に整備されている浄化槽の整備状況は、平成 年度末において処理人15
口で 千人である。9.5
今後も、補助制度等の活用により、浄化槽の整備を促進するとともに、市町村が整備する浄化槽に

ついては窒素、燐の除去機能を有する高度処理型浄化槽の整備を特に促進し、中海への汚濁負荷量の

削減を図る。また、生活雑排水を処理しない既存の単独処理浄化槽の撤廃に努める。

なお、し尿処理施設は処理能力 日で、そのすべてにおいて高度処理が行われており、今後315kl/
とも維持管理の徹底を図る。



- 4 -

浄化槽の整備計画（鳥取）

年 度 指定地域内 設置基数 指定地域内 指定地域内

行政人口 処理人口 普及率

現 状 ８０．７ 千人 ９２６ 基 ４．３ 千人 ５ ％

（平成１５年度） 〈 １０〉〃 〈 ０．１〉 〃

平成２０年度 ８１．７ 千人 １，３２６ 基 ５．５ 千人 ７ ％

〈 １０〉〃 〈 ０．１〉 〃

新 増 設 ４００ 基 １．２ 千人

〈 ０〉〃 〈 ０．０〉 〃

事業主体 米子市、境港市

浄化槽の整備計画（島根）

年 度 指定地域内 設置基数 指定地域内 指定地域内

行政人口 処理人口 普及率

現 状 ７９．９ 千人 １，３４６ 基 ５．２ 千人 ７ ％

（平成１５年度） 〈 ５５〉〃 〈 ０．２〉 〃

平成２０年度 ７８．３ 千人 ２，５０１ 基 ９．４ 千人 １２ ％

〈 ５０８〉〃 〈 １．８〉 〃

新 増 設 １，１５５ 基 ４．２ 千人

〈 ４５３〉〃 〈 １．６〉 〃

事業主体 松江市、安来市、東出雲町、八雲村

注) 〈 〉書きは、窒素についての高度処理（内数）

し尿処理施設の整備計画（鳥取）

年 度 し尿処理施設

現 状 ２ 施設（ 日）195 kl/
（平成１５年度）

平成２０年度 ２ 施設（ 日）195 kl/
新 増 設 －

注）し尿処理施設はすべて下水道接続

し尿処理施設の整備計画（島根）

年 度 し尿処理施設

現 状 ２ 施設（ 日）120 kl/
（平成１５年度）

平成２０年度 ２ 施設（ 日）120 kl/
新 増 設 －

注）し尿処理施設のうち１施設（ 日）は下水道接続70 kl/
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(3) 廃棄物処理施設の整備
ごみ等の不法投棄及び不適正処理による水質汚濁の防止を図るため、必要な廃棄物処理施設の維持管

理の徹底を図る。

廃棄物処理施設整備計画（鳥取）

年 度 一般廃棄物処理施設

ごみ処理施設 廃棄物再生利用施設等 最終処分場

現 状 ２施設（ ｔ日） ２施設（ ｔ日） １施設（ 千ｍ ）330 / 86 / 490 ３

（平成１５年度）

平成２０年度 ２施設（ ｔ日） ２施設（ ｔ日） １施設（ 千ｍ ）330 / 86 / 490 ３

新 増 設 － － －

廃棄物処理施設整備計画（島根）

年 度 一般廃棄物処理施設

ごみ処理施設 廃棄物再生利用施設等 最終処分場

現 状 １ 施設（ 日） ８ 施設（ 日） ６ 施設（ 千ｍ ）52.0 t/ 127.4 t/ 155 ３

（平成１５年度）

平成２０年度 １ 施設（ 日） ８ 施設（ 日） ６ 施設（ 千ｍ ）52.0 t/ 127.4 t/ 155 ３

新 増 設 － － －

(4) 湖沼の浄化対策
① 湖内対策の検討、推進

・中海水中貯木場（ 万ｍ ）の底泥しゅんせつを行い、底質の改善を図る。3.0 ３

・安来港内の底質改善を図る。

・沿岸域などへ覆砂を行い、底質の改善を図る。

・浅場、藻場の造成による湖岸域の環境改善を行い、自然の自浄機能の回復を図る。

・流入負荷を河口部で沈降濾過する河口域対策を検討する。

② 浮遊ゴミ等の除去

中海に浮遊しているゴミの除去を実施する。
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３ 水質の保全のための規制その他の措置

(1) 工場・事業場排水対策
① 排 水 規 制

水質汚濁防止法に基づき、現在、日平均排水量 ｍ 以上の特定事業場及び湖沼水質保全特別措置25 ３

法に基づく「みなし指定地域特定施設」に対し、化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量等に係

る上乗せ排水基準を適用している。

、 、 。これらの排水基準については 対象事業場への立入検査等の監視を強化し その順守の徹底を図る

② 新増設に伴う汚濁負荷の増大の抑制

湖沼特定事業場の新増設に伴う汚濁負荷量の増大を抑制するため、引き続き汚濁負荷量の規制基準

の順守の徹底を図る。

③ 指 導 等

排水規制の対象となっていない工場・事業場に対しては、鳥取県の「小規模特定事業場等排水対策

指導要領 「島根県小規模事業場等排水処理対策指導要領」に基づき、必要に応じ汚水処理施設の改」、

善、適正管理等の指導等を行う。

また、下水道の供用区域においては下水道への接続促進を図る。

④ 環境管理・監査の推進

事業活動に伴う環境負荷を低減するため、ＩＳＯ１４００１の認証取得や鳥取県版環境管理システ

ムの認定取得など事業者が行う環境管理、監査等の自主的な取組みや環境報告書の作成・公表、リデ

ュース、リユース、リサイクルの促進を図る。

(2) 生活排水対策
① 水質汚濁防止法に基づく生活排水対策の推進

下水道、農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及を引き続き進めるとともに、これらの施設の普及

の有無にかかわらず、各家庭等に対して「鳥取県生活排水対策推進要綱」または「島根県生活系排水

対策推進要綱」に基づき、ストレーナーの使用等による調理くず等の流出防止及び廃食用油の回収、

石けんまたは合成洗剤の適正使用等について指導を行う。

特に、中海流域市町村のうち「山居川、忌部川、朝酌川及び馬橋川流域 （松江市）及び「加茂川」

・旧加茂川流域及び大沢川流域 （米子市）については、水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点」

地域に指定しており、引き続き広報、啓発による浄化意識の高揚と廃食用油対策事業の推進など、台

所対策等の実践を促進する等、生活排水対策推進計画に基づく生活排水対策を推進する。

② 下水道への接続の促進

下水道の供用区域における下水道接続率は、平成 年度末で ％であるが、地域住民に対して15 79.1
、 、遅滞なく生活排水を下水道に流入させるよう普及促進の徹底を図るため 県と市町村が相互に協力し

市町村の融資制度の充実や処理区域内の住民に対するＰＲ等きめ細かな対応を行う。

③ 浄化槽の適正な設置、維持管理の確保

浄化槽について、浄化槽法及び建築基準法に基づく適正な設置の確保並びに浄化槽法に基づく保守

点検、清掃及び法定検査の徹底等による適正な維持管理の確保を図る。

(3) 畜産業に係る汚濁負荷対策
① 畜舎管理の適正化

日平均排水量が ｍ 以上の畜舎について引き続き排水規制を実施するほか、指定施設及び準用25 ３

指定施設である畜舎の構造及び使用方法に関する基準の順守の徹底を図る。

また、これらの規制の対象外となる畜舎については、必要に応じ施設の改善、適正管理等の指導を

行う。

② 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進

家畜排せつ物については 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、

一定規模以上の畜産業を営む者を対象に排せつ物処理・保管施設整備を推進し、良質な堆きゅう肥供

給体制を構築し、併せて野積み等の解消の徹底に努める。

また、対象外となる畜産業を営む者についても必要に応じ施設の改善、適正管理等の指導を行う。
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家畜排せつ物処理施設の整備（島根）

対 策 実施主体 推進事業量(期間内増加戸数)

家畜排せつ物処理施設の整備 農家、関係団体、市町村、県 ５０ 戸

注) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく管理基準適用農家について

の整備計画である。

(4) 漁業に係る汚濁負荷対策
当該水域（漁場）で養殖を行う場合には、必要に応じ施設の改善や飼料投与の適正管理の指導等を行

う。

(5) 非特定汚染源負荷対策
① 農業地域対策

「鳥取県環境にやさしい農業推進基本方針 「島根県環境保全型農業推進基本方針」及び「持続性」、

の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に係る県導入指針に基づき、側条施肥田植機の導入

、 、 。や肥効調節型肥料 有機質肥料の施用を進め 施肥量の適正化を図るなど環境保全型農業を推進する

また、持続性の高い農業に取り組む農業者（エコファーマー）の育成を推進するため、技術支援を

行う。

さらに特別栽培農産物認証制度を通じて、環境に配慮した農産物生産の促進を図る。

農地からの流出汚濁負荷削減対策（鳥取）

対 策 実施主体 推進事業量 (年間実施量)

側条施肥田植機の普及 農家、関係団体、市、県 １０ 台／年

肥効調節型肥料の利用促進 農家、関係団体、市、県 ０．９ ／年（窒素換算値）t

農地からの流出汚濁負荷削減対策（島根）

対 策 実施主体 推進事業量(期間内増加面積)

ha側条施肥田植機の普及 農家、関係団体、市町村、県 ２２６

ha化学肥料の減肥 農家、関係団体、市町村、県 １０５

ha肥効調節型肥料の利用促進 農家、関係団体、市町村、県 ４６０

注) いずれも水田に関する対策である。

② 都市地域対策

市街地等から降雨等に伴い流出する汚濁負荷に関しては、道路路面、道路側溝等の清掃及び地域住

民の協力を得て、公園、生活道路・側溝等の清掃を実施する。

また、公共用施設では透水性舗装等の導入に努め、雨水貯留・浸透施設の導入など、効果的な対策

を検討し、汚濁物質の流出抑制に努める。

都市地域からの流出汚濁負荷削減対策（鳥取）

対 策 実施主体 推進事業量(年間実施延長)

道路路面の清掃 国 ６４ ／年km
県 ５０ ／年km
市 ２４ ／年km

道路側溝等の清掃 国 ０．８ ／年km
県 ８．３ ／年km
市 １０．６ ／年km

都市地域からの流出汚濁負荷削減対策（島根）

対 策 実施主体 推進事業量(年間実施延長)

道路路面の清掃 国 ２１０ ／年km
県 ６２０ ／年km
市町村 ７４ ／年km

道路側溝等の清掃 国 ２．６ ／年km
県 ５．５ ／年km
市町村 ２．０ ／年km



- 8 -

③ 自然地域対策

森林の適正管理や、山腹崩壊、土砂流出を防止するための治山、砂防事業の推進を図り、森林等自

然地域からの降雨等に伴う土壌侵食や崩壊による汚濁負荷流出を防止する。

自然地域対策（鳥取）

対 策 実施主体 推進事業量(期間内実施量)

森林の適正管理 補植 県 １．１ ha

下刈り 県 １５．９ ha

自然地域対策（島根）

対 策 実施主体 推進事業量(期間内実施量)

森林の適正管理 植林 県、森林所有者他 ３６ ha

下刈り 森林所有者他 ３５６ ha

除伐 森林所有者他 １８４ ha

間伐 県、森林所有者他 ５３７ ha

治山、砂防施設の建設 えん堤工 県（砂防事業） ３ カ所

治山ダム、山腹工等 県（治山事業） ４０ カ所

注) 本推進事業量は地域森林計画等に基づくものである。

④ 流入河川直接浄化対策

中海に流入する河川については、河川改修に併せて底泥のしゅんせつを実施することにより、浄化

の推進を図る。

また、流入河川の清掃、河川区域に生育している水草等の刈り取り等により、中海へ流入する浮遊

ゴミ及び枯れた水生植物の水域への回帰の抑制を図る。

流入河川直接浄化対策（鳥取）

対 策 実施主体 推進事業量(期間内実施量)

河川のしゅんせつ 県 １ 河川

流入河川直接浄化対策（島根）

対 策 実施主体 推進事業量(期間内実施量)
３河川のしゅんせつ 県 ５ 河川 ｍ75,210
２ヨシ等の刈り取り 県 ｍ109,000
２松江市 ｍ150,000

注）松江市分については宍道湖、中海流域全体の事業量を計上した。

⑤ 非特定汚染源負荷対策の検討・推進

以上の対策を実施しつつ、非特定汚染源負荷対策プロジェクトチーム等により、非特定汚染源負荷

の対策に向けた取組を検討、推進する。

(6) 緑地の保全その他湖辺の自然環境の保護
この計画中の各種汚濁源対策とあいまって中海の水質保全に資するよう、環境影響評価法、自然環①

境保全法、自然公園法、森林法、都市計画法、都市公園法、都市緑地保全法、河川法、土地改良法等

の関係諸制度の的確な運用を通じて配意し、指定地域内の森林等の緑地の保全、その他湖辺の自然環

境の保護に努める。

河川の整備、農業用水路の整備、道路の整備等公共事業の実施にあたっては、ビオトープ空間等生②

物の生息環境の確保や周辺の緑化等、環境との調和に努める。

鳥取県景観形成条例、米子市景観形成条例、ふるさと島根の景観づくり条例に基づき、建築物や開③

発行為などについて、敷地の緑化等優れた景観の創造に努める。

水辺の環境保全、環境改善、水辺利用に関して総合的な調整を行うため 「中海の水辺環境整備基④ 、
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本構想 （仮称）を策定し、地域の安全と豊かな環境並びに地域の利用形態に配慮した水辺の整備、」

保全を推進する。

堤防除草を継続実施して、良好な水環境の保全を図る。⑤
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４ その他水質の保全のために必要な措置

(1) 公共用水域の水質の監視・調査
新たに本庄工区内に環境基準点を設けるとともに、中海の水質の状況を的確に把握するため、湖内①

及び流入河川において、水質の監視、測定を行うとともに、湖内の水質変動を的確に把握するため、

水質の自動監視を行う。

漁業者及び漁業者の組織等の協力を得て、日々の水質変動等の監視・把握に努める。②

宍道湖・中海の環境を五感でチェックする湖沼環境指標を活用し、県民の参加を得て五感による湖③

沼環境の定期調査を実施する。

(2) 調査研究の推進
宍道湖・中海の水質汚濁機構は未解明の部分が多く、今後とも新たな科学的知見の集積を図り、国、

大学、県が連携しながら、より効果的な水質保全対策の調査研究を推進する。

これまでの水質保全対策を総括し、その結果をもとに、新たな施策の構築等を図るため、湖沼対策①

検討会、湖沼水質保全対策・総合レビュー検討調査に参画し、調査研究を進める。

市街地等非特定汚染源からの流出負荷の実態把握と浄化機能等の評価研究を行うとともに、効果的②

な削減対策を検討する。

流入河川での流域土地利用状況と負荷量変化の把握及び面源負荷の効果的削減対策の検討を行う。③

中海における水収支、負荷収支の実態調査を実施する。④

塩分成層及び湖内での水の動きの実態把握を行う。⑤

藻類・貝類の復元手法等、健全な湖沼生態系の回復に向けた調査研究を行う。⑥

水質保全に関連する技術の開発及び普及を図るため、宍道湖・中海都市エリア産学官連携促進事業⑦

に参画して調査研究を進める。

(3) 総合的な流域管理の取組
住民、事業者、研究者、行政が相互に連携し、流域の総合的な環境保全、管理に向けた合意の形成①

が図られるよう、宍道湖・中海流域の汚濁に関する情報を市町村及び河川流域ごとに収集・整備する

など分かりやすい情報の提供に努める。

宍道湖・中海環境情報サイトの開設により、水環境情報の共有化を図り、流域対策など水系全体で②

の取組の合理化を図る。

上下流域の市町村が相互の協力の下に一体となって、上流域で適正な森林整備を進める。③

鳥取県では、森林の公益的機能を持続的に発揮させ、水を育む緑豊かな森林環境を保全し、県民の④

森づくりへの参加を促す森林体験など新たな取組を推進するため、森林環境保全税を導入（平成１７

年４月）する。

また、島根県では、森林の公益的機能を再生し、水を育む緑豊かな森を作り、県民のアイデアと参

加を得て新たな取組を推進するため、水と緑の森づくり税を導入（平成１７年４月）する。

(4) 漁業を通じた水質保全の推進
漁業生産による窒素や燐の湖外への除去が継続的に促進されるよう、漁業資源の維持増大を図ると

ともに、アオノリ養殖等環境保全型漁業の導入やコノシロ等の未利用資源の利用を促進する。

(5) ラムサール条約への登録と賢明な利用の促進
中海及びそこに生息する動植物を保全するとともに、賢明な利用を図っていくために、ラムサール

条約への登録を進める。

(6) 住民の理解と協力及び参加による保全活動の促進
① 地域住民等による浄化対策

地域住民は、湖辺・流入河川及び側溝の清掃、地域の美化活動、水生生物等による水質浄化などの

活動に参加する等、自らも中海の浄化に積極的に取り組む。

② 住民の理解と協力の確保
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、 、 、 、 、この計画を的確かつ円滑に遂行するため 国 県 市町村の行政はもとより 流域の住民やＮＰＯ

事業者等が緊密に連携しながら計画の推進を図る。

このため、斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会、中海水質汚濁防止対策協議会、マスコミ等を通じ

た広報啓発活動等により、事業者、住民等に中海の水質汚濁の状況、本計画の趣旨、内容等の周知徹

底を図り、計画の実施に関して必要な協力が得られるよう努める。

③ 住民組織等の育成・支援等

鳥取県では、県民との協働による環境立県の実現を推進するための補助金である「環境立県協働促

進事業補助金」を効果的に活用し、自然環境の保全、水辺環境の創造、環境問題の普及啓発などの環

境立県に資する活動を実施する地域住民団体等を支援する。

島根県では、県民、事業者、行政すべての参加による、豊かな環境をはぐくむための行動基金であ

る「しまね環境基金」を効果的に活用するなどして、県民、事業者等の自主的な環境保全活動を育成

・支援する。

また、住民組織、団体等による湖沼環境保全活動がより効果的に実施されるよう、それらの組織同

士及び行政との連携を図るよう努める。

親水型湖岸堤の整備④

親水型湖岸堤を整備して、地域住民の水環境についての関心を高めるとともに、環境保全への意識

の啓発を図る。

(7) 環境学習の推進
「鳥取県環境教育基本方針 「島根県環境学習基本指針」に基づき、それぞれの年代に応じた環境教」、

育、環境学習を推進する。

また、各種団体で行われている環境教育活動を支援するとともに、中海湖上観察学習会の実施や、米

子水鳥公園等中海流域の湖辺にある親水施設を利活用して水質浄化意識の高揚に努める。

(8) 水質事故への対応
油類等の水質事故は湖沼環境に著しい影響を及ぼすため、斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会を中心

に関係機関が連携を密にし、迅速な情報伝達及び適切な被害防止措置等の対策を講じる。

(9) 関係地域計画との整合
本計画の実施に当たっては、指定地域の開発に係る諸計画に十分配慮し、これらの諸計画との整合性

の確保を図るとともに、中海の水質保全に関係する他の諸計画・制度の運用に当たっては、本計画の推

進に資するよう十分配慮する。

(10) 事業者等に対する助成
この計画を円滑に推進するため、政府系金融機関による融資制度とともに、県及び市の融資制度の活

用により、事業者等による汚水処理施設の整備等を促進する。
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(資料１) ３期計画の概況評価(中海)

．水質状況1
水 質 状 況( 単位： )mg/l

項 目 計画現状水質 水 質 目 標 値 目標年度の水質 備 考
(平成 年度) (平成 年度) (平成 年度)10 15 15

ＣＯＤ ７５％値 ６．５ ５．４ ５．２
(平均値) ５．０ ３．９ ４．１

全窒素 平均値 ０．７３ ０．５８ ０．５３
全 燐 平均値 ０．０９３ ０．０６７ ０．０５２

２．水質保全に資する事業の進捗状況
事 業 名 計 画 目 標 量 事 業 実 施 状 況 参 考

（ ５ 年 間 増 分 ） （平成１１～１５年度累計）
下水道 処理人口増 １８．７ 千人 処理人口増 ２２．７ 千人 平成 年度から内浜処理場で高度処理14

（全処理人口 ７５．２ 千人） （全処理人口 ７９．２ 千人） を開始
農業集落排水施設 地区処理人口増 １１．５ 千人 地区処理人口増 ８．３ 千人 事業は計画どおり実施されたが、既設区

（全処理人口 ２６．１ 千人） （全処理人口 ２２．４ 千人） 域の人口減少により全処理人口が計画を下
回った。

合併浄化槽 増加基数 ７８３ 基 増加基数 １，２６９ 基
（全処理人口 ８．７ 千人） （全処理人口 ９．５ 千人

一般廃棄物処理施設 ｺﾞﾐ処理施設 １施設 （２７０ ㌧日） ｺﾞﾐ処理施設 １施設 （２７０ ㌧日） 施設の更新/ /
ﾘｻｲｸﾙ施設等 １施設 （ ４ ㌧日） ﾘｻｲｸﾙ施設等 １施設 （ ６４ ㌧日） １施設計画廃止、１施設追加実施/ /
最終処分場 １施設 （ １ 千 ） － １施設計画廃止m ３

安来港内の底質改善 底泥浚渫 １８３ 千 底泥浚渫 － これらの事業については、覆砂中心の計m ３

覆砂 ４４ 千 覆砂 ２３ 千 画へ見直し作業中。m m２ ２

中海底泥からの栄養塩類 試験施工
の溶出負荷削減等対策の － 覆砂 ３カ所（２０１ 千 ）m ２

検討、推進 湖岸植生帯 １カ所（３００ ｍ）
流入河川の底泥しゅんせつ － ３河川 （掘削土量 ８ 千 ）m ３

３．特に進捗が遅れている事業の理由
事 業 名 進捗が遅れている理由等

安来港内の底質改善 計画変更があったため、しゅんせつ本体への着手が遅れた。
なお、これらの事業については、より効率的な事業実施のため覆砂中心の計画への見直し作業中。

４．３期計画の概況評価

１）水質目標値について、ＣＯＤ、全窒素、全燐とも目標は達成した。

２）水質保全に資する事業は、安来港内の底質改善事業（しゅんせつ及び覆砂）を除く事業については、おおむね計画どおりの進捗だった。



中海における水質の経年変化

　化学的酸素要求量 ７５％値

　　　（ＣＯＤ） (参考)年平均値

　全窒素 年平均値

　全燐 年平均値

計画前水質 水質目標値 目標年水質

（平成１０年度） （平成１５年度） （平成１５年度）
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平成15年度水質目標値(0.067 )

平成10年度水質目標値(0.069 )



(資料２) ４期計画における重点施策及びその内容（中海）

重 点 施 策 内 容 備 考
（１）下水道の普及促進等従来施策 湖沼の水質保全の基本は、流入負荷量の削減であるので、今後とも下水道等 流域下水道

の継続実施 の排水処理施設の整備を促進する。 流域関連公共下水道
また、合流式下水道の改善を行い、未処理下水による汚濁負荷を削減する。 特定環境保全公共下水道
なお、浄化槽については、窒素の高度処理型を４５３基整備する。 単独公共下水道

平成１５年度 平成２０年度 農業集落排水施設
下水道 処理人口（千人） ７９．２ ８８．６ 浄化槽

普及率（％） ４９ ５５
費用（百万円） １０，７８５

農業集落 処理人口（千人） ２１．１ ２１．４
排水施設 普及率（％） １３ １３

費用（百万円） ６５９
浄化槽 設置基数（基） ２，２７２ ３，８２７

処理人口（千人） ９．５ １４．９
普及率（％） ６ ９
費用（百万円） １，６３３

（２）湖沼等の浄化対策の推進 しゅんせつ、覆砂等により底質の改善を図る。 ヨシ原、浅場の造成、河口域対策
湖岸域の環境改善を行い、自然の自浄機能を回復させる施策を推進する。

側条施肥田植機の普及
化学肥料の減肥

（３）非特定汚染源負荷対策の強化 山林、農地、市街地等から流出する非特定汚染源負荷の削減対策について、 肥効調節型肥料の利用促進
各事業ごとにできる限り事業量の数値目標を設定して取り組む。 道路路面及び道路側溝等の清掃
また、各事業の汚濁負荷削減効果の把握等については、関係機関が連携して 森林の適正管理（植林、間伐等）

引き続き調査研究に努める。 治山、砂防施設の建設
河川改修に伴う底泥しゅんせつ
河道内のヨシ等の刈り取り

（４）住民と行政の協働による湖沼 行政はもとより、流域の住民やＮＰＯ、事業者等が緊密に連携しながら計画 環境立県協働促進事業補助金
環境保全活動の推進 の推進を図るため、広報啓発活動等により、水質汚濁の状況、本計画の趣旨、 しまね環境基金の活用

内容等の周知徹底を図る。 五感による湖沼環境の定期調査
また、湖辺や各地域での美化活動等、地域住民も湖沼環境の保全に積極的に 環境学習の推進

取り組むことができるよう、住民組織等の育成、支援を行う。
さらに、地域住民による湖沼の環境監視を継続して行うとともに、その結果

を公表して湖沼環境への関心を高める。

（５）調査研究の推進 中海、宍道湖の水質汚濁機構は未解明な部分が多く、今後とも関係機関が連 新たな施策構築等のための検討会
携して、より効果的な水質保全対策について調査研究を進める。 市街地負荷に係る研究

健全な湖沼生態系の回復の検討 等
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（資料３）　３期計画実績及び４期計画計上予定の水質保全事業名、概算事業量（中海）
　

項　目 備　　　　考

事　業　名 実施主体 事業内容・事業量 事　業　名 実施主体 事業内容・事業量

公共下水道 安来市 増加処理人口 2,909 人 公共下水道 安来市 増加処理人口 1,570 人

(管渠） （全処理人口 12,651 人） (管渠） （全処理人口 14,221 人）

東出雲町 増加処理人口 3,649 人 東出雲町 増加処理人口 1,369 人

（全処理人口 10,973 人） （全処理人口 12,342 人）

松江市 増加処理人口 1,489 人 松江市 増加処理人口 620 人

（全処理人口 2,051 人） （全処理人口 2,671 人）

八雲村 増加処理人口 2,662 人 八雲村 増加処理人口 1,956 人

（全処理人口 2,662 人） （全処理人口 4,618 人）

広瀬町 増加処理人口 3,710 人 広瀬町 増加処理人口 440 人

（全処理人口 3,710 人） （全処理人口 4,150 人）

米子市 増加処理人口 6,093 人 米子市 増加処理人口 1,610 人 ３期計画には高度処理化を含む

（全処理人口 42,320 人） （全処理人口 43,930 人）

境港市 増加処理人口 1,506 人 境港市 増加処理人口 1,937 人

（全処理人口 3,129 人） （全処理人口 5,066 人）

八束町 増加処理人口 -25 人 八束町 増加処理人口 0 人 完了

（全処理人口 1,612 人） （全処理人口 1,612 人）

増加処理人口 21,993 人 増加処理人口 9,502 人

（全処理人口 79,108 人） （全処理人口 88,610 人）

東出雲町 須田内馬地区 254 人 安来市 大塚地区 91 人

伯太町 安田地区 1,123 人 東出雲町 須田内馬地区 50 人

〃 古市地区 165 人 伯太町 横屋地区 189 人

〃 横屋地区 0 人 広瀬町 布部地区 0 人

広瀬町 西比田地区 1,076 人 〃 山佐地区 0 人

松江市 本庄地区 2,753 人

〃 大井地区 1,493 人

安来市 宇賀荘地区 1,417 人

〃 大塚地区 1,439 人

〃 能義地区 1,094 人

〃 吉田地区 517 人

八束町 入江・二子地区 0 人

美保関町 万原地区 439 人 ※鳥取県は事業終了につき該当なし
　

１3地区 11,770 人 5地区 330 人

安来市 設置基数 216 基 安来市 設置基数 250 基

東出雲町 〃　　 10 基 広瀬町 〃　　 25 基

八雲村 〃　　 53 基 米子市 〃　　 300 基

八束町 〃　　 1 基 境港市 〃　　 100 基

広瀬町 〃　　 58 基 松江市 〃　　 175 基 窒素高度処理型 ：　175基（４期内数）

東出雲町 〃　　 27 基 窒素高度処理型 ：　 27基（４期内数）

米子市 〃　　 306 基 八雲村 〃　　 280 基

境港市 〃　　 330 基 広瀬町 〃　　 250 基 窒素高度処理型 ：　250基（４期内数）

松江市 設置基数 7 基 伯太町 〃　　 110 基

八雲村 141 基 安来市 〃　　 24 基

広瀬町 設置基数 41 基 伯太町 〃　　 10 基

伯太町 50 基 広瀬町 〃　　 1 基 窒素高度処理型 ：　  1基（４期内数）

安来市 13 基 伯太町 〃　　 3 基

広瀬町 5 基

伯太町 37 基

広瀬町 1 基

設置基数 1,269 基 設置基数 1,555 基 窒素高度処理型 ：　453基（４期内数）

し尿処理施設 （該当事業なし） し尿処理施設 （該当事業なし）

埋立処分場 八雲村 （計画廃止） 埋立処分場 （該当事業なし）

ごみ処理施設 米子市 270 t/日 ごみ処理施設 （該当事業なし）

ﾘｻｲｸﾙ施設等 八雲村 （計画廃止） ﾘｻｲｸﾙ施設等 （該当事業なし）

（計画外）

ﾘｻｲｸﾙ施設等 松江地区広 リサイクルプラザ 64 t/日
域行政組合

事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　量

小規模排水処
理施設整備事
業

浄化槽設置
整備事業

浄化槽市町村
整備推進事業

個別排水処理
施設整備事業

個別排水処理
施設整備事業

浄化槽設置
整備事業

浄化槽市町村
整備推進事業

４　　期　　計　　画３　　期　　計　　画　　実　　績

農業集落排
水施設

農業集落排
水施設

下水道の
整備

廃棄物処
理施設の
整備

浄化槽等
の整備

農業集落
排水施設
の整備

４期計画には合流式下水道改善事業を
含む

小規模排水処
理施設整備事
業
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（資料３）　３期計画実績及び４期計画計上予定の水質保全事業名、概算事業量（中海）
　

項　目 備　　　　考

事　業　名 実施主体 事業内容・事業量 事　業　名 実施主体 事業内容・事業量

事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　量

４　　期　　計　　画３　　期　　計　　画　　実　　績

国土交通省 浚渫底泥処理地整備

117,000 m
2

〃 試験施工 中海浄化事業国土交通省 試験施工

　覆砂（３ヶ所） 201,000 m
2 　覆砂 167,000 m

2

　植生（１ヶ所） 300 ｍ 　植生 150 ｍ

 湖面清掃 国土交通省 浮游ごみの回収 湖面清掃 国土交通省 浮游ごみの回収

島根県 覆砂面積 23,000 m
2 島根県 浚渫量 8,850 m

3

浚渫量 0 m
3 　　　　

島根県 環境影響調査等 島根県 浚渫量 30,000 m
3

境水道清掃事業 境水道等の水面・陸上清掃 境水道清掃事業 境水道等の水面・陸上清掃

港内清掃 鳥取県 米子港港内清掃

覆砂面積 224,000 m
2

浚渫量 0 m
3 浚渫量 38,850 m

3

鳥取県 排水基準監視指導等 鳥取県 排水基準監視指導等

島根県 〃　　 島根県 〃　　

島根県 公害防止に係る技術指導

鳥取県 公害防止施設の設備資金を融資 鳥取県 公害防止施設の設備資金を融資

〃　　 〃　　

境港市 〃　　 境港市 〃　　

島根県 島根県

   

      

 島根県 〃　　

   

    

    

東出雲町 公共下水道接続 20 戸 安来市 合併浄化槽接続 24 戸

伯太町 農業集落排水接続 15 戸

広瀬町 公共下水道接続 31 戸 安来市 公共下水道接続 15 戸

伯太町 農業集落排水接続 5 戸

島根県 公共下水道接続 33 戸 安来市 公共下水道接続 16 戸

〃 合併浄化槽接続 12 戸 八雲村 〃　　 12 戸

安来市 公共下水道接続 18 戸

〃 合併浄化槽接続 22 戸

伯太町 公共下水道接続 20 戸

伯太町 公共下水道接続 13 戸

下水道等接続 169 戸 下水道等接続 87 戸

（財）鳥取県
産業振興機
構

(財)しまね
産業振興
財団

公害防止に必要な施設資金の
融資及び設備の貸与

企業が環境保全の措置を講じ
るために必要な資金の融資

中小企業者
等設備資金
貸付・設備貸
与事業

(財)しまね
産業振興
財団

鳥取県中小企
業設備資金（融
資）

小規模企業者
等設備貸与資
金

（財）鳥取県
産業振興機
構

小規模企業者
等設備貸与資
金

鳥取県中小企
業設備資金（融
資）

小規模企業
者等設備資
金貸付・設備
貸与事業

島根県中小
企業設備近
代化資金（融
資）

公害防止に必要な施設資金の
融資及び設備の貸与

特定公共賃
貸住宅供給
促進事業

事業場監視
指導

事業場監視
指導

公害防止設備
資金貸付事業

公害防止設備
資金貸付事業

定住促進賃
貸住宅建設
事業

技術指導ｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｻﾞｰ等指
導事業

島根県環境
資金（融資）

公害防止に必要な施設の整備
に要する資金融資

島根県環境
資金（融資）

工場・事業
場排水対
策

生活排水
対策

（下水道等
への接続
の促進）

湖沼浄化
対策

４期計画の事業量はH16年度分のみ計
上

中海浄化事
業

安来港海域
環境創造事
業

安来港海域
環境創造事
業

既設公営住
宅改善事業

公営住宅ｽﾄｯ
ｸ総合改善事
業

公営住宅整
備事業

特定公共住
宅供給事業

公営住宅整
備事業

４期計画の事業量はH16年度分のみ計
上

境港管理
組合

境港管理
組合

中海水中貯
木場浚渫工
事

中海水中貯
木場浚渫工
事調査測量
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（資料３）　３期計画実績及び４期計画計上予定の水質保全事業名、概算事業量（中海）
　

項　目 備　　　　考

事　業　名 実施主体 事業内容・事業量 事　業　名 実施主体 事業内容・事業量

事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　量

４　　期　　計　　画３　　期　　計　　画　　実　　績

畜産対策 鳥取県 家畜ふん尿処理の適正処理指導等 鳥取県 家畜ふん尿処理の適正処理指導等

（計画外）

島根県 環境保全型畜産確立対策推進事業

 

堆肥処理施設整備 12 件

島根県 資源循環型畜産確立対策推進事業

島根県 資源循環型農業確立対策推進事業 安来市 ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用ﾌﾛﾝﾃｨｱ整備事業

堆肥処理施設整備 1 地区

資源循環型畜産確立対策事業

堆肥処理施設整備 1 件

島根県 ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進事業 島根県 ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進事業

安来市 　　（ソフト事業　1地区）

有機質資源リサイクル事業

堆肥処理施設整備 10 件

有機質資源リサイクル事業

堆肥処理施設整備 3 件

堆肥処理施設整備 26 件 堆肥処理施設整備 1 地区

鳥取県 鳥取県

10 台/年

島根県 推進対策事業 島根県 人と環境にやさしい農業の推進

〃 土壌環境負荷削減対策推進事業  

〃 硝酸性窒素対策検討事業 農業者等 環境にやさしい農業条件整備事業

    

 農業団体情報交換   

   

    

    

    

    

 

米子市 都市公園 2 ｶ所

安来市 都市公園等　２ヵ所 2.2 ha

 路面の清掃 64 km/年

〃　　 210 km/年

鳥取県 〃　　 50 km/年

 島根県 〃　　 620 km/年

境港市 〃　　 24 km/年

松江市 〃　　 74 km/年

道路側溝等の清掃

0.8 km/年
雨水桝・暗渠等の清掃 2.6 km/年

鳥取県 道路側溝等の清掃 8.3 km/年

島根県 雨水桝・暗渠等の清掃 5.5 km/年

米子市 道路側溝等の清掃 4.1 km/年

境港市 〃　　 6.5 km/年

松江市 〃　　 2.0 km/年

八束町 〃　　 約3.6 km(373m
３
)H16、H17年度事業分のみを計上

公園等整備面積 2.2 ha

路面清掃延長 1,042 km/年

雨水桝・暗渠等清掃延長

29.8 km/年

 

H14から「資源循環型畜産確立推進指導事
業」

農作物適正
施肥推進事
業

施肥田植機導入等

生産振興総
合対策事業

水稲適正施
肥推進事業

側条施肥田植機導入

宍道湖を含む。

国土交通省
（米子）

国土交通省
（松江）

道路維持修
繕事業

国土交通省
（米子）

国土交通省
（松江）

都市公園整
備事業

都市公園整
備事業

ＪＡくにびき

人と環境にや
さしい農業推
進事業

農村振興対
策事業

資源循環型畜
産確立推進指
導事業

環境にやさし
い農業確立事
業

ｴｺﾛｼﾞｰ農業
推進支援事
業

土づくり実
践集団

農業生産
法人等

畜産振興総
合対策事業

農業地域
対策

都市地域
対策

生産振興総
合対策事業

がんばる島根
農林総合事
業

島根県農業
協同組合中
央会

土づくり実
践集団

畜産再編総
合対策事業

畜産環境整
備リース事業

農村振興対
策事業

畜産振興総
合対策事業

資源循環型畜
産確立推進指
導事業

宍道湖を含む。
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（資料３）　３期計画実績及び４期計画計上予定の水質保全事業名、概算事業量（中海）
　

項　目 備　　　　考

事　業　名 実施主体 事業内容・事業量 事　業　名 実施主体 事業内容・事業量

事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　量

４　　期　　計　　画３　　期　　計　　画　　実　　績

保安林改良事業 鳥取県 補植 1.1 ha
〃 下刈り 15.9 ha

治山事業 島根県 植林（保安林改良等）

5 ha

〃 森林整備（本数調整伐）

280 ha

〃 治山（治山ダム、山腹工等）

40 ヵ所

造林事業 新植 31 ha

〃 下刈り 356 ha

〃 除伐 184 ha

〃 間伐 257 ha

通常砂防事業 島根県 えん堤工 3 ヵ所

 

植林等面積 37 ha

間伐等面積 1,093 ha

治山・砂防工事 43 ヵ所

 

島根県 飯梨川（築堤、護岸工事）　 島根県 飯梨川（掘削） 35,500 m
3

278 ｍ 〃 　 〃 　（築堤、護岸工事）

〃 吉田川（掘削） 1,700 m
3 1,400 ｍ

鳥取県 加茂川（築堤、護岸工事） 鳥取県 加茂川（掘削・護岸工事）

910 m 362 m

島根県 島根県 吉田川（掘削） 17,800 m
3

〃  　〃 　（築堤、護岸工事）

300 ｍ

局部改良事業 島根県 須田川（掘削） 3,196 m
3 〃 木戸川（掘削） 2,010 m

3

〃  　〃 　（築堤、護岸工事） 〃  　〃 　（築堤、護岸工事）

334 ｍ 200 ｍ

〃 木戸川（掘削） 3,200 m
3

〃  　〃 　（築堤、護岸工事） 島根県 新宮川（護岸工事）　

470 ｍ 430 ｍ

米子市 四反田川（護岸築造等） 島根県 伯太川（掘削） 10,600 m
3

82 ｍ 〃 意宇川（掘削） 9,300 m
3

松江市 田町川（護岸工事）

55 ｍ

掘削土量 8,096 m
3 掘削土量 75,210 m

3

築堤、護岸等延長 2,129 ｍ 築堤、護岸等延長 2,692 ｍ

鳥取県 浄化用水導入 最大　２m3/秒 鳥取県 浄化用水導入 最大　２m3/秒

島根県 飯梨川（除草） 109,000 m
2

 

 除草面積 109,000 m
2

 

国土交通省 国土交通省 親水護岸整備（中浜港）

堤防除草 国土交通省 堤防除草 堤防除草 国土交通省 堤防除草

鳥取県 環境配慮型護岸整備

親水護岸整備（弓浜干拓地承
水路）

自然地域
対策

広域基幹河
川改修事業

河川改修
事業等

準用河川改
修事業

広域一般河
川改修事業

県単河川修
繕事業（河川ﾘ
ﾌﾚｯｼｭ）

広域基幹河
川改修事業

統合一級河
川整備事業

県単河川緊
急整備事業

森林所有
者他

湖岸整備
事業等

旧加茂川浄
化用水導入
事業

河川浄化
事業等

環境護岸整
備事業

彦名地区護
岸復旧

環境護岸整
備事業

旧加茂川浄
化用水導入
事業

県単河川修
繕事業（水害
危険箇所堤
防管理費）
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（資料３）　３期計画実績及び４期計画計上予定の水質保全事業名、概算事業量（中海）
　

項　目 備　　　　考

事　業　名 実施主体 事業内容・事業量 事　業　名 実施主体 事業内容・事業量

事　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　量

４　　期　　計　　画３　　期　　計　　画　　実　　績

国土交通省 湖沼水質調査 国土交通省 湖沼水質調査
島根県 〃 島根県 〃
安来市 河川等の水質監視・調査 安来市 河川等の水質監視・調査
松江市 〃 松江市 〃

鳥取県 河川水質調査等 鳥取県 河川水質調査等
米子市 〃 米子市 〃

調査研究 鳥取県 中海汚濁機構解明調査 調査研究 鳥取県 中海汚濁機構解明調査
藻類・貝類等による水質浄化手法検討

島根県 水質調査研究事業 島根県 水質調査研究事業
〃 〃

島根県 水質・底質調査 島根県 水質・底質調査

清掃活動等 境港市 排水路等浚渫、清掃 清掃活動等 境港市 排水路等浚渫、清掃
米子市 一斉清掃（年２回：春、秋） 米子市 一斉清掃（年２回：春、秋）

安来市 水路等清掃後の泥土処分

鳥取県 水質浄化啓発等 鳥取県 水質浄化啓発等
米子市 〃 米子市 〃
境港市 〃 境港市 〃

水鳥公園での環境学習 水鳥公園での環境学習

島根県

安来市 水質浄化啓発事業 安来市

鳥取県 補助金の交付

米子市 中海湖上での環境学習

島根県

安来市

住民活動等への助成金の交付 住民活動等への助成金の交付

その他 国土交通省

島根県

 

 

水質調査・
調査研究
等

中海水中貯木
場水質・底質
調査業務

水質監視調
査

水質監視調
査

宍道湖・中海水産振興対策検
討調査等

水質浄化事
業等

(財)島根ふ
れあい環
境財団２１

住民団体等への委託による
水質浄化活動等

宍道湖・中海環境情報サイトの
開設

五感指標普
及環境整備
事業

五感による湖沼環境の定期調
査等

イベント開催、啓発チラシ・資材
配布等

環境立県協
働促進事業
補助金

中海湖上観
察学習会事
業

地域住民と
行政の協
働による環
境保全の
推進

中海水鳥
国際交流
基金財団

水質浄化啓
発事業・環境
学習等

中海水鳥
国際交流
基金財団

水質保全計画推進事業(調査
研究・普及啓発を除く)

水質浄化対
策事業

斐伊川水系水質汚濁防止連絡
協議会

環境保全活
動支援助成
金

(財)島根ふ
れあい環
境財団２１

環境保全活
動支援助成
金

宍道湖・中海水産振興対策事
業

水質浄化啓
発事業・環境
学習等

中海水中貯木
場水質・底質
調査業務



(資料４) 排出汚濁負荷量の推計方法
汚濁負荷量推計方法 前期計画との比較

１．下水道 宍道湖西部流域下水道 系外放流につき、排出原単位＝０，負荷量＝０ 前期計画と同様

宍道湖東部流域下水道 放流水質×水量原単位(270㍑/人/日)×接続人口     〃   （放流水質は実測値を使用）

米子市公共下水道 負荷量原単位×接続人口     〃          

境港市公共下水道 系外放流につき、排出原単位＝０，負荷量＝０     〃

特環･その他公共下水道 負荷量原単位×接続人口     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

定 ２．農業集落 規制対象   (既設)※1                       〃     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

       排水処理施設 規制対象   (新設)※1                       〃     〃                   〃

規制対象外                       〃     〃                   〃

系外放流 系外放流につき、排出原単位＝０，負荷量＝０     〃

負荷量原単位×対象人口     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

４．浄化槽（合併処理） 規制対象                       〃     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

規制対象外                       〃     〃

小型合併処理浄化槽※2                       〃     〃

系 ５．単独処理浄化槽 規制対象                       〃      （生活雑排水は別途計上）     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

規制対象外                       〃      （生活雑排水は別途計上）     〃

６．し尿単独処理施設 系内放流                       〃      （生活雑排水は別途計上）     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

系外放流
系外放流につき、排出原単位＝０，負荷量＝０

（生活雑排水は別途計上）
    〃

７．生活雑排水 対策なし 負荷量原単位×対象人口     〃

対策あり                       〃     〃

※1   昭和６３年１１月１日(上乗せ排水規制条例の施行日)以後の工事着手施設を､新設とする。

※2   市町村が施策により設置を推進する浄化槽

汚濁負荷量推計方法 前期計画との比較

１．下水道 宍道湖西部流域下水道 系外放流につき、排出原単位＝０，負荷量＝０ 前期計画と同様

宿 宍道湖東部流域下水道 放流水質×水量原単位(238㍑/人/日)×接続人口     〃   （放流水質は実測値を使用）

２．浄化槽（合併処理） 規制対象 負荷量原単位×対象人口     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

観 規制対象外                       〃     〃

３．単独処理浄化槽 規制対象                       〃      （生活雑排水は別途計上）     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

規制対象外                       〃      （生活雑排水は別途計上）     〃

客 ４．し尿単独処理施設 定住系負荷に計上   （生活雑排水は別途計上）     〃

５．生活雑排水 負荷量原単位×対象人口     〃

光 １．下水道 宍道湖西部流域下水道 系外放流につき、排出原単位＝０，負荷量＝０     〃

宍道湖東部流域下水道 放流水質×水量原単位(130㍑/人/日)×対象人口     〃   （放流水質は実測値を使用）

日 ２．農業集落排水処理施設 負荷量原単位×対象人口     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

３．合併処理浄化槽 規制対象                       〃     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

帰 規制対象外                       〃     〃

客 ４．単独処理浄化槽 規制対象                       〃        生活雑排水は別途計上     〃   （水質、水量の実測値より原単位を変更）

客 規制対象外                       〃                 〃     〃

５．し尿単独処理施設 定住系負荷に計上      　　        〃     〃

６．生活雑排水 負荷量原単位×対象人口     〃

汚濁負荷量推計方法 前期計画との比較

１．水田 慣行田植え かんがい期 負荷量原単位×面積 (5月10日～8月27日の期間) 前期計画と同様

農 非かんがい期             〃             (8月28日～5月9日の期間)       〃

自 地 側条田植え かんがい期 負荷量原単位×面積 (5月10日～8月27日の期間)       〃

系 非かんがい期             〃             (8月28日～5月9日の期間)       〃

負荷量原単位×面積       〃

自 １．山林 斐伊川の日平均流量を用いて、ＬＱ式により算出

将来負荷は､平成15年度の流量で算出

系 然 ２．市街地 負荷量原単位×面積       〃

３．湖面 降水濃度原単位×降水量×面積

系 将来負荷は､平成15年度の降水量で算出

１．牛 鳥取県 処理形態別負荷量原単位×飼育頭数 前期計画と同様

島根県 処理形態別負荷量原単位×飼育頭数       〃

２．豚 鳥取県 処理形態別負荷量原単位×飼育頭数       〃

島根県 処理形態別負荷量原単位×飼育頭数       〃

宍道湖東部流域下水道取り込み 放流水質×水量 前期計画と同様

その他下水道取り込み 放流水質×水量       〃

規制対象事業場 実測水質×届出または実測水量       〃

未規制事業場 水質原単位×水量原単位×出荷額       〃

貯木場 負荷量原単位×年間貯木量×33

(平均貯木日数を33日とした)
      〃

事

項    目

項    目

項    目

２．畑

３．コミュニティプラント

泊

      〃

新たな県調査により降水濃度原単位を変更

系

住

然

業

場

工

場

畜
産
系



(資料５)原単位新旧一覧表

三期計画 四期計画 三期計画 四期計画 三期計画 四期計画
１．下水道 宍道湖西部流域下水道 g/人/日 0 0 0 0 0 0 変更なし･系外放流

宍道湖東部流域下水道 g/人/日 2.4 2.65 1.9 1.81 0.19 0.046 手法に変更なし・H15放流水質×水量原単位(270l/人/日)
米子市公共下水道 g/人/日 2.1 1.8 2.6 3.1 0.5 0.45 手法に変更なし・青木処理場におけるＨ１１～Ｈ１４の４ヶ年の平均値
境港市公共下水道 g/人/日 0 0 0 0 0 0 変更なし･系外放流
特環･その他公共下水道 g/人/日 - - - - - -

２．農業集落排水施設 規制対象   (既設) － - - - - - - 手法に変更なし･個別実測値により計上
定 規制対象 新設   (501人槽以上) g/人/日 2.6 1.9 2.6 1.9 0.57 0.51 手法に変更なし・既設施設の実測値から推計

規制対象 新設   (201人～501人槽) g/人/日 3.1 1.9 5.1 1.9 1.0 0.51 手法に変更なし・既設施設の実測値から推計
規制対象外 g/人/日 6.4 6.4 6.0 6.0 0.92 0.92 手法に変更なし・合併処理浄化槽の原単位を採用
系外放流 g/人/日 0 0 0 0 0 0 変更なし･系外放流

g/人/日 - - - - - - 手法に変更なし・個別実測値により計上
住 ４．合併処理浄化槽 規制対象(501人槽以上) g/人/日 - - - - - - 手法に変更なし･個別実測値により計上

規制対象(201～500人槽) g/人/日 - - - - - - 手法に変更なし･個別実測値により計上
規制対象外(201人槽以上) g/人/日 6.4 6.4 6.0 6.0 0.92 0.92 変更なし･統一原単位×除去率(文献値)
小型合併処理浄化槽 g/人/日 5.3 5.3 9.7 9.7 0.66 0.66 変更なし･統一原単位×除去率(島根県調査)
その他の合併処理浄化槽 g/人/日 6.4 6.4 6.0 6.0 0.92 0.92 変更なし･統一原単位×除去率(文献値)

系 ５．単独処理浄化槽 501人槽以上(規制対象) g/人/日 - - - - - - 手法に変更なし･個別実測値により計上
201～500人槽(規制対象) g/人/日 - - - - - - 手法に変更なし･個別実測値により計上
201～500人槽(規制対象外) g/人/日 3.5 3.5 8.4 8.4 0.65 0.65 変更なし･統一原単位×除去率(文献値)
その他の単独処理浄化槽 g/人/日 3.5 3.5 8.4 8.4 0.65 0.65 変更なし･統一原単位×除去率(文献値)

６．し尿単独処理施設 系内放流 g/人/日 - - - - - - 手法に変更なし･個別実測値により計上
系外放流 g/人/日 0 0 0 0 0 0 変更なし･系外放流

７．生活雑排水 対策なし g/人/日 19.2 19.2 3.0 3.0 0.40 0.40 変更なし･統一原単位
対策あり g/人/日 12.7 12.7 2.2 2.2 0.29 0.29 変更なし･統一原単位×除去率(文献値)

三期計画 四期計画 三期計画 四期計画 三期計画 四期計画
１．下水道 宍道湖西部流域下水道 g/人/日 0 0 0 0 0 0 変更なし・系外放流

宿 宍道湖東部流域下水道 g/人/日 2.1 2.3 1.7 1.6 0.17 0.04 手法に変更なし・生活系下水道原単位×生活系に対する観光系水量負荷割合
２．合併処理浄化槽規制対象 - - - - - - 手法に変更なし・個別実測値により計上

観 規制対象外 g/人/日 5.4 5.4 5.7 5.7 0.79 0.79 手法に変更なし・生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
３．単独処理浄化槽規制対象 - - - - - - 手法に変更なし・個別実測値により計上

規制対象外 g/人/日 3.0 3.0 7.9 7.9 0.56 0.56 変更なし・生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
客 ４．し尿単独処理施設 - - - - - - 手法に変更なし・定住系負荷量に含めて計上
５．生活雑排水 g/人/日 16.3 16.3 2.9 2.9 0.34 0.34 変更なし・統一原単位×生活系に対する観光系負荷割合・雑排水対策なしで設定

光 １．下水道 宍道湖西部流域下水道 g/人/日 0 0 0 0 0 0 変更なし・系外放流
宍道湖東部流域下水道 g/人/日 1.2 1.3 0.91 0.87 0.091 0.022 手法に変更なし・生活系下水道原単位×生活系に対する観光系水量負荷割合

日 ２．農業集落排水施設 - - - - - - 手法に変更なし､個別実測により計上
３．合併処理浄化槽規制対象 - - - - - - 手法に変更なし・個別実測値により計上・宿泊施設では宿泊客負荷量に含めて計上

帰 規制対象外 g/人/日 1.5 1.5 2.4 2.4 0.25 0.25 変更なし・生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
客 ４．単独処理浄化槽規制対象 g/人/日 - - - - - - 手法に変更なし・個別実測値により計上・宿泊施設では宿泊客負荷量に含めて計上
客 規制対象外 g/人/日 0.8 0.8 3.4 3.4 0.17 0.17 変更なし・生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
５．し尿単独処理施設 - - - - - - 手法に変更なし・定住系負荷量に含めて計上
６．生活雑排水 g/人/日 4.6 4.6 1.2 1.2 0.11 0.11 変更なし・統一原単位×生活系に対する観光系負荷割合・雑排水対策なしで設定

1人当たりの観光系負荷量は生活系負荷量に対して右記の割合になるものとした。
(流域別下水道誠意総合計画調査指針と解説) ＣＯＤ 全窒素 全りん 水量

宿泊客 85% 95% 86% 88%
日帰客 24% 40% 27% 48%

単独浄化槽､し尿浄化槽処理施設については、雑排水の原単位は生活雑排水の項に計上した｡
宍道湖東部流域下水道及び規制対象施設で実測により個別に負荷量を計上したものについては保全計画進行管理における負荷量把握では当該年度ごとに実測値を使用する｡

項    目

３．地域し尿処理施設

項    目

備考

泊

COD 全窒素 全りん

全窒素 全りん

単位

単位
COD

備考

手法に変更なし・既設施設は個別実測値により計上・新設施設は類似施設の実測値の平均値
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(資料５)原単位新旧一覧表

三期計画 四期計画 三期計画 四期計画 三期計画 四期計画
１．水田 慣行田植えかんがい期 g/ha/日 126.5 126.5 43.0 43.0 5.5 5.5 変更なし・島根県の調査結果に基づいて設定

農 非かんがい期 g/ha/日 173 173 17.6 17.6 2.2 2.2
面 年間平均 g/ha/日 159 159 25.3 25.3 3.19 3.19
地 側条田植えかんがい期 g/ha/日 76.5 76.5 12.4 12.4 2.4 2.4

非かんがい期 g/ha/日 173 173 17.6 17.6 2.2 2.2
源 系 年間平均 g/ha/日 144 144 16.0 16.0 2.26 2.26

g/ha/日 87.3 87.3 47.2 47.2 0.994 0.994 変更なし・島根県の調査結果に基づいて設定
１．山林 g/ha/日 47 55 14 16 0.24 0.29 実際の負荷量はＬＱ式により日毎に設定

系 ２．市街地 g/ha/日 160 160 46 46 2.3 2.3 変更なし
３．湖面 mg/l 1.76 1.6 0.794 0.73 0.0071 0.0059 新たな降水濃度調査結果に基づいて変更
１．牛 鳥取県 g/頭/日 5.7 2.46 14.5 0.51 0.54 0.11 手法に変更なし・処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均

島根県 g/頭/日 4.7 2.6 7.2 0.91 0.34 0.12 手法に変更なし・処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均
２．豚 鳥取県 g/頭/日 3.1 3.1 4.4 4.4 0.6 0.6 手法に変更なし・処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均

島根県 g/頭/日 1.1 0.63 1.3 0.12 0.22 0.057 手法に変更なし・処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均
山林ＬＱ式

ＣＯＤ   ＝138     ×Ｑ
1.078

全窒素＝48.8     ×Ｑ
1.150

全りん ＝0.915   ×Ｑ
1.167

(kg/km
2
/日)           (m

3
/km

2
/s)

(島根県)
水量原単位

三期計画 四期計画 三期計画 四期計画 三期計画 四期計画 (m
3
/百万円)

12, 13 食料品･飲料･たばこ･飼料 mg/l 679 679 53.4 53.4 16.3 16.3 0.283 手法に変更なし
14 繊維工業 mg/l 46.5 46.5 0.59 0.59 0.30 0.30 0.160

工 15 衣料･その他 mg/l 10.0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.018
16 木材･木製品 mg/l 10.0 10 4.06 4.06 0.92 0.92 0.026
17 家具･装備品 mg/l 10.0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005

場 18 ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙･紙加工品 mg/l 18.2 18.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.065
19 出版･印刷 mg/l 217 217 24.8 24.8 4.95 4.95 0.013
20 化学工業 mg/l 300 300 90.0 90.0 16.0 16.0 0.361

事 21 石油･石炭製品 mg/l 10.0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.091
22 プラスチック製品 mg/l 13.8 13.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.051
23 ｺﾞﾑ製品 mg/l - - - - - - -
24 皮革 mg/l 10.0 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009

業 25 窯業･土石 mg/l 15.2 15.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.031
26 鉄工 mg/l 32.9 32.9 8.00 8.00 13.0 13.0 0.164
27 非鉄金属 mg/l 10.0 10 20.0 20.0 15.0 15.0 0.125

場 28 金属製品 mg/l 20.0 20 20.0 20.0 15.0 15.0 0.021
29 一般機械 mg/l 20.4 20.4 15.0 15.0 15.0 15.0 0.025
30 電気機械 mg/l 30.0 30 45.0 45.0 5.00 5.00 0.020

系 31 輸送機械 mg/l 50.8 50.8 12.5 12.5 25.0 25.0 0.013
32 精密機械 mg/l 10.0 10 25.0 25.0 10.0 10.0 0.031
34 その他 mg/l 13.8 13.8 0.00 0.00 0.0 0.0 0.221

貯木場 g/t/日 1.8 1.8 0.05 0.05 0.002 0.002 -
工場･事業場系の原単位設定方法(変更なし)

出荷額(百万円/年) 水量原単位(m3/百万円/日) 水質(mg/l) 負荷量(kg/日)
規制対象事業場 産業出荷額 届出水量 実測値 届出水量×実測水質
未規制事業場 産業出荷額 中分類別水量原単位 中分類別水質 出荷額×水量原単位×水質原単位
宍道湖東部流域下水道取り込み 産業出荷額 下水道放流水実測値実測水量×実測水質

その他下水道取り込み 産業出荷額 届出水量または中分類別水量原単位推定値下水道放流水実測値水量×実測水質
貯木場 一日当たりの貯木量と貯木原単位によった。

実測水量(定住系､観光系の残り)
将来水量は下水道取り込み出荷額より算出

畜
産
系

自
然
系

全りん
項    目 単位

COD 全窒素

備考項    目

２．畑

単位
COD 全窒素 全りん
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(資料５)原単位新旧一覧表

（鳥取県）
水量原単位(H15)

三期計画 四期計画 三期計画 四期計画 三期計画 四期計画 (m
3
/百万円)

12 食料品 mg/l 460.0 460.0 66.7 66.7 19.4 19.4 0.197 手法に変更なし
13 飲料・飼料・たばこ mg/l 34.8 34.8 2.2 2.2 0.4 0.4 0.034
14 繊維工業 mg/l 41.2 41.2 10.0 10.0 4.9 4.9 1.378

工 15 衣料･その他 mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.054
16 木材･木製品 mg/l 9.8 9.8 0.1 0.1 0.02 0.02 0.052
17 家具･装備品 mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03

場 18 ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙･紙加工品 mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.594
19 出版･印刷 mg/l 145.8 145.8 1.2 1.2 0.4 0.4 0.013
20 化学工業 mg/l - - - - - - -

事 21 石油･石炭製品 mg/l - - - - - - -
22 プラスチック製品 mg/l 10.0 10.0 27.0 27.0 3.0 3.0 0.169
23 ｺﾞﾑ製品 mg/l - - - - - - 0.115

業 24 皮革 mg/l 9.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018
25 窯業･土石 mg/l 13.5 13.5 3.7 3.7 0.3 0.3 0.09
26 鉄工 mg/l - - - - - - 0.018

場 27 非鉄金属 mg/l - - - - - - -
28 金属製品 mg/l 16.7 16.7 16.7 16.7 11.3 11.3 0.046
29 一般機械 mg/l 38.0 38.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0.009

系 30 電気機械 mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.017
31 輸送機械 mg/l 11.4 11.4 4.4 4.4 0.5 0.5 0.007
32 精密機械 mg/l - - - - - - -
34 その他 mg/l 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.009

工場･事業場系の原単位設定方法(前計画､新計画変更なし)
出荷額(百万円/年) 水量原単位(m3/百万円/日) 水質(mg/l) 負荷量(kg/日)

規制対象事業場 産業出荷額 届出水量 実測値 届出水量×実測水質
未規制事業場 産業出荷額 中分類別水量原単位 中分類別水質原単位出荷額×水量原単位×水質原単位
米子市公共下水道（産業系） 産業出荷額 中分類別水量原単位 下水道放流水実測値出荷額×水量原単位×実測水質

全りん
項    目 単位

COD 全窒素
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(資料６)原単位算出方法
単位 COD 全窒素 全りん 原単位算出方法

１．下水道 宍道湖西部流域下水道 g/人/日 0 0 0 系外放流のため､負荷量原単位＝０
宍道湖東部流域下水道 g/人/日 2.65 1.81 0.046 H15放流水質×水量原単位(270l/人/日)
米子市公共下水道 g/人/日 1.8 3.1 0.45 青木処理場におけるH11～H14の4ｶ年平均
境港市公共下水道 g/人/日 0 0 0 系外放流のため､負荷量原単位＝０
特環･その他公共下水道 g/人/日 - - - 個別実測値により計上

２．農業集落排水施設 規制対象   (既設) － - - - 個別実測値により計上
定 規制対象 新設(501人槽以上) g/人/日 1.9 1.9 0.51 既設施設の実測値から推計

規制対象 新設(201人～500人槽) g/人/日 1.9 1.9 0.51 既設施設の実測値から推計
規制対象外(既設) g/人/日 - - - 個別実測値により計上
規制対象外(新設) g/人/日 6.4 6.0 0.92 合併処理浄化槽の原単位を採用
系外放流 g/人/日 0 0 0 系外放流のため､負荷量原単位＝０

g/人/日 - - - 個別実測値により計上
住 ４．合併処理浄化槽 規制対象(501人槽以上) g/人/日 - - - 個別実測値により計上

規制対象(201～500人槽) g/人/日 - - - 個別実測値により計上

規制対象外(201人～500人槽) g/人/日 6.4 6.0 0.92

小型合併処理浄化槽 g/人/日 5.3 9.7 0.66

その他の合併処理浄化槽 g/人/日 6.4 6.0 0.92
系 ５．単独処理浄化槽 501人槽以上(規制対象) g/人/日 - - - 個別実測値により計上

201～500人槽(規制対象) g/人/日 - - - 個別実測値により計上
201～500人槽(規制対象外) g/人/日 3.5 8.4 0.65 統一原単位×除去率(文献値)
その他の単独処理浄化槽 g/人/日 3.5 8.4 0.65 統一原単位×除去率(文献値)

６．し尿単独処理施設 系内放流 g/人/日 - - - 個別実測値により計上
系外放流 g/人/日 0 0 0 系外放流のため､負荷量原単位＝０

７．生活雑排水 対策なし g/人/日 19.2 3.0 0.40 統一原単位

対策あり g/人/日 12.7 2.2 0.29

項    目

統一原単位×除去率(COD:78%, 全窒素:50%, 全燐:21%)、湖沼水質保全計画策定ﾏﾆｭｱﾙ
(茨城県環境局資料)
統一原単位×除去率(COD:82%, 全窒素:19%, 全燐:44%)、湖沼水質保全計画策定ﾏﾆｭｱﾙ
(H4～5島根県調査)
統一原単位×除去率(COD:78%, 全窒素:50%, 全燐:21%)、湖沼水質保全計画策定ﾏﾆｭｱﾙ
(茨城県環境局資料)

３．地域し尿処理施設

統一原単位×除去率(COD:34%, 全窒素:25%, 全燐:27%)、鳥取県調査報告､北海道調査報
告(雑排水に対する除去率)
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(資料６)原単位算出方法
COD 全窒素 全りん
新計画 新計画 新計画

１．下水道 宍道湖西部流域下水道 g/人/日 0 0 0 系外放流のため､負荷量原単位＝０
宿 宍道湖東部流域下水道 g/人/日 2.3 1.6 0.04 生活系下水道原単位×生活系に対する観光系水量負荷割合
２．合併処理浄化槽 規制対象 - - - 個別実測値により計上

観 規制対象外 g/人/日 5.4 5.7 0.79 生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
３．単独処理浄化槽 規制対象 - - - 個別実測値により計上

規制対象外 g/人/日 3.0 7.9 0.56 生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
客 ４．し尿単独処理施設 - - - 定住系負荷量に含めて計上
５．生活雑排水 g/人/日 16.3 2.9 0.34 統一原単位×生活系に対する観光系負荷割合､雑排水対策なしで設定

光 １．下水道 宍道湖西部流域下水道 g/人/日 0 0 0 系外放流のため､負荷量原単位＝０
宍道湖東部流域下水道 g/人/日 1.3 0.87 0.022 放流水質×生活系下水道水量原単位×生活系に対する観光系水量負荷割合､高度処理

日 ２．農業集落排水施設 - - - 個別実測により計上
３．合併処理浄化槽 規制対象 - - - 個別実測値により計上・宿泊施設では宿泊客負荷量に含めて計上

帰 規制対象外 g/人/日 1.5 2.4 0.25 生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
客 ４．単独処理浄化槽 規制対象 g/人/日 - - - 個別実測値により計上・宿泊施設では宿泊客負荷量に含めて計上
客 規制対象外 g/人/日 0.8 3.4 0.17 生活系原単位×生活系に対する観光系負荷割合
５．し尿単独処理施設 - - - 定住系負荷量に含めて計上
６．生活雑排水 g/人/日 4.6 1.2 0.11 統一原単位×生活系に対する観光系負荷割合､雑排水対策なしで設定

1人当たりの観光系負荷量は生活系負荷量に対して右記の割合になるものとした。
(流域別下水道誠意総合計画調査指針と解説) COD 全窒素 全りん 水量

宿泊客 85% 95% 86% 88%
日帰客 24% 40% 27% 48%

単独浄化槽､し尿浄化槽処理施設については、雑排水の原単位は生活雑排水の項に計上した｡
宍道湖東部流域下水道及び規制対象施設で実測により個別に負荷量を計上したものについては保全計画進行管理における負荷量把握では当該年度ごとに実測値を使用する｡

単位 COD 全窒素 全りん 原単位算出方法
１．水田 慣行田植えかんがい期 g/ha/日 126.5 43.0 5.5 島根県農業試験場での現地田調査結果に基づいて設定

農 非かんがい期 g/ha/日 173 17.6 2.2
面 年間平均 g/ha/日 159 25.3 3.19
地 側条田植えかんがい期 g/ha/日 76.5 12.4 2.4

非かんがい期 g/ha/日 173 17.6 2.2
源 系 年間平均 g/ha/日 144 16 2.26

g/ha/日 87.3 47.2 0.994 島根県の調査結果に基づいて設定
自 １．山林 g/ha/日 55 16 0.29 実際の負荷量はＬＱ式により日毎に設定

系 然 ２．市街地 g/ha/日 160 46 2.3 千葉市の調査結果に基づき､島根県の降水量を考慮して設定。
系 ３．湖面 mg/l 1.6 0.73 0.0059 平成14～15年度に松江市内において実施した降雨水質の調査結果に基づいて設定
１．牛 鳥取県 g/頭/日 2.46 0.51 0.11 処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均

島根県(施策将来の値) g/頭/日 2.6 0.91 0.12 処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均
２．豚 鳥取県 g/頭/日 3.1 4.4 0.6 処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均

島根県(施策将来の値) g/頭/日 0.63 0.12 0.057 処理形態別排出原単位を処理形態頭数で加重平均
山林ＬＱ式

ＣＯＤ   ＝138     ×Ｑ
1.078

全窒素＝48.8     ×Ｑ
1.150

全りん ＝0.915   ×Ｑ
1.167

(kg/km
2
/日)           (m

3
/km

2
/s)

項    目

単位

泊

原単位算出方法項    目

畜
産
系

２．畑
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(資料６)原単位算出方法
(島根県)

水量原単位(H15) 原単位算出方法

(m
3
/百万円)

12, 13 食料品･飲料･たばこ･飼料 mg/l 679 53.4 16.3 0.283
14 繊維工業 mg/l 46.5 0.59 0.30 0.160

工 15 衣料･その他 mg/l 10 0.00 0.00 0.018
16 木材･木製品 mg/l 10 4.06 0.92 0.026
17 家具･装備品 mg/l 10 0.00 0.00 0.005 水量原単位は、出荷額当たりの排水量として､中分類ごとに設定し、

場 18 ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙･紙加工品 mg/l 18.2 0.00 0.00 0.065 将来予測は平成14年度値により設定
19 出版･印刷 mg/l 217 24.8 4.95 0.013
20 化学工業 mg/l 300 90.0 16.0 0.361

事 21 石油･石炭製品 mg/l 10 0.00 0.00 0.091
22 プラスチック製品 mg/l 13.8 0.00 0.00 0.051
23 ｺﾞﾑ製品 mg/l - - - -
24 皮革 mg/l 10 0.00 0.00 0.009

業 25 窯業･土石 mg/l 15.2 0.00 0.00 0.031
26 鉄工 mg/l 32.9 8.00 13.0 0.164
27 非鉄金属 mg/l 10 20.0 15.0 0.125

場 28 金属製品 mg/l 20 20.0 15.0 0.021
29 一般機械 mg/l 20.4 15.0 15.0 0.025
30 電気機械 mg/l 30 45.0 5.00 0.020

系 31 輸送機械 mg/l 50.8 12.5 25.0 0.013
32 精密機械 mg/l 10 25.0 10.0 0.031
34 その他 mg/l 13.8 0.00 0.0 0.221

貯木場 g/t/日 1.8 0.05 0.002
工場･事業場系の原単位設定方法(前計画､新計画変更なし)

出荷額(百万円/年) 水量原単位(m3/百万円/日) 水質(mg/l) 負荷量(kg/日)
規制対象事業場 産業出荷額 届出水量 実測値 届出水量×実測水質
未規制事業場 産業出荷額 中分類別水量原単位 中分類別水質原単位 出荷額×水量原単位×水質原単位
宍道湖東部流域下水道取り込み 産業出荷額 下水道放流水実測値 実測水量×実測水質

その他下水道取り込み 産業出荷額 届出水量または中分類別水量原単位推定値 下水道放流水実測値 水量×実測水質
貯木場 一日当たりの貯木量と貯木原単位によった。

実測水量(定住系､観光系の残り)
将来水量は下水道取り込み出荷額
より算出

項    目 COD 全窒素 全りん単位

水質原単位は､小分類毎の立地形態を考慮して､｢流域別下水道整備
総合計画調査指針｣及び環境庁業務委託調査報告書｢窒素･燐指導
指針策定調査｣により中分類毎の平均濃度として設定

3



(資料６)原単位算出方法
(鳥取県)

水量原単位(H15) 原単位算出方法

(m
3
/百万円)

12 食料品 mg/l 460.0 66.7 19.4 0.197
13 飲料・飼料・たばこ mg/l 34.8 2.2 0.4 0.034
14 繊維工業 mg/l 41.2 10.0 4.9 1.378

工 15 衣料･その他 mg/l 0.0 0.0 0.0 0.054
16 木材･木製品 mg/l 9.8 0.1 0.02 0.052 水量原単位は、出荷額当たりの排水量として､中分類ごとに設定し、
17 家具･装備品 mg/l 0.0 0.0 0.0 0.03 将来予測は平成14年度値により設定

場 18 ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙･紙加工品 mg/l 0.0 0.0 0.0 1.594
19 出版･印刷 mg/l 145.8 1.2 0.4 0.013
20 化学工業 mg/l - - - -

事 21 石油･石炭製品 mg/l - - - -
22 プラスチック製品 mg/l 10.0 27.0 3.0 0.169
23 ｺﾞﾑ製品 mg/l - - - 0.115

業 24 皮革 mg/l 9.6 0.0 0.0 0.018
25 窯業･土石 mg/l 13.5 3.7 0.3 0.09
26 鉄工 mg/l - - - 0.018

場 27 非鉄金属 mg/l - - - -
28 金属製品 mg/l 16.7 16.7 11.3 0.046
29 一般機械 mg/l 38.0 15.0 15.0 0.009

系 30 電気機械 mg/l 0.0 0.0 0.0 0.017
31 輸送機械 mg/l 11.4 4.4 0.5 0.007
32 精密機械 mg/l - - - -
34 その他 mg/l 0.1 0.1 0.0 0.009

工場･事業場系の原単位設定方法(前計画､新計画変更なし)
出荷額(百万円/年) 水量原単位(m3/百万円/日) 水質(mg/l) 負荷量(kg/日)

規制対象事業場 産業出荷額 届出水量 実測値 届出水量×実測水質
未規制事業場 産業出荷額 中分類別水量原単位 中分類別水質原単位 出荷額×水量原単位×水質原単位
米子市公共下水道（産業系） 産業出荷額 中分類別水量原単位 下水道放流水実測値 出荷額×水量原単位×実測水質

単位

水質原単位は､小分類毎の立地形態を考慮して､｢流域別下水道整備
総合計画調査指針｣及び環境庁業務委託調査報告書｢窒素･燐指導
指針策定調査｣により中分類毎の平均濃度として設定

COD 全窒素 全りん項    目
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(資料７）現状・将来フレーム算定方法

項目 単位 現状フレーム算定方法 将来フレーム推計方法 対策なしの算定方法

常住人口 人 １ 行政区域内人口を調査 １ 国立社会保障・人口問題研究所の日本 同左

２ 平成 年国勢調査における町丁字別 の市区町村別将来推計人口を基に市町村12
データを基に 集水域人口を算出 別人口を設定

なお､町丁字が集水域界をまたぐ場合 ２ １に平成 年度末の市町村別集水域15
は、現地の状況を基に按分 内行政人口比率を乗じて集水域内人口を

設定

観光人口 人 観光動態調査結果に基づき算出 過去の観光動態推移にもとづき設定 同左

下水道人口 人 実処理人口 計画期間内の整備計画に基づき設定 平成 年度の実処理人口15
ただし、計画期間内に人口が減少す

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ人口 人 実処理人口 計画期間内の整備計画に基づき設定 る市町村では、減少率により補正

農業集落排水人口 人 実処理人口 計画期間内の整備計画に基づき設定

合併浄化槽人口 人 実処理人口 計画期間内の施設整備による処理人口 計画期間内の市町村ごとの人口増加

増加及び下水道等への接続による処理人 分はすべて合併浄化槽人口として設定

口減少を見込んで設定 計画期間内に人口が減少する市町村

では、平成 年度の実処理人口を減15
少率により補正

単独浄化槽人口 人 県資料を基に作成 単純将来人口から上記施策(下水道～ 平成 年度の実処理人口15
合併浄化槽）への取り込み分を引いて設 ただし、計画期間内に人口が減少す

し尿処理施設人口 人 県資料を基に作成 定 る市町村では、減少率により補正

自家処理人口 人 県資料を基に作成
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項目 単位 現状フレーム算定方法 将来フレーム推計方法 対策なしの算定方法

雑排水対策人口 人 単独浄化槽人口及びし尿処理施設人 同左 同左

口の合計

定住者は、対策率を考慮して設定

観光客は対策なしとして設定

製造品出荷額 百万円 １ 市町村別製造品出荷額を基に算出 １ 過去の産業中分類別出荷額の推移を考 過去の産業中分類別出荷額動向を考

２ 集水域内従業者数割合により、業種 慮し平成 年度出荷額に固定又は推定 慮し平成 年度出荷額に固定又は推15 15
ごとに按分 ２ 計画期間内の下水道整備状況から新た 定

な下水道接続事業場を設定

15 15家畜頭数 頭 資料及び牛・豚飼養状況に基づき算出 １ 過去の頭数の推移に基づき平成 年 １ 過去の頭数の推移に基づき平成

度に固定又は推定 年度に固定又は推定

２ 県の計画によりふん尿の処理形態別頭 ２ ふん尿の処理形態別頭数比は平成

数を設定 年度に固定15

水田、畑、山林、 １ 市町村別面積を調査 １ 土地利用の全般の施策を考慮して平成 平成 年度に固定ha 15
市街地その他 ２ 集水域をまたぐときは、現地の実態 年度に固定15

を勘案して按分 ２ 側条施肥田植え水田面積は、過去の普

３ 稲の作付け面積を水田面積とし、転作 及状況の推移に基づき設定

面積は畑へ、放置等の面積は山林へ振り

替え

４ 側条施肥田植水田面積は全県の側条施

肥田植え面積の比率により設定

貯木量 ｔ 中海水中貯木場の実積及び境港管理組 過去の貯木量の推移を勘案し平成 同左15
合の実績 年度実績に固定



（資料８）中海の概要

水系名 １級河川 斐伊川水系

湖面積 ㎢ 平均水深及び最大水深 平均 ｍ（最大 ｍ）９２．１ ５．４ ８．４

湖容積 百万㎥ 年間流入水量 平均 約 百万ｍ /年５２１ ２，９００ ３

（Ｈ１３～Ｈ１５）

５９５．２ ２指定地域面積 ㎢ 特定事業場： みなし特定施設 病 院：

６３ ５２50ｍ /日以上： 浄化槽：３

１６０．６ ２５ ０指定地域内人口 千人 25～50ｍ /日： 指定施設 畜 舎：３

３３６ ０（Ｈ１５） 25ｍ /日未満： 養殖 ：３

１４準用指定施設 畜 舎：

ＣＯＤ 湖沼Ａ類型 達成期間：ロ ＣＯＤ ３ mg/ℓ以下

水質環境基準 全窒素 湖沼Ⅲ類型 達成期間：ニ 全窒素 ０.４ mg/ℓ以下

全燐 湖沼Ⅲ類型 達成期間：ニ 全燐 ０.０３mg/ℓ以下

現在までの水質 年 度 １１ １２ １３ １４ １５ 測点数

１０ヶ所
ＣＯＤ 75％値 6.2 7.0 8.1 5.6 5.2

(4.5) (5.0) (5.0) (4.3) (4.1)（ ）（ ）mg/ℓ 平均値

全窒素（mg/ℓ） １０ヶ所0.78 0.78 0.60 0.57 0.53

全燐 （mg/ℓ） １０ヶ所0.072 0.087 0.073 0.054 0.052

将来の水質目標値 平成２０年度 ＣＯＤ（７５％値 ： mg/ℓ） ４．６

（年平均値 ： mg/ℓ） ３．９

全窒素 ： mg/ℓ０．５０

全燐 ： mg/ℓ０．０４８

※測点数は本庄工区の２地点を加えた１２ヶ所であること。

農業用水 農業用水の利用なし

水産 ｔ/年（平成１４年）３２８

水域利用上の障害 毎年のように赤潮の発生が見られる。

発生状況

注 「水質の状況」で、ＣＯＤ75％値、全窒素、全リンは複数の環境基準点のうちの最大値であり、）

ＣＯＤ平均値は複数の環境基準点の平均値である。
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（資料９）水質経年変化（中海）

ＣＯＤ７５％値 　（単位：㎎/l）
 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

T-1 境水道中央部 2.8 2.4 2.6 2.4 2.6 3.0 3.0 3.1 2.9 3.2 3.4 2.8 2.8 2.9 3.2 2.9 4.0 3.5 2.6 2.8

T-2 葭津地先 3.5 2.7 3.4 3.6 3.7 3.6 4.0 3.7 3.8 5.0 4.9 4.0 5.3 4.3 4.8 3.6 5.8 5.5 4.2 3.9

T-3 米子湾中央部 5.1 5.6 5.0 5.8 7.0 6.0 6.5 6.1 5.2 5.6 5.9 6.0 7.5 5.7 6.4 6.2 7.0 8.1 5.1 5.2

N-1 大橋川河口地先 5.3 4.5 4.8 5.7 5.3 5.2 5.1 4.9 5.4 4.7 6.6 4.7 4.8 5.4 5.5 4.9 5.5 4.9 5.4 5.0

N-2 意東鼻地先 4.4 4.1 4.3 5.1 5.4 5.8 5.9 5.0 5.0 5.2 6.4 4.7 5.5 4.8 6.5 5.0 5.6 5.2 5.3 4.6

N-3 飯梨川河口地先 5.0 4.1 4.6 4.7 5.1 5.0 4.9 5.1 4.7 6.0 5.5 4.8 4.8 4.5 6.1 5.8 5.9 5.5 4.8 4.0

N-4 安来港地先 5.0 4.2 4.7 5.4 5.7 5.2 5.6 6.1 4.8 6.9 5.5 5.4 5.3 5.6 6.5 5.9 6.9 5.5 5.6 4.2

N-5 羽入川河口地先 4.6 4.2 4.3 5.1 5.6 5.6 4.6 5.9 4.8 5.6 6.1 5.1 5.7 5.1 6.5 5.1 6.1 5.5 5.2 4.6

N-6 中海中央部 4.5 4.0 4.3 4.7 5.2 5.2 4.2 5.1 4.0 5.4 6.2 4.5 5.5 4.2 5.1 4.5 5.9 5.1 4.7 4.3

N-7 小篠津町地先 2.9 2.4 3.5 3.2 3.9 3.4 2.8 2.8 2.7 5.7 4.4 4.1 3.9 3.6 4.4 4.3 4.1 4.3 4.1 3.4

　全地点平均値 4.3 3.8 4.2 4.6 5.0 4.8 4.7 4.8 4.3 5.3 5.5 4.6 5.1 4.6 5.5 4.8 5.7 5.3 4.7 4.2

　最大値 5.3 5.6 5.0 5.8 7.0 6.0 6.5 6.1 5.4 6.9 6.6 6.0 7.5 5.7 6.5 6.2 7.0 8.1 5.6 5.2

ＣＯＤ平均値 　（単位：㎎/l）
 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

T-1 境水道中央部 2.4 2.1 2.3 2.3 2.4 2.6 2.5 2.8 2.6 2.8 2.9 2.4 2.4 2.6 2.8 2.6 3.1 3.1 2.4 2.8

T-2 葭津地先 3.1 2.4 2.9 3.1 3.1 3.3 3.5 3.4 3.6 4.1 4.1 3.6 4.8 4.0 4.3 3.6 4.8 5.0 3.6 3.6

T-3 米子湾中央部 4.7 4.7 4.6 5.0 5.7 5.2 5.7 5.3 4.9 4.7 5.2 5.1 6.2 5.6 5.8 5.2 6.2 6.7 4.9 4.9

N-1 大橋川河口地先 4.4 3.8 4.1 4.8 4.6 4.4 4.5 4.7 4.6 4.4 5.3 4.4 4.5 6.8 5.3 4.7 5.1 4.9 4.8 4.5

N-2 意東鼻地先 4.4 3.2 3.8 4.5 4.5 5.1 4.8 4.7 4.6 4.5 5.2 4.7 4.7 5.0 5.3 4.8 5.1 5.1 4.6 4.5

N-3 飯梨川河口地先 4.3 3.9 4.0 4.1 4.3 4.1 4.4 4.3 4.4 4.9 5.0 4.4 4.7 4.4 6.5 4.9 5.5 5.1 4.6 3.8

N-4 安来港地先 4.3 3.8 4.2 4.4 4.6 4.4 4.9 5.0 4.9 5.7 4.9 5.5 5.5 5.0 5.5 5.2 6.0 5.3 5.4 4.2

N-5 羽入川河口地先 4.6 3.6 3.9 4.4 4.6 4.4 4.7 5.0 4.5 4.9 5.2 4.8 5.8 5.1 5.5 5.0 5.4 5.5 4.9 4.5

N-6 中海中央部 3.9 3.5 3.8 4.1 4.2 4.5 4.2 4.3 3.9 4.6 5.2 4.4 4.9 4.3 4.7 4.4 4.9 4.8 4.4 4.2

N-7 小篠津町地先 2.7 2.2 2.8 2.7 3.3 3.0 2.5 2.5 2.3 4.5 3.9 3.6 3.6 5.1 4.0 4.1 3.6 4.1 3.8 3.5

　全地点平均値 3.9 3.3 3.6 3.9 4.1 4.1 4.2 4.2 4.0 4.5 4.7 4.3 4.7 4.8 5.0 4.5 5.0 5.0 4.3 4.1

　最大値 4.7 4.7 4.6 5.0 5.7 5.2 5.7 5.3 4.9 5.7 5.3 5.5 6.2 6.8 6.5 5.2 6.2 6.7 5.4 4.9

全窒素 　（単位：㎎/l）
 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

T-1 境水道中央部 0.39 0.34 0.48 0.47 0.59 0.51 0.46 0.49 0.40 0.47 0.44 0.42 0.36 0.42 0.43 0.38 0.37 0.31 0.29 0.32

T-2 葭津地先 0.55 0.55 0.55 0.62 0.63 0.69 0.62 0.58 0.58 0.66 0.55 0.48 0.69 0.50 0.48 0.50 0.57 0.45 0.39 0.35

T-3 米子湾中央部 0.84 1.00 0.80 0.94 1.00 0.83 0.95 0.75 0.68 0.73 0.64 0.76 1.00 0.86 0.73 0.72 0.78 0.60 0.52 0.53

N-1 大橋川河口地先 0.46 0.50 0.42 0.52 0.50 0.46 0.52 0.58 0.52 0.48 0.47 0.48 0.51 0.77 0.55 0.56 0.62 0.56 0.51 0.46

N-2 意東鼻地先 0.42 0.47 0.39 0.45 0.45 0.45 0.44 0.49 0.45 0.50 0.46 0.48 0.50 0.55 0.50 0.48 0.59 0.52 0.46 0.44

N-3 飯梨川河口地先 0.48 0.54 0.41 0.43 0.48 0.46 0.48 0.56 0.57 0.52 0.47 0.45 0.52 0.51 0.64 0.57 0.68 0.59 0.47 0.44

N-4 安来港地先 0.45 0.67 0.53 0.49 0.63 0.54 0.62 0.64 0.65 0.66 0.51 0.58 0.66 0.59 0.61 0.78 0.75 0.52 0.57 0.49

N-5 羽入川河口地先 0.49 0.53 0.45 0.46 0.50 0.48 0.75 0.60 0.54 0.52 0.47 0.48 0.72 0.55 0.54 0.59 0.61 0.60 0.48 0.45

N-6 中海中央部 0.39 0.52 0.40 0.44 0.43 0.47 0.55 0.51 0.46 0.49 0.59 0.43 0.54 0.49 0.46 0.52 0.55 0.47 0.45 0.46

N-7 小篠津町地先 0.39 0.44 0.55 0.56 0.61 0.53 0.50 0.53 0.48 0.46 0.35 0.37 0.38 0.67 0.43 0.48 0.53 0.53 0.43 0.38

　全地点平均値 0.49 0.56 0.50 0.54 0.58 0.54 0.59 0.57 0.53 0.55 0.50 0.49 0.59 0.59 0.54 0.56 0.61 0.52 0.46 0.43

　最大値 0.84 1.00 0.80 0.94 1.00 0.83 0.95 0.75 0.68 0.73 0.64 0.76 1.00 0.86 0.73 0.78 0.78 0.60 0.57 0.53

全燐 　（単位：㎎/ｌ）
 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

T-1 境水道中央部 0.041 0.033 0.050 0.047 0.049 0.041 0.041 0.042 0.034 0.045 0.049 0.041 0.036 0.036 0.050 0.040 0.043 0.040 0.030 0.034

T-2 葭津地先 0.069 0.060 0.052 0.054 0.053 0.046 0.051 0.043 0.052 0.061 0.055 0.047 0.068 0.047 0.059 0.048 0.067 0.053 0.036 0.036

T-3 米子湾中央部 0.081 0.092 0.074 0.078 0.090 0.076 0.089 0.064 0.070 0.074 0.068 0.085 0.100 0.094 0.093 0.069 0.087 0.073 0.054 0.052

N-1 大橋川河口地先 0.057 0.040 0.062 0.057 0.051 0.049 0.052 0.046 0.051 0.048 0.060 0.045 0.053 0.096 0.073 0.057 0.066 0.055 0.047 0.049

N-2 意東鼻地先 0.060 0.037 0.058 0.053 0.048 0.051 0.044 0.045 0.048 0.047 0.052 0.047 0.048 0.053 0.067 0.056 0.061 0.054 0.040 0.044

N-3 飯梨川河口地先 0.059 0.045 0.054 0.051 0.052 0.047 0.048 0.047 0.050 0.054 0.053 0.042 0.054 0.054 0.081 0.058 0.068 0.059 0.041 0.043

N-4 安来港地先 0.065 0.059 0.072 0.055 0.067 0.055 0.066 0.058 0.060 0.074 0.053 0.057 0.078 0.064 0.072 0.072 0.073 0.054 0.049 0.045

N-5 羽入川河口地先 0.069 0.041 0.058 0.051 0.054 0.046 0.067 0.049 0.048 0.055 0.055 0.043 0.074 0.061 0.068 0.058 0.062 0.060 0.041 0.046

N-6 中海中央部 0.056 0.041 0.052 0.048 0.049 0.041 0.045 0.045 0.040 0.050 0.062 0.041 0.056 0.052 0.064 0.053 0.056 0.046 0.036 0.043

N-7 小篠津町地先 0.046 0.052 0.046 0.046 0.053 0.043 0.048 0.038 0.025 0.054 0.046 0.038 0.046 0.081 0.052 0.054 0.046 0.049 0.033 0.041

　全地点平均値 0.060 0.050 0.058 0.054 0.057 0.050 0.055 0.048 0.048 0.056 0.055 0.049 0.061 0.064 0.068 0.057 0.063 0.054 0.041 0.043

　最大値 0.081 0.092 0.074 0.078 0.090 0.076 0.089 0.064 0.070 0.074 0.068 0.085 0.100 0.096 0.093 0.072 0.087 0.073 0.054 0.052
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：大橋川河口地先 [N-1]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 6.6 4.6 5.0 3.0 5.6 4.3 4.3 3.7 4.1 4.5 4.2 4.3 6.6 3.0 4.7 4.9

12年度 5.2 3.4 4.2 4.9 4.8 5.1 6.2 4.2 5.3 7.3 5.2 5.3 7.3 3.4 5.1 5.5

13年度 6.7 9.8 4.4 4.6 5.0 4.6 4.4 3.7 4.5 4.4 4.2 4.5 9.8 3.7 4.9 4.9

14年度 5.9 4.9 4.2 4.7 5.0 5.4 4.7 5.3 4.9 4.6 3.8 3.6 5.9 3.6 4.8 5.4

15年度 5.1 5.3 4.8 4.2 4.2 3.9 5.0 4.0 3.9 5.9 3.9 4.5 5.9 3.9 4.5 5.0

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.67 0.41 0.46 0.78 0.82 0.55 0.43 0.37 0.41 0.57 0.60 0.66 0.82 0.37 0.56

12年度 0.54 0.41 0.52 0.38 0.46 0.76 0.73 0.80 0.67 0.78 0.72 0.72 0.80 0.38 0.62

13年度 0.48 0.81 0.55 0.45 0.48 0.56 0.45 0.47 0.46 0.65 0.58 0.90 0.90 0.45 0.56

14年度 0.76 0.44 0.39 0.40 0.38 0.50 0.43 0.47 0.57 0.67 0.70 0.65 0.76 0.38 0.51

15年度 0.55 0.49 0.47 0.39 0.43 0.50 0.44 0.40 0.42 0.62 0.46 0.46 0.62 0.39 0.46

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.050 0.039 0.049 0.044 0.073 0.099 0.063 0.054 0.056 0.044 0.041 0.054 0.099 0.039 0.057

12年度 0.043 0.029 0.049 0.069 0.082 0.13 0.077 0.052 0.089 0.073 0.055 0.063 0.13 0.029 0.066

13年度 0.042 0.12 0.042 0.042 0.054 0.075 0.055 0.044 0.041 0.065 0.042 0.071 0.12 0.041 0.055

14年度 0.061 0.047 0.038 0.045 0.057 0.060 0.055 0.046 0.046 0.050 0.035 0.027 0.061 0.027 0.047

15年度 0.030 0.036 0.045 0.052 0.044 0.070 0.083 0.061 0.042 0.058 0.032 0.038 0.083 0.030 0.049

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：意東鼻地先 [N-2]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 7.5 4.6 4.5 3.3 4.6 4.4 4.5 3.8 5.8 5.3 4.5 3.8 7.5 3.3 4.8 5.0

12年度 4.9 3.6 4.4 4.3 4.2 5.4 6.2 5.0 5.2 7.1 6.8 4.7 7.1 3.6 5.1 5.6

13年度 7.1 9.8 3.9 4.6 4.9 5.3 4.5 3.9 4.7 4.9 4.6 5.7 9.8 3.9 5.1 5.2

14年度 5.5 4.4 4.2 4.2 5.1 5.0 4.2 4.8 5.1 4.2 3.8 3.6 5.5 3.6 4.6 5.3

15年度 6.2 6.5 4.2 4.5 4.0 4.3 5.0 4.0 4.3 4.5 3.3 4.3 6.5 3.3 4.5 4.6

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.62 0.35 0.41 0.69 0.47 0.53 0.38 0.30 0.65 0.48 0.51 0.58 0.69 0.30 0.48

12年度 0.51 0.34 0.46 0.38 0.42 0.67 0.71 0.75 0.68 0.69 0.83 0.61 0.83 0.34 0.59

13年度 0.58 1.0 0.33 0.41 0.42 0.52 0.49 0.46 0.53 0.70 0.52 0.44 1.0 0.33 0.52

14年度 0.42 0.51 0.36 0.36 0.36 0.59 0.41 0.41 0.50 0.55 0.65 0.56 0.65 0.36 0.46

15年度 0.59 0.48 0.41 0.42 0.40 0.49 0.39 0.38 0.41 0.50 0.50 0.41 0.59 0.38 0.44

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.052 0.046 0.041 0.042 0.064 0.095 0.068 0.050 0.089 0.041 0.039 0.038 0.095 0.038 0.056

12年度 0.034 0.027 0.039 0.063 0.083 0.094 0.084 0.053 0.092 0.066 0.064 0.039 0.094 0.027 0.061

13年度 0.061 0.17 0.038 0.040 0.048 0.069 0.067 0.047 0.055 0.051 0.031 0.027 0.17 0.027 0.054

14年度 0.036 0.051 0.039 0.040 0.047 0.055 0.053 0.030 0.037 0.031 0.029 0.024 0.055 0.024 0.040

15年度 0.038 0.045 0.042 0.047 0.039 0.066 0.062 0.054 0.039 0.033 0.033 0.028 0.066 0.028 0.044

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：飯梨川河口地先 [N-3]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 7.3 4.9 4.2 3.7 4.5 4.6 4.3 3.9 7.5 6.8 4.2 3.4 7.5 3.4 4.9 5.8

12年度 4.3 3.7 3.6 4.7 4.6 5.8 6.0 5.0 6.5 9.7 6.4 5.7 9.7 3.6 5.5 5.9

13年度 10 3.9 4.5 4.4 4.5 5.4 3.6 4.1 7.2 6.6 3.8 5.2 10 3.6 5.1 5.5

14年度 6.8 5.5 4.9 4.2 4.7 5.0 4.6 4.7 4.2 4.2 3.4 3.1 6.8 3.1 4.6 4.8

15年度 5.3 5.6 3.3 4.2 3.5 3.6 4.2 3.7 3.5 2.6 2.6 3.4 5.6 2.6 3.8 4.0

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.62 0.42 0.35 0.53 0.46 0.39 0.42 0.43 0.59 1.5 0.67 0.56 1.5 0.35 0.57

12年度 0.63 0.33 0.32 0.36 0.37 0.58 0.71 0.53 1.0 1.4 1.1 0.59 1.4 0.32 0.68

13年度 0.59 0.35 0.36 0.37 0.42 0.46 0.50 0.51 1.2 1.3 0.46 0.53 1.3 0.35 0.59

14年度 0.58 0.48 0.37 0.41 0.40 0.38 0.34 0.47 0.44 0.53 0.61 0.60 0.61 0.34 0.47

15年度 0.57 0.57 0.45 0.47 0.40 0.43 0.39 0.45 0.38 0.37 0.49 0.40 0.57 0.37 0.44

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.054 0.051 0.039 0.048 0.059 0.091 0.059 0.052 0.070 0.099 0.042 0.034 0.099 0.034 0.058

12年度 0.035 0.024 0.030 0.055 0.078 0.071 0.078 0.036 0.13 0.14 0.082 0.039 0.14 0.024 0.068

13年度 0.054 0.036 0.035 0.040 0.043 0.061 0.067 0.049 0.16 0.10 0.023 0.037 0.16 0.023 0.059

14年度 0.055 0.074 0.041 0.054 0.046 0.038 0.046 0.032 0.030 0.028 0.027 0.026 0.074 0.026 0.041

15年度 0.048 0.047 0.039 0.043 0.039 0.062 0.057 0.060 0.041 0.022 0.029 0.026 0.062 0.022 0.043

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：安来港地先 [N-4]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 7.2 6.3 4.3 4.3 4.7 5.4 4.1 4.0 7.3 6.8 4.0 3.4 7.3 3.4 5.2 5.9

12年度 4.0 3.3 4.5 5.5 5.3 5.9 6.5 5.4 5.5 11 6.1 8.8 11 3.3 6.0 6.9

13年度 8.1 4.9 5.0 5.0 4.8 7.3 4.0 4.4 5.0 4.8 4.5 5.7 8.1 4.0 5.3 5.5

14年度 8.4 7.6 5.9 4.2 4.9 5.2 5.3 5.4 4.9 4.7 3.9 3.8 8.4 3.8 5.4 5.6

15年度 6.0 6.7 3.4 4.4 3.7 4.0 5.3 3.7 3.9 3.0 2.9 3.7 6.7 2.9 4.2 4.2

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.72 0.74 0.48 0.72 0.53 0.48 0.43 0.48 1.3 2.0 0.75 0.73 2.0 0.43 0.78

12年度 0.51 0.37 0.47 0.44 0.45 0.58 0.86 0.66 0.85 1.6 0.93 1.1 1.6 0.37 0.75

13年度 0.77 0.46 0.40 0.46 0.42 0.56 0.49 0.48 0.66 0.53 0.53 0.50 0.77 0.40 0.52

14年度 0.94 0.74 0.47 0.46 0.42 0.39 0.38 0.52 0.53 0.54 0.77 0.74 0.94 0.38 0.57

15年度 0.45 0.64 0.41 0.46 0.42 0.48 0.49 0.44 0.50 0.57 0.58 0.41 0.64 0.41 0.49

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.054 0.092 0.045 0.053 0.065 0.082 0.056 0.060 0.15 0.12 0.045 0.041 0.15 0.041 0.072

12年度 0.034 0.030 0.040 0.062 0.085 0.077 0.084 0.054 0.10 0.16 0.062 0.064 0.16 0.030 0.073

13年度 0.079 0.053 0.044 0.058 0.051 0.084 0.064 0.053 0.064 0.036 0.033 0.037 0.084 0.033 0.054

14年度 0.076 0.10 0.058 0.056 0.046 0.041 0.043 0.032 0.036 0.032 0.034 0.041 0.10 0.032 0.049

15年度 0.034 0.057 0.038 0.045 0.040 0.062 0.076 0.059 0.044 0.028 0.034 0.027 0.076 0.027 0.045

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：羽入川河口地先 [N-5]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 7.3 5.3 4.4 3.8 5.0 5.0 4.2 3.9 6.0 7.3 3.6 3.6 7.3 3.6 5.0 5.1

12年度 4.5 3.7 4.1 4.8 5.1 5.6 6.1 4.9 6.5 7.4 6.0 5.4 7.4 3.7 5.4 6.1

13年度 19 4.5 4.6 4.7 4.6 7.1 4.4 4.7 5.5 4.3 4.6 4.5 19 4.3 5.5 5.5

14年度 6.6 6.1 4.8 4.3 5.2 5.5 4.8 4.9 5.2 3.8 3.2 3.9 6.6 3.2 4.9 5.2

15年度 5.5 7.4 3.8 5.0 4.4 4.3 4.4 4.4 4.5 3.2 3.2 3.9 7.4 3.2 4.5 4.6

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.58 0.46 0.37 0.57 0.49 0.39 0.39 0.47 0.57 1.6 0.50 0.64 1.6 0.37 0.59

12年度 0.59 0.33 0.40 0.36 0.42 0.61 0.68 0.52 0.96 0.84 0.92 0.58 0.96 0.33 0.61

13年度 2.2 0.42 0.39 0.43 0.41 0.53 0.63 0.68 0.66 0.60 0.62 0.43 2.2 0.39 0.60

14年度 0.63 0.47 0.40 0.46 0.40 0.42 0.32 0.44 0.41 0.53 0.65 0.66 0.66 0.32 0.48

15年度 0.48 0.72 0.43 0.40 0.43 0.40 0.41 0.39 0.39 0.45 0.51 0.38 0.72 0.38 0.45

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.051 0.053 0.040 0.037 0.068 0.094 0.070 0.053 0.069 0.10 0.028 0.030 0.10 0.028 0.058

12年度 0.035 0.027 0.038 0.056 0.084 0.077 0.075 0.036 0.12 0.082 0.066 0.038 0.12 0.027 0.062

13年度 0.20 0.045 0.041 0.049 0.043 0.077 0.080 0.071 0.079 0.037 0.038 0.034 0.20 0.034 0.060

14年度 0.062 0.059 0.041 0.042 0.050 0.042 0.046 0.031 0.038 0.028 0.027 0.027 0.062 0.027 0.041

15年度 0.035 0.065 0.045 0.040 0.046 0.066 0.071 0.056 0.047 0.024 0.035 0.024 0.071 0.024 0.046

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：中海湖心 [N-6]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 6.7 3.9 3.6 3.8 4.2 4.1 4.1 3.6 5.8 5.8 3.6 3.4 6.7 3.4 4.4 4.5

12年度 3.8 3.8 3.5 4.3 4.7 5.2 5.1 4.5 6.3 6.8 5.6 5.1 6.8 3.5 4.9 5.9

13年度 4.9 4.3 4.5 4.5 4.2 5.1 4.0 3.9 5.0 6.2 6.6 4.7 6.6 3.9 4.8 5.1

14年度 5.8 5.4 4.0 4.1 4.3 5.0 4.3 4.7 4.9 3.5 2.9 3.1 5.8 2.9 4.4 4.7

15年度 5.7 8.7 3.8 4.6 3.8 3.8 4.1 3.7 3.5 2.7 2.5 3.4 8.7 2.5 4.2 4.3

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.57 0.37 0.38 0.58 0.47 0.41 0.36 0.41 0.69 1.0 0.50 0.54 1.0 0.36 0.52

12年度 0.42 0.34 0.33 0.35 0.37 0.52 0.79 0.53 1.0 0.46 0.78 0.57 1.0 0.33 0.55

13年度 0.47 0.36 0.31 0.36 0.41 0.42 0.46 0.40 0.61 0.82 0.66 0.38 0.82 0.31 0.47

14年度 0.45 0.44 0.33 0.35 0.38 0.42 0.36 0.45 0.55 0.54 0.58 0.56 0.58 0.33 0.45

15年度 0.65 0.80 0.43 0.43 0.39 0.42 0.47 0.38 0.40 0.40 0.44 0.38 0.80 0.38 0.46

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.045 0.040 0.031 0.039 0.073 0.094 0.064 0.052 0.077 0.060 0.030 0.035 0.094 0.030 0.053

12年度 0.029 0.026 0.029 0.050 0.074 0.061 0.082 0.036 0.16 0.037 0.055 0.032 0.16 0.026 0.056

13年度 0.033 0.039 0.029 0.040 0.040 0.058 0.069 0.036 0.064 0.067 0.056 0.024 0.069 0.024 0.046

14年度 0.041 0.052 0.038 0.033 0.050 0.041 0.042 0.030 0.038 0.027 0.021 0.025 0.052 0.021 0.036

15年度 0.043 0.083 0.040 0.038 0.037 0.062 0.061 0.049 0.039 0.025 0.023 0.023 0.083 0.023 0.043

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：小篠津町地先 [N-7]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 4.6 6.3 3.2 3.0 4.0 3.5 4.0 3.5 7.6 2.8 4.3 2.9 7.6 2.8 4.1 4.3

12年度 3.1 3.0 3.0 3.2 3.6 4.8 4.9 2.8 3.0 4.1 4.3 3.4 4.9 2.8 3.6 4.1

13年度 2.8 5.8 2.9 4.9 3.7 3.8 2.9 4.3 3.8 8.2 2.9 3.5 8.2 2.8 4.1 4.3

14年度 3.9 5.9 3.5 3.9 4.2 4.0 3.3 4.1 4.4 3.1 2.5 3.1 5.9 2.5 3.8 4.1

15年度 3.2 6.6 3.3 3.4 3.4 3.8 4.8 3.2 2.7 3.2 2.1 2.1 6.6 2.1 3.5 3.4

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.41 0.56 0.27 0.51 0.48 0.41 0.31 0.27 1.1 0.37 0.61 0.49 1.1 0.27 0.48

12年度 0.50 0.26 0.40 0.33 0.37 0.52 0.77 0.63 0.43 0.49 1.1 0.61 1.1 0.26 0.53

13年度 0.30 0.57 0.31 0.37 0.44 0.41 0.41 0.49 0.45 2.0 0.29 0.27 2.0 0.27 0.53

14年度 0.28 0.42 0.35 0.36 0.42 0.34 0.30 0.39 0.50 0.50 0.64 0.63 0.64 0.28 0.43

15年度 0.41 0.60 0.36 0.28 0.35 0.40 0.32 0.29 0.32 0.37 0.51 0.35 0.60 0.28 0.38

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.029 0.083 0.030 0.038 0.058 0.077 0.061 0.050 0.14 0.020 0.041 0.025 0.14 0.020 0.054

12年度 0.024 0.018 0.029 0.051 0.078 0.055 0.073 0.023 0.042 0.036 0.088 0.032 0.088 0.018 0.046

13年度 0.019 0.074 0.028 0.038 0.042 0.059 0.058 0.050 0.040 0.15 0.015 0.017 0.15 0.015 0.049

14年度 0.020 0.055 0.035 0.035 0.041 0.043 0.033 0.026 0.033 0.029 0.022 0.025 0.055 0.020 0.033

15年度 0.017 0.064 0.037 0.034 0.030 0.061 0.091 0.056 0.038 0.020 0.024 0.019 0.091 0.017 0.041

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：境水道中央部 [Ｔ-1]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 2.5 2.5 2.8 2.9 2.8 2.9 2.8 2.1 2.8 3.8 2.5 1.8 3.8 1.8 2.6 2.9

12年度 2.3 1.8 2.1 2.8 2.4 4.2 2.7 3.3 4.2 3.8 4.9 3.0 4.9 1.8 3.1 4.0

13年度 2.4 2.1 3.6 3.3 3.4 4.1 3.7 3.3 3.3 2.8 2.6 2.4 4.1 2.1 3.1 3.5

14年度 1.8 2.6 2.1 2.5 2.4 2.9 2.2 2.9 3.1 2.2 2.3 1.8 3.1 1.8 2.4 2.6

15年度 2.6 5.2 2.5 4.0 2.6 3.1 2.7 2.5 2.4 1.5 1.9 2.4 5.2 1.5 2.8 2.8

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.31 0.28 0.32 0.49 0.44 0.38 0.29 0.30 0.40 0.45 0.55 0.44 0.55 0.28 0.38

12年度 0.37 0.33 0.25 0.28 0.29 0.45 0.51 0.38 0.50 0.34 0.50 0.31 0.51 0.25 0.37

13年度 0.22 0.26 0.36 0.36 0.29 0.34 0.39 0.37 0.37 0.41 0.24 0.23 0.41 0.22 0.31

14年度 0.17 0.29 0.14 0.21 0.23 0.27 0.28 0.32 0.34 0.40 0.35 0.44 0.44 0.14 0.29

15年度 0.23 0.45 0.28 0.36 0.26 0.33 0.27 0.31 0.25 0.38 0.31 0.31 0.45 0.23 0.32

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.028 0.034 0.031 0.039 0.066 0.076 0.054 0.035 0.038 0.030 0.035 0.027 0.076 0.027 0.040

12年度 0.026 0.027 0.026 0.049 0.048 0.067 0.057 0.044 0.075 0.038 0.048 0.028 0.075 0.026 0.043

13年度 0.026 0.030 0.033 0.034 0.041 0.053 0.047 0.040 0.055 0.030 0.11 0.020 0.11 0.020 0.040

14年度 0.023 0.022 0.031 0.023 0.036 0.049 0.063 0.014 0.031 0.022 0.020 0.020 0.063 0.014 0.030

15年度 0.026 0.059 0.024 0.043 0.040 0.051 0.056 0.033 0.032 0.018 0.020 0.022 0.059 0.018 0.034

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：葭津地先 [Ｔ-2]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 5.2 3.3 3.5 3.5 3.6 3.7 3.6 3.5 3.5 4.6 2.9 2.4 5.2 2.4 3.6 3.6

12年度 2.9 2.9 2.9 4.3 4.7 5.0 5.1 4.2 12 6.3 6.0 4.9 12 2.9 4.8 5.8

13年度 9.5 3.3 4.7 4.3 4.6 5.7 4.2 3.9 6.3 4.9 2.6 4.3 9.5 2.6 5.0 5.5

14年度 4.2 3.2 3.9 3.9 3.6 4.2 4.2 4.0 4.2 2.9 2.8 2.5 4.2 2.5 3.6 4.2

15年度 3.9 5.0 3.0 4.6 3.5 4.3 3.2 3.1 3.8 2.6 2.5 3.5 5.0 2.5 3.6 3.9

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.59 0.41 0.41 0.44 0.44 0.51 0.37 0.44 0.42 0.71 0.65 0.57 0.71 0.37 0.50

12年度 0.46 0.43 0.29 0.33 0.42 0.50 0.57 0.48 2.3 0.85 0.61 0.39 2.3 0.29 0.57

13年度 0.86 0.35 0.41 0.42 0.30 0.40 0.40 0.36 0.70 0.54 0.25 0.36 0.86 0.25 0.45

14年度 0.35 0.36 0.26 0.34 0.30 0.31 0.37 0.35 0.39 0.52 0.53 0.52 0.53 0.26 0.39

15年度 0.37 0.35 0.30 0.42 0.30 0.35 0.28 0.33 0.34 0.38 0.38 0.36 0.42 0.28 0.35

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.049 0.047 0.039 0.033 0.057 0.089 0.063 0.046 0.040 0.039 0.042 0.034 0.089 0.033 0.048

12年度 0.034 0.038 0.032 0.056 0.070 0.068 0.067 0.051 0.39 0.086 0.049 0.028 0.39 0.028 0.067

13年度 0.10 0.037 0.044 0.044 0.042 0.058 0.056 0.078 0.098 0.043 0.017 0.033 0.10 0.017 0.053

14年度 0.046 0.028 0.033 0.038 0.049 0.049 0.058 0.020 0.026 0.028 0.033 0.019 0.058 0.019 0.036

15年度 0.032 0.041 0.028 0.053 0.039 0.053 0.057 0.038 0.038 0.021 0.019 0.027 0.057 0.019 0.036

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値

9



(資料９) ５ｶ年の水質状況(平成11年度～平成15年度)

地点名：米子湾中央部 [Ｔ-3]

COD 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均 75％値

11年度 6.1 4.5 4.9 5.3 5.4 5.3 5.4 4.7 7.5 6.5 4.1 3.4 7.5 3.4 5.2 6.2

12年度 4.3 3.9 4.2 6.3 5.7 6.9 5.8 6.6 8.8 7.9 9.9 5.3 9.9 3.9 6.2 7.0

13年度 8.9 7.3 6.3 7.0 5.7 7.4 6.4 5.0 5.3 6.0 6.8 8.4 8.9 5.0 6.7 8.1

14年度 4.2 5.9 5.4 4.5 4.5 5.6 5.6 5.6 5.0 3.6 4.6 4.1 5.9 3.6 4.9 5.1

15年度 11 5.0 4.4 5.7 5.2 5.2 5.2 4.6 4.5 2.8 3.6 4.7 11 2.8 4.9 5.2

全窒素 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.79 0.48 0.64 0.57 0.52 0.46 0.49 0.60 0.77 1.50 1.00 0.69 1.5 0.46 0.72

12年度 0.59 0.64 0.37 0.40 0.39 0.56 0.68 0.91 2.4 1.2 1.3 0.52 2.4 0.37 0.78

13年度 0.59 0.51 0.50 0.58 0.33 0.60 1.0 0.66 0.63 0.79 0.62 0.69 1.0 0.33 0.60

14年度 0.37 0.67 0.28 0.34 0.31 0.46 0.60 0.56 0.55 0.75 0.60 0.72 0.75 0.28 0.52

15年度 1.7 0.38 0.39 0.54 0.40 0.49 0.40 0.49 0.44 0.49 0.45 0.58 1.7 0.38 0.53

全りん 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 最大 最小 平均

11年度 0.067 0.068 0.074 0.048 0.071 0.092 0.16 0.061 0.11 0.034 0.069 0.047 0.16 0.034 0.069

12年度 0.042 0.060 0.047 0.071 0.079 0.085 0.087 0.075 0.27 0.12 0.15 0.041 0.27 0.041 0.087

13年度 0.078 0.070 0.060 0.091 0.054 0.092 0.14 0.069 0.069 0.067 0.051 0.055 0.14 0.051 0.073

14年度 0.041 0.10 0.059 0.038 0.057 0.073 0.086 0.037 0.036 0.032 0.048 0.042 0.10 0.032 0.054

15年度 0.14 0.043 0.044 0.060 0.066 0.072 0.067 0.055 0.036 0.030 0.030 0.034 0.14 0.030 0.052

注） １．COD月間値､最大値及び最小値は､日間全層平均値の月平均値とその最大及び最小値

２．CODの75%値及び平均値は､日間全層平均値の75%値及び年平均値

３．全窒素及び全りんの月間値､最大値及び最小値は､日間上層平均値の月平均値と最大及び最小値

４．全窒素及び全りんの平均値は､日間表層平均値の年平均値
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中海に係る主要流入河川水質の推移

（１）BOD７５％値の経年変化 （単位：mg/ｌ）
平　　成 平　　成 平　　成 平　　成 平　　成
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

旧加茂川（天神橋）※ 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4
飯梨川（能義大橋下流）※ 0.6 0.5 0.9 0.6 0.6
意宇川（出雲郷橋）※ 1.4 1.8 0.7 - -
本庄川（新市橋）※ 1.5 1.2 0.7 1.3 -
長海川（河口部）※ 1.4 1.2 0.6 1.0 -
枕木川（河口部）※ 2.0 1.5 0.9 - -
上宇部尾川（河口部）※ 1.3 1.3 0.6 - -
※環境基準点ではない。

（２）BOD平均値の経年変化 （単位：mg/ｌ）
平　　成 平　　成 平　　成 平　　成 平　　成
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

旧加茂川（天神橋）※ 1.5 1.3 1.1 1.2 1.2
飯梨川（能義大橋下流）※ 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6
意宇川（出雲郷橋）※ 1.3 1.4 0.6 - -
本庄川（新市橋）※ 1.1 1.2 0.7 0.9 -
長海川（河口部）※ 1.1 1.1 0.6 0.9 -
枕木川（河口部）※ 1.5 1.4 0.7 - -
上宇部尾川（河口部）※ 1.4 1.4 0.6 - -
※環境基準点ではない。

（３）全窒素平均値の経年変化 （単位：mg/ｌ）
平　　成 平　　成 平　　成 平　　成 平　　成
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

旧加茂川（天神橋）※ 1.3 1.2 0.87 0.95 0.84
飯梨川（能義大橋下流）※ 0.45 0.41 0.42 0.33 0.40
意宇川（出雲郷橋）※ 0.56 0.68 0.70 - -
本庄川（新市橋）※ 0.42 0.46 0.41 0.37 -
長海川（河口部）※ 0.47 0.45 0.40 0.37 -
枕木川（河口部）※ 0.73 0.74 0.67 - -
上宇部尾川（河口部）※ 0.50 0.59 1.2 - -
※環境基準点ではない。

（４）全りん平均値の経年変化 （単位：mg/ｌ）
平　　成 平　　成 平　　成 平　　成 平　　成
１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

旧加茂川（天神橋）※ 0.10 0.13 0.074 0.076 0.064
飯梨川（能義大橋下流）※ 0.016 0.018 0.021 0.014 0.015
意宇川（出雲郷橋）※ 0.041 0.056 0.040 - -
本庄川（新市橋）※ 0.030 0.029 0.035 0.020 -
長海川（河口部）※ 0.058 0.044 0.043 0.034 -
枕木川（河口部）※ 0.068 0.055 0.053 - -
上宇部尾川（河口部）※ 0.070 0.050 0.042 - -
※環境基準点ではない。
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宍道湖・中海に係る環境基準地点図

湖沼名 地点名 北緯　°北緯　′北緯　″東経　°東経　′東経　″地点統一番号 湖沼名 地点名 北緯　°北緯　′北緯　″東経　°東経　′東経　″地点統一番号

Ｓ‐１           35 27 7 133 0 55 50201 Ｎ-１            35 27 05 133 08 37 50101
Ｓ‐２           35 25 27 132 57 48 50202 Ｎ-２            35 27 37 133 09 24 50102
Ｓ‐３（湖心） 35 26 45 132 57 46 50203 Ｎ-３            35 27 36 133 13 11 50103
Ｓ‐４           35 27 48 132 57 34 50204 Ｎ-４            35 26 33 133 15 34 50104
Ｓ‐５           35 27 3 133 6 17 50205 Ｎ-５            35 26 51 133 11 38 50105

Ｎ-６（湖心）  35 27 49 133 11 35 50106
Ｎ-７            35 30 00 133 12 30 50107
Ｔ-１ 35 32 44 133 14 00 50301
Ｔ-２ 35 28 00 133 14 30 50303
Ｔ-３ 35 25 20 133 19 00 50304
ＮＨ-１ 35 31 06 133 10 06 
ＮＨ-２ 35 29 20 133 09 00 
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中海における汚濁負荷量推移(平成10年度～平成15年度)（両県合計）
ＣＯＤ(kg/日)

H10現況 H11現況 H12現況 H13現況 H14現況 H15現況 H15施策
定住系 1,978.4 1,955.2 1,847.1 1,751.2 1,654.3 1,635.0 1,616.7
観光系 37.2 35.4 33.5 38.0 33.3 33.9 37.7
産業系 1,472.1 1,188.3 1,182.3 1,213.8 997.7 1,103.9 1,401.6
農地系 1,015.2 992.1 980.5 949.4 942.7 941.0 1,008.8
畜産系 37.0 41.9 35.3 32.5 31.5 18.3 27.1
自然系 4,489.0 4,681.8 4,101.0 5,381.5 4,610.3 5,084.4 4,489.0
合計 9,028.9 8,894.7 8,179.7 9,366.4 8,269.8 8,816.5 8,580.9

Ｔ－Ｎ(kg/日)
H10現況 H11現況 H12現況 H13現況 H14現況 H15現況 H15施策

定住系 997.0 1,047.5 1,125.1 1,103.1 1,015.3 1,015.4 862.4
観光系 24.8 24.4 23.6 26.1 30.8 29.1 25.7
産業系 467.0 374.6 371.8 319.1 302.8 305.2 456.2
農地系 220.7 212.7 217.1 210.1 210.1 209.4 222.7
畜産系 67.3 67.0 63.7 59.4 56.3 19.2 32.0
自然系 1,421.9 1,476.6 1,293.6 1,710.2 1,443.3 1,623.7 1,421.9
合計 3,198.7 3,202.8 3,094.9 3,428.0 3,058.6 3,202.0 3,020.9

Ｔ－Ｐ(kg/日)
H10現況 H11現況 H12現況 H13現況 H14現況 H15現況 H15施策

定住系 108.24 104.46 103.76 108.07 88.35 73.14 88.63
観光系 2.59 1.74 1.43 1.57 6.13 6.00 2.56
産業系 146.27 74.60 78.67 79.42 62.91 62.21 131.30
農地系 18.14 18.07 17.03 16.30 16.26 16.23 17.17
畜産系 3.51 3.90 3.32 2.99 2.92 1.37 2.51
自然系 38.98 40.45 37.58 44.27 40.26 42.80 38.98
合計 317.73 243.22 241.79 252.62 216.83 201.75 281.15



第３期湖沼水質保全計画における負荷量の推移（中海）
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(資料10)発生源別の汚濁負荷量とフレームの経年変化
  ① 第３期計画(基準年度､平成１０年度～平成1５年度)：中海(鳥取県 島根県合計)

フレーム
汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日)

単位 COD T-N T-P 単位 ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P
生活系 常住者 米子市公共下水道 実測水量×実測水質(産業系除く) 25,470 125.0 194.5 24.41 26,650 131.5 194.8 27.01 28,420 163.7 275.6 28.18 29,890 148.0 253.0 31.94 31,360 117.9 155.0 15.33 32,850 146.0 175.1 6.27 28,560 87.5 62.0 6.90

境港市公共下水道(系外放流) 1,318 1,578 1,879 2,048 2,738 2,865 2,866
宍道湖東部下水道 12,639 213.7 157.3 17.14 14,834 241.8 182.0 7.80 17,827 236.2 188.4 7.87 20,887 281.0 223.6 7.98 23,495 332.1 258.6 6.99 25,489 361.6 247.2 6.27 24,061 308.2 239.7 23.97
その他公共下水道(島根県分) 1,164 2.1 1.1 0.12 1,235 3.5 3.0 0.16 1,256 3.4 2.3 0.15 1,277 3.4 2.1 0.09 1,319 3.0 1.7 0.19 1,331 3.0 1.8 0.20 1,164 1.0 0.7 0.06
農業集落排水施設 実測 実測 実測 6,673 17.3 18.3 3.02 7,891 29.7 21.7 4.89 8,588 17.5 26.1 5.02 10,113 18.5 17.9 9.20 12,155 24.0 20.4 9.67 13,528 32.4 27.9 6.05 13,997 35.9 36.3 6.21
農業集落排水施設(系外放流)
コミプラ 実測 実測 実測 1,719 3.1 2.8 0.86 1,818 3.1 1.4 1.04 1,829 3.4 3.0 0.81 1,776 0.7 0.1 0.13 1,779 0.7 0.2 0.13 1,749 0.6 0.2 0.12 2,035 3.7 3.0 1.03
合併浄化槽(規制対象) 実測 実測 実測 4,147 15.4 19.4 2.20 3,624 15.3 20.4 1.89 3,945 18.8 20.3 2.35 3,950 17.0 20.1 2.22 3,928 18.0 18.7 2.36 4,248 20.7 21.6 2.73 3,936 15.4 19.5 1.95
合併浄化槽(規制対象外) ｇ／人・日 6.4 6.0 0.92 3,098 19.8 18.5 2.87 3,346 21.5 20.1 3.10 3,498 22.4 21.0 3.24 3,999 24.7 22.7 3.54 4,945 31.0 28.6 4.42 5,084 32.0 29.3 4.56 2,611 16.6 15.6 2.40
小型合併浄化槽 ｇ／人・日 5.3 9.7 0.66 4,689 25.0 45.2 3.10 5,413 28.6 52.4 3.58 6,359 33.5 61.7 4.20 7,872 41.8 76.1 5.20 8,882 47.0 86.0 5.85 9,355 49.5 90.6 6.18 8,723 46.3 84.6 5.75
単独浄化槽(規制対象） 実測 実測 実測 584 5.8 2.5 0.26 584 5.8 2.5 0.26 584 5.8 2.5 0.26 400 4.5 1.9 0.20 400 4.5 1.9 0.20 400 4.5 1.9 0.20 0 0.0 0.0 0.00
単独浄化槽(規制対象外） ｇ／人・日 3.5 8.4 0.65 34,574 121.0 290.5 22.48 38,413 134.3 322.7 24.96 37,956 132.9 318.7 24.70 35,803 125.2 300.8 23.28 33,418 117.0 280.7 21.72 32,254 112.7 270.9 20.97 27,150 95.0 228.0 17.64
し尿処理施設(系内放流)※１ 実測 実測 実測 55,946 3.7 7.9 0.15 48,179 2.6 1.7 0.05 41,515 1.5 1.5 0.03 37,648 0.9 0.8 0.00 32,635 0.7 0.9 0.00 23,664 0.5 0.6 0.00 42,058 1.7 1.4 0.06
し尿処理施設(系外放流)※１ ｇ／人・日 0.0 0.0 0.00
し尿自家処理 ｇ／人・日 0.0 0.0 0.00 8,586 0.0 0.0 0.00 7,451 0.0 0.0 0.00 6,505 0.0 0.0 0.00 4,873 0.0 0.0 0.00 3,888 0.0 0.0 0.00 3,789 0.0 0.0 0.00 5,743 0.0 0.0 0.00
雑排水(未処理) ｇ／人・日 19.2 3.0 0.40 24,676 473.8 74.0 9.88 20,882 400.9 62.6 8.34 16,694 320.5 50.1 6.68 13,189 253.2 39.6 5.29 10,029 192.5 30.0 4.01 7,307 140.3 21.9 2.92 8,228 157.9 24.6 3.30
雑排水(処理) ｇ／人・日 12.7 2.2 0.29 75,014 952.7 165.0 21.75 73,745 936.6 162.2 21.38 69,866 887.5 153.9 20.27 65,535 832.3 144.4 19.00 60,312 765.9 132.6 17.48 57,559 731.2 126.4 16.67 66,723 847.5 147.0 19.36
定住者合計 160,607 1,978.4 997.0 108.24 161,016 1,955.2 1,047.5 104.5 160,161 1,847.1 1,125.1 103.76 160,536 1,751.2 1,103.1 108.07 160,942 1,654.3 1,015.3 88.35 156,606 1,635.0 1,015.4 73.14 162,904 1,616.7 862.4 88.63
宍道湖東部下水道(中海へ放流) 水量原単位(238㍑／人・日)×実測水質 9.0 6.6 0.72 9.2 6.9 0.30 8.2 6.5 0.27 10.1 7.6 0.33 10.0 7.8 0.22 10.0 7.0 0.17 9.0 7.0 0.70
宍道湖西部下水道(系外放流) － － －
その他公共下水道
農業集落排水処理施設(規制対象)
農業集落排水処理施設(規制対象外) 5.4 5.7 0.79
農業集落排水処理施設(系外放流) － － －
合併浄化槽(規制対象501人槽以上)
合併浄化槽(規制対象201～500人槽) 96 4.1 0.8 0.13 30 4.9 1.3 0.21 30 4.9 1.3 0.21 46 5.4 1.7 0.21 53 2.7 7.2 5.08 47 2.7 7.2 5.08 99 4.2 0.8 0.13
合併浄化槽(201人槽規制対象外)g／人・日 5.4 5.7 0.79
合併浄化槽(規制対象外) g／人・日 5.4 5.7 0.79 25 0.2 0.2 0.02 26 0.1 0.2 0.02 21 0.1 0.2 0.02 20 0.1 0.1 0.02 18 0.1 0.1 0.01 14 0.0 0.0 0.00 28 0.2 0.2 0.02
単独浄化槽(規制対象501人槽以上)
単独浄化槽(規制対象201～500人槽) 37 0.1 0.1 0.01 30 0.1 0.1 0.01 27 0.1 0.1 0.01 7 0.1 0.1 0.00 10 0.1 0.1 0.00 10 0.1 0.1 0.00 39 0.1 0.1 0.01
単独浄化槽(201人槽規制対象外)g／人・日 3.0 7.9 0.56 0 0.0 0.0 0.00
単独浄化槽(規制対象外) g／人・日 3.0 7.9 0.56 24 0.1 0.2 0.01 7 0.0 0.1 0.0 8 0.0 0.0 0.00 6 0.0 0.0 0.00 8 0.0 0.1 0.00 8 0.0 0.1 0.00 24 0.1 0.2 0.01
し尿処理施設(系内放流)※２ 1 0.0 0.0 0.00 1 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.00 1 0.0 0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.00 1 0.0 0.0 0.00
し尿処理施設(系外放流)※２ － － －
雑排水(未処理) g／人・日 16.3 2.9 0.34 62 1.0 0.2 0.02 37 0.6 0.1 0.01 35 0.5 0.1 0.01 13 0.2 0.0 0.00 19 0.3 0.0 0.01 19 0.3 0.1 0.01 64 1.0 0.2 0.02
雑排水(処理) － － －

183 14.5 8.1 0.91 94 14.9 8.7 0.55 86 13.8 8.2 0.52 79 15.9 9.6 0.56 89 13.2 15.3 5.32 80 13.1 14.5 5.26 191 14.6 8.5 0.89
宍道湖東部下水道(中海へ放流) 水量原単位(130㍑／人・日)×実測水質 1,180 7.0 5.2 0.57 804 9.1 6.8 0.29 605 8.2 6.5 0.27 552 10.5 7.9 0.34 520 9.7 8.1 0.24 567 10.5 7.2 0.16 0 7.0 5.4 0.54
宍道湖西部下水道(系外放流) － － －
その他公共下水道 76 0.1 0.0 0.00 81 0.1 0.2 0.00 81 0.1 0.2 82 0.1 0.2 0.00 73 0.1 0.1 0.00 74 0.1 0.1 0.00 80 0.1 0.0 0.01
農業集落排水処理施設(規制対象) 681 1.8 1.7 0.22 725 1.9 1.8 0.23 729 1.9 1.8 0.23 740 1.9 1.9 0.24 660 0.8 0.4 0.16 667 0.8 0.4 0.16 723 1.9 1.8 0.23
農業集落排水処理施設(規制対象外) 1.5 2.4 0.25
農業集落排水処理施設(系外放流) － － －
合併浄化槽(規制対象501人槽以上)
合併浄化槽(規制対象201～500人槽) 2,531 2.8 1.5 0.29 2,309 2.8 1.5 0.29 2,381 2.5 1.3 0.03 2,361 2.5 1.3 0.03 2,405 2.4 1.3 0.02 2,453 2.4 1.3 0.02 2,531 2.8 1.5 0.29
合併浄化槽(201人槽規制対象外)g／人・日 1.5 2.4 0.25
合併浄化槽(規制対象外) g／人・日 1.5 2.4 0.25 532 0.7 1.3 0.14 400 0.6 1.0 0.10 407 0.7 1.0 0.10 469 0.7 1.1 0.12 442 0.6 1.1 0.11 407 0.5 1.1 0.11 548 0.8 1.3 0.14
単独浄化槽(規制対象501人槽以上)
単独浄化槽(規制対象201～500人槽) 62 0.0 0.0 0.00 62 0.0 0.0 0.00 75 0.0 0.0 0.00 20 0.0 0.0 0.00 16 0.0 0.0 0.00 28 0.0 0.0 0.00 62 0.0 0.0 0.00
単独浄化槽(201人槽規制対象外)g／人・日 0.8 3.4 0.17
単独浄化槽(規制対象外) g／人・日 0.8 3.4 0.17 1,384 1.1 4.7 0.24 878 0.7 3.0 0.15 927 0.8 3.2 0.15 831 0.7 2.8 0.14 880 0.7 3.0 0.15 888 0.7 3.0 0.15 1,406 1.1 4.8 0.24
し尿処理施設(系内放流)※３ 165 116 105 91 89 85 165
し尿処理施設(系外放流)※３ － － － 391 96 96 299 281 276 405
雑排水(未処理) g／人・日 4.6 1.2 0.11 2,002 9.2 2.3 0.22 1,152 5.3 1.4 0.13 1,203 5.5 1.4 0.13 1,240 5.7 1.4 0.14 1,265 5.8 1.5 0.13 1,276 5.8 1.5 0.14 2,038 9.4 2.4 0.22
雑排水(処理) － － －

7,002 22.7 16.7 1.68 5,471 20.5 15.7 1.19 5,406 19.7 15.4 0.91 5,445 22.1 16.5 1.00 5,366 20.1 15.5 0.81 5,443 20.8 14.6 0.74 5,920 23.1 17.2 1.67
7,185 37.2 24.8 2.59 5,565 35.4 24.4 1.74 5,492 33.5 23.6 1.43 5,525 38.0 26.1 1.57 5,456 33.3 30.8 6.13 5,523 33.9 29.1 6.00 6,111 37.7 25.7 2.56

生活系合計 167,792 2,015.6 1,021.8 110.83 166,581 1,990.6 1,071.9 106.20 165,653 1,880.6 1,148.7 105.19 166,061 1,789.2 1,129.2 109.64 166,398 1,687.6 1,046.1 94.48 162,129 1,668.9 1,044.5 79.14 169,015 1,654.4 888.1 91.19
産業系 米子市公共下水道(産業系) 百万円／年 17,246 19.6 30.0 3.82 14,401 13.8 23.2 2.38 11,644 13.5 22.6 2.32 8,353 7.8 13.2 1.67 8,398 7.3 9.6 0.95 8,353 8.7 10.4 0.37 19,782 20.2 13.1 1.23

境港市公共下水道（系外放流）
宍道湖東部下水道 百万円／年 44,546 64.9 48.0 5.07 66,162 62.1 46.8 2.00 79,245 52.4 41.8 1.75 63,386 49.7 39.5 1.41 59,668 43.4 33.8 0.91 59,668 52.3 35.7 0.91 82,951 99.7 78.3 7.72
その他公共下水道(島根県分) 負荷量は生活系で計上 百万円／年 1,910 6,192 2,866 3,419 3,419 1,447 3.1 2.1 0.24
規制対象事業場 実測 実測 実測 118.0 221.1 37.17 138.0 186.8 17.58 135.8 183.2 16.60 145.8 135.9 17.11 170.9 162.9 15.50 260.6 162.2 15.24 85.6 207.4 35.60
その他事業場 出荷額×水量原単位×水質原単位 百万円／年 112,061 1,226.6 166.7 100.16 66,023 911.6 116.0 52.57 87,429 931.3 122.8 57.94 72,778 982.0 129.7 59.20 67,094 763.1 96.1 45.53 67,658 773.4 96.7 45.68 97,849 1,126.3 153.4 86.43
貯木場 ｇ／ｔ・日 1.8 0.05 0.002 t/年 217,570 43.0 1.2 0.05 387,227 62.8 1.8 0.07 325,276 49.3 1.4 0.06 175,102 28.5 0.8 0.03 79,624 13.0 0.4 0.02 54,487 8.9 0.2 0.01 640,900 66.7 1.9 0.08
産業系合計 百万円／年 173,852 1,472.1 467.0 146.27 148,496 1,188.3 374.6 74.60 184,510 1,182.3 371.8 78.67 147,382 1,213.8 319.1 79.42 138,580 997.7 302.8 62.91 139,098 1,103.9 305.2 62.21 117,631 1,401.6 456.2 131.30

農地系 水田(慣行施肥田植) ｇ／ha・日 159 25.3 3.19 ha 3,513 558.6 89.0 11.22 3,505 557.4 88.7 11.18 3,480 553.5 88.0 11.12 3,158 502.2 80.0 10.10 3,301 525.2 84.1 10.52 3,278 521.4 83.4 10.45 3,171 504.2 80.3 10.12
水田(側条施肥田植) ｇ／ha・日 144 16.0 2.26 ha 1,769 254.6 28.2 4.01 1,662 239.2 26.6 3.75 1,650 237.1 26.3 3.74 1,805 259.9 28.8 4.09 1,609 231.6 25.6 3.63 1,626 234.0 25.8 3.67 2,110 303.9 33.8 4.77
畑 ｇ／ha・日 87.3 47.2 0.994 ha 2,300 202.0 103.5 2.91 2,220 195.5 97.4 3.14 2,180 189.9 102.8 2.17 2,145 187.3 101.3 2.11 2,129 185.9 100.4 2.11 2,126 185.6 100.2 2.11 2,300 200.7 108.6 2.28
農地系合計 7,582 1,015.2 220.7 18.14 7,387 992.1 212.7 18.07 7,310 980.5 217.1 17.03 7,108 949.4 210.1 16.30 7,039 942.7 210.1 16.26 7,030 941.0 209.4 16.23 7,581 1,008.8 222.7 17.17

畜産系 牛 g／頭･日 処理形態別原単位の頭数加重平均 頭 5,072 31.6 61.1 2.54 5,014 31.7 61.1 2.57 4,766 30.3 58.0 2.44 4,467 28.5 54.8 2.28 4,355 27.2 51.6 2.18 4,365 15.8 17.4 1.02 3,708 17.2 26.5 1.25
豚 g／頭･日 処理形態別原単位の頭数加重平均 頭 11,986 5.4 6.2 0.97 11,650 10.2 5.9 1.33 2,866 5.0 5.7 0.88 2,379 4.0 4.6 0.71 2,431 4.3 4.7 0.74 2,521 2.5 1.8 0.35 11,917 9.9 5.5 1.26
畜産系合計 17,058 37.0 67.3 3.51 16,664 41.9 67.0 3.90 7,632 35.3 63.7 3.32 6,846 32.5 59.4 2.99 6,786 31.5 56.3 2.92 6,886 18.3 19.2 1.37 15,625 27.1 32.0 2.51

自然系 山林 ｇ／ha・日 ＬＱ式により算出 ha 40,661 1,902.5 550.4 9.89 40,638 2,092.8 609.5 10.99 40,636 1,552.5 446.8 8.13 40,642 2,556.2 743.6 13.39 40,631 2,002.9 576.8 10.18 40,631 2,247.0 654.1 11.76 40,661 1,902.5 550.4 9.89
市街地，その他 ｇ／ha・日 160 46 2.3 ha 11,276 1,804.3 518.8 25.93 11,500 1,840.0 529.1 26.43 11,579 1,852.2 532.7 26.63 11,775 1,882.1 541.1 27.07 11,848 1,893.9 544.6 27.20 11,857 1,897.1 545.3 27.25 11,276 1,804.3 518.8 25.93
降雨(湖面) ｍｇ／ｌ 1.76 0.794 0.0071 ha 9,212 782.2 352.7 3.16 9,212 749.0 338.0 3.03 9,212 696.3 314.1 2.82 9,212 943.2 425.5 3.81 9,212 713.5 321.9 2.88 9,212 940.3 424.3 3.79 9,212 782.2 352.7 3.16
自然系合計 61,149 4,489.0 1,421.9 38.98 61,350 4,681.8 1,476.6 40.45 61,427 4,101.0 1,293.6 37.58 61,629 5,381.5 1,710.2 44.27 61,691 4,610.3 1,443.3 40.26 61,700 5,084.4 1,623.7 42.80 61,149 4,489.0 1,421.9 38.98

総計 9,028.9 3,198.7 317.73 8,894.7 3,202.8 243.22 8,179.7 3,094.9 241.79 9,366.4 3,428.0 252.62 8,269.8 3,058.6 216.83 8,816.5 3,202.0 201.75 8,580.9 3,020.9 281.15
※１　米子浄化場…平成13年度から下水道接続、境港浄化場…平成15年度から下水道接続済みであること。
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中海の四期計画負荷量（両県合計）
ＣＯＤ(kg/日)

H15現況 H20単純 H20施策
定住系 1,635.0 1,636.1 1,478.5
観光系 33.9 37.1 37.2
産業系 1,103.9 1,096.3 977.8
農地系 783.7 783.7 779.5
畜産系 18.3 18.4 13.3
自然系 5,037.8 5,037.8 5,037.8
合計 8,612.6 8,609.4 8,324.1

Ｔ－Ｎ(kg/日)
H15現況 H20単純 H20施策

定住系 1,015.4 1,028.2 1,033.5
観光系 29.1 31.1 31.1
産業系 305.2 304.7 295.8
農地系 215.0 215.0 212.9
畜産系 19.2 19.3 4.5
自然系 1,599.0 1,599.0 1,599.0
合計 3,182.9 3,197.3 3,176.8

Ｔ－Ｐ(kg/日)
H15現況 H20単純 H20施策

定住系 73.14 75.62 71.43
観光系 6.00 6.12 6.12
産業系 62.21 62.10 52.80
農地系 12.48 12.48 12.27
畜産系 1.37 1.37 0.72
自然系 42.27 42.27 42.27
合計 197.47 199.96 185.61



中海に係る第４期湖沼水質保全計画における流入汚濁負荷量の現状及び将来予測
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(資料10)発生源別の汚濁負荷量とフレームの経年変化
  ② 第４期計画(平成15年度､平成20年度)：中海(鳥取県 島根県合計)

フレーム
汚濁負荷発生源 汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日) 汚濁負荷量(kg/日)

単位 COD T-N T-P 単位 ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P ﾌﾚｰﾑ COD T-N T-P
生活系 常住者 米子市公共下水道 実測水量×実測水質(産業系除く) 人 32,850 146.0 175.1 6.27 32,850 145.9 175.2 6.29 34,180 157.6 188.9 6.75

境港市公共下水道(系外放流) 人 2,865 0.0 0.0 0.00 2,786 0.0 0.0 0.00 4,576 0.0 0.0 0.00
宍道湖東部下水道 25,489 361.6 247.2 6.27 24,808 359.8 246.0 6.24 28,948 420.9 287.7 7.30
その他公共下水道(島根県分) 1,331 3.0 1.8 0.20 1,302 2.9 1.7 0.19 1,309 2.9 1.7 0.19
農業集落排水施設 実測 実測 実測 人 13,528 32.4 27.9 6.05 13,297 31.7 27.5 5.92 18,253 41.7 37.1 8.23
農業集落排水施設(系外放流) 人

コミュニティプラント 実測 実測 実測 人 1,749 0.6 0.2 0.12 1,738 0.6 0.2 0.11 1,738 0.6 0.2 0.11
合併浄化槽(規制対象) 実測 実測 実測 人 4,248 20.7 21.6 2.73 4,192 20.2 21.3 2.67 2,608 13.7 11.6 1.88
合併浄化槽(規制対象外) ｇ／人・日 6.4 6.0 0.92 人 5,084 32.0 29.3 4.56 8,802 56.7 53.2 8.16 7,408 45.0 42.1 6.46
小型合併浄化槽 ｇ／人・日 5.3 9.7 0.66 人 9,355 49.5 90.6 6.18 9,162 48.6 88.9 6.03 14,528 76.8 140.8 9.58
単独浄化槽(規制対象） 実測 実測 実測 人 400 4.5 1.9 0.20 384 4.3 1.8 0.19 384 4.3 1.8 0.19
単独浄化槽(規制対象外） ｇ／人・日 3.5 8.4 0.65 人 32,254 112.7 270.9 20.97 31,706 111.0 266.4 20.60 25,376 89.0 213.2 16.50
し尿処理施設(系内放流)※１ 実測 実測 実測 人 23,664 0.5 0.6 0.00 23,140 0.3 0.4 0.00 16,751 0.2 0.2 0.00
し尿処理施設(系外放流)※１ ｇ／人・日 0.0 0.0 0.00 人 4,759 4,630 3,985
し尿自家処理 ｇ／人・日 0.0 0.0 0.00 人 3,789 3,705 2,458
雑排水(未処理) ｇ／人・日 19.2 3.0 0.40 人 7,307 140.3 21.9 2.92 7,223 138.6 21.7 2.89 625 12.0 1.9 0.24
雑排水(処理) ｇ／人・日 12.7 2.2 0.29 人 57,559 731.2 126.4 16.67 56,342 715.5 123.9 16.33 48,329 613.8 106.3 14.00
定住者合計 161,365 1635.0 1015.4 73.14 162,502 1636.1 1028.2 75.62 162,502 1478.5 1033.5 71.43
宍道湖東部下水道 水量原単位(238㍑／人・日)×実測水質 10.0 7.0 0.17 10.9 7.6 0.19 11.0 7.6 0.19
宍道湖西部下水道(系外放流) － － －
その他公共下水道
農業集落排水処理施設(規制対象)
農業集落排水処理施設(規制対象外) 5.4 5.7 0.79
農業集落排水処理施設(系外放流) － － －
合併浄化槽(規制対象501人槽以上)
合併浄化槽(規制対象201～500人槽) 47 2.7 7.2 5.08 40 2.7 7.2 5.08 40 2.7 7.2 5.08
合併浄化槽(201人槽規制対象外) g／人・日 5.4 5.7 0.79
合併浄化槽(規制対象外) g／人・日 5.4 5.7 0.79 14 0.0 0.0 0.00 13 0.1 0.1 0.00 13 0.1 0.1 0.00
単独浄化槽(規制対象501人槽以上)
単独浄化槽(規制対象201～500人槽) 10 0.1 0.1 0.00 10 0.1 0.1 0.00 10 0.1 0.1 0.00
単独浄化槽(201人槽規制対象外) g／人・日 3.0 7.9 0.56
単独浄化槽(規制対象外) g／人・日 3.0 7.9 0.56 8 0.0 0.1 0.00 7 0.0 0.1 0.00 7 0.0 0.1 0.00
し尿処理施設(系内放流)※２
し尿処理施設(系外放流)※２ － － －
雑排水(未処理) g／人・日 16.3 2.9 0.34 19 0.3 0.1 0.01 17 0.3 0.0 0.01 17 0.3 0.0 0.01
雑排水(処理) － － －

79 13.1 14.5 5.26 70 14.1 15.1 5.28 70 14.2 15.1 5.28
宍道湖東部下水道(中海へ放流) 水量原単位(130㍑／人・日)×実測水質 567 10.5 7.2 0.16 156 11.5 8.0 0.18 156 11.5 8.0 0.18
宍道湖西部下水道(系外放流) － － －
その他公共下水道 74 0.1 0.1 0.00 98 0.2 0.2 0.01 98 0.2 0.2 0.01
農業集落排水処理施設(規制対象) 667 0.8 0.4 0.16 878 1.1 0.6 0.22 878 1.1 0.6 0.22
農業集落排水処理施設(規制対象外) 1.5 2.4 0.25
農業集落排水処理施設(系外放流) － － －
合併浄化槽(規制対象501人槽以上)
合併浄化槽(規制対象201～500人槽) 2,453 2.4 1.3 0.02 2,636 2.4 1.3 0.02 2,636 2.4 1.3 0.02
合併浄化槽(201人槽規制対象外) g／人・日 1.5 2.4 0.25
合併浄化槽(規制対象外) g／人・日 1.5 2.4 0.25 407 0.5 1.1 0.11 347 0.5 0.8 0.08 347 0.5 0.8 0.08
単独浄化槽(規制対象501人槽以上)
単独浄化槽(規制対象201～500人槽) 28 0.0 0.0 0.00 27 0.0 0.0 0.00 27 0.0 0.0 0.00
単独浄化槽(201人槽規制対象外) g／人・日 0.8 3.4 0.17
単独浄化槽(規制対象外) g／人・日 0.8 3.4 0.17 888 0.7 3.0 0.15 996 0.8 3.400 0.17 996 0.8 3.4 0.17
し尿処理施設(系内放流)※３ 85 0.0 0.0 0.00 60 0.0 0.000 0.00 60 0.0 0.0 0.00
し尿処理施設(系外放流)※３ － － － 276 333 333
雑排水(未処理) g／人・日 4.6 1.2 0.11 1,276 5.8 1.5 0.14 1,416 6.5 1.700 0.16 1,416 6.5 1.7 0.16
雑排水(処理) － － －

5,445 20.8 14.6 0.74 5,531 23.0 16.0 0.84 5,531 23.0 16.0 0.84
5,524 33.9 29.1 6.00 5,601 37.1 31.1 6.12 5,601 37.2 31.1 6.12

166,889 1,668.9 1,044.5 79.14 168,103 1,673.2 1,059.3 81.74 168,103 1,515.7 1,064.6 77.55
産業系 米子市公共下水道(産業系) 百万円／年 8,353 8.7 10.4 0.37 8,982 8.8 10.3 0.35 9,088 8.8 10.3 0.35

境港市公共下水道(系外放流)
宍道湖東部下水道 59,668 52.3 35.7 0.91 59,668 52.3 35.7 0.91 113,468 94.9 64.9 1.65
その他公共下水道(島根県分) 負荷量は定住系で計上 3,419 3,419 3,814
規制対象事業場　 フレームは島根県分 実測 実測 実測 88,425 260.6 162.2 15.24 88,425 260.6 162.2 15.24 49,154 217.6 137.8 12.30
その他事業場 出荷額×水量原単位×水質原単位 百万円／年 67,658 773.4 96.7 45.68 71,306 765.7 96.3 45.59 55,638 647.6 82.6 38.49
貯木場 ｇ／ｔ・日 1.8 0.05 0.002 t/年 54,487 8.9 0.2 0.01 54,487 8.9 0.2 0.01 54,487 8.9 0.2 0.01
産業系合計 227,523 1,103.9 305.2 62.21 231,799 1,096.3 304.7 62.10 231,162 977.8 295.8 52.80

農地系 水田(慣行施肥田植) ｇ／ha・日 159 25.3 3.19 ha 1,965 312.7 49.8 6.27 1,965 312.7 49.8 6.27 1,694 269.7 43.1 5.42
水田(側条施肥田植) ｇ／ha・日 144 16.0 2.26 ha 1,440 207.1 22.7 3.23 1,440 207.1 22.7 3.23 1,711 245.9 27.3 3.87
畑 ｇ／ha・日 87.3 47.2 0.994 ha 3,023 263.9 142.5 2.98 3,023 263.9 142.5 2.98 3,023 263.9 142.5 2.98
農地系合計 6,428 783.7 215.0 12.48 6,428 783.7 215.0 12.48 6,428 779.5 212.9 12.27

畜産系 牛 g／頭･日 処理形態別原単位の頭数加重平均 頭 4,365 15.8 17.4 1.02 4,381 15.9 17.5 1.02 4,381 11.5 3.8 0.53
豚 g／頭･日 処理形態別原単位の頭数加重平均 頭 2,521 2.5 1.8 0.35 2,509 2.5 1.8 0.35 2,509 1.8 0.7 0.19
畜産系合計 6,886 18.3 19.2 1.37 6,890 18.4 19.3 1.37 6,890 13.3 4.5 0.72

自然系 山林 ｇ／ha・日 ＬＱ式により算出 ha 41,253 2,286.7 663.7 11.89 41,253 2,286.7 663.7 11.89 41,253 2,286.7 663.7 11.89
市街地，その他 ｇ／ha・日 160 46 2.3 ha 11,837 1,894.0 544.2 27.22 11,837 1,894.0 544.2 27.22 11,837 1,894.0 544.2 27.22
降雨(湖面) ｍｇ／ｌ 1.6 0.73 0.0059 ha 9,212 857.1 391.1 3.16 9,212 857.1 391.1 3.16 9,212 857.1 391.1 3.16
自然系合計 62,302 5,037.8 1,599.0 42.27 62,302 5,037.8 1,599.0 42.27 62,302 5,037.8 1,599.0 42.27

総計 8,612.6 3,182.9 197.47 8,609.4 3,197.3 199.96 8,324.1 3,176.8 185.61
※１　米子浄化場…平成13年度から下水道接続、境港浄化場…平成15年度から下水道接続済みであること。
※２，３　観光系のし尿処理施設負荷は定住系に含めて計上。

原単位 現状（平成15年度） 施策将来(平成20年度)単純将来(平成20年度)

宿泊
観光客

人／日

実測
実測

実測
実測

実測
実測

実測

宿泊観光客小計

日帰り
人／日

実測
実測

実測
実測

実測
実測

実測

日帰り観光客小計
観光系合計

生活系合計
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資料１１ 水質予測モデルの概要 

 

1. 水質予測の概要 

1.1 水質予測に当たっての基本的考え方 

(1) 宍道湖・中海の特性 

宍道湖･中海は一級河川斐伊川の最下流部に位置し、いずれも水深は５～７ｍ程度と浅く、

境水道を介して日本海とつながる汽水湖である。 

両湖の水理特性をみると、日本海の海水が境水道、中海を経て大橋川に至るまで潮汐の力

でほぼ周期的に遡上･流出を繰り返しており、密度の高い海水は主に水深５ｍ以深の下層に

分布している。また、低気圧の通過時など海水面が上昇することに伴い上流の宍道湖へも大

橋川を介して海水が遡上している｡一方、周囲の河川等から流入した淡水は水深約２ｍまで

の上層に比較的密度の低い均一な水塊を形成し、これら上層水が上流側の宍道湖から下流側

の中海、日本海に向かって流出している。これら上下層に挟まれた水深２～５ｍ層では両者

の遷移的状態を呈している｡  

淡水と海水の分布は河川流量や日本海の潮位により微妙に変化し、また、このような異質

な水塊の接触は生息する生物相、汚濁物質の移動等に大きな影響を与えている｡ 

 

(2) 水質予測手法の概要 

水質予測のためのシミュレーションモデルは後に示すように第三期湖沼水質保全計画策

定時のモデルを基本として一部改良を加え、平成１３年度～１５年度の３か年連続的に計算

する手法を採用した。 

水質予測の手順は図 1.1に示す。 

はじめに、平成１３年度～１５年度の３か年について湖流及び水質について現況再現計算

を行い、モデルの精度を確認し、次に、今回の計画の目標年度である平成２０年度の汚濁負

荷量（施策を行った場合と平成１５年度で施策を止めた場合の２ケース）を与えて将来水質

を予測した。 

なお、平成２０年度の予測条件として、地形については中浦水門が撤去されているものと

し、それ以外は平成１５年度と同様の地形とした。また、降水量その他の気象条件や潮汐及

び淡水流入量は平成１５年度の値を用いた。 
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図 1.1 水質目標の設定フロー 

 

 

1.2 水質予測システムの構築 

(1) システム構成 

本予測では第三期湖沼水質保全計画と同様に、以下に示す三つのモデル（湖流予測モデル、

水質予測モデル、汚濁負荷モデル）で構成される水質予測システムを構築した。 

 

① 湖流予測モデル 

宍道湖・中海は、境水道を通じて海水が流入するとともに、上層を淡水が流れるという汽

水湖特有の水理構造をしている。湖流予測モデルは、宍道湖・中海を水平方向１kmの格子、

鉛直方向を８層に分割し、美保湾を境界として境界に実測潮位変動を与え、河川から日々の

淡水を流入させ、かつ湖面に実測の風を与えることにより、日々の流況が予測できるモデル

とした。（図1.2.1及び 図 1.2.2 参照） 

現 況 調 査 諸 計 画 

現況フレームの設定 将来フレームの設定

現況負荷量の算定 

無施策将来フレーム

の設定            

施策将来フレーム 

の設定           

無施策将来負荷量

の算定           

施策将来負荷量 

の算定          

水   質   計   算 

水 質 目 標 

現況再現精度の確認 無施策将来  

水質予測結果 

施策将来   

水質予測結果 
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図1.2.1 宍道湖・中海の流動場 

 

図 1.2.2  計算範囲及び格子分割 

 

② 水質予測モデル 

宍道湖・中海の水質変動には燐、窒素等の栄養塩の循環が大きく寄与しているものと考え

られるため、水質予測モデルは、宍道湖・中海流域から両湖に流入する負荷量と湖内の植物

プランクトンを中心とした物質循環を図 1.2.3 のようにモデル化し、これに湖流の計算結

果と後に示す陸域からの流入負荷を加え、水質を予測するものとした。 

対象とする範囲、空間分割は、湖流予測モデルと同様に１km格子の８層モデルとした。 

 
 
                   冷却 
             風           加熱    潮汐振動 
河川水 
         湖面摩擦 
         吹送流              潮汐流 
                     密度流 
       密度流 
 
 
       
        湖底摩擦      湖底摩擦 
       宍道湖  大橋川   中海     境水道    
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また、湖底からの溶出に関しては底泥内の有機物の分解による間隙水が直上水へ拡散する

現象として捉えた。 

なお、図中の「浮遊系」とは、水中の物質循環を表し、「底生系」とは、堆積物（底泥）

中の物質循環を表している。 

 
 

脱窒 

浮遊系 

攪乱・堆積 

拡散（底泥の DO 消費）

無機化 

無機化に伴う 

DO 消費 

吸着 

溶出 

吸脱着 

拡散 攪乱・堆積 

沈降 

呼吸 光合成 

呼吸・排泄 光合成 

無機化に伴う 

DO 消費 

無機化 

枯死・分泌 

大気との交換 

負荷流入 

溶存酸素（DO） 

植物プランクトン※１ 

無機態窒素(IN)※２

無機態燐(IP) 

有機態窒素(PON+DON) 

有機態燐(POP+DOP) 

有機態炭素(POC+DOC) 

間隙水中無機態窒素(BIN) 

間隙水中無機態燐(BIP) 

間隙水中溶存酸素（BDO） 

吸着態無機態窒素(BDIN) 

吸着態無機態燐(BDIP) 

有機態窒素(BON) 

有機態燐(BOP) 

底生系 

 

※１ 植物プランクトンを藍藻、渦鞭毛藻、珪藻、緑藻の４種に分けて取り扱っている。 

※２ 無機態窒素については、NH4-N、NO3-Nの変化過程を解いている。 

 

図1.2.3 水質予測モデル（物質循環モデル）の概要 



  

5 

③ 汚濁負荷モデル 

 流入負荷量については、流域の人口や土地利用面積に単位あたりの負荷量（原単位）を乗

じて排出負荷量を求め、その排出負荷量を河川ごとの流量に応じて流入するものとした。 

汚濁負荷量モデルは図 1.2.4 に示すように、各汚濁負荷発生源の特性を考慮し、降雨の

有無、流出時期の限定などを行い設定した。 

 

(点源) 

濃度一定 

水量一定 

（敷地からの流出等） 

堆肥化等 

(点源)

濃度一定

水量一定

浄化処理浄化処理 浄化処理

濃度一定

水量一定

工場・事業場

(点源)

濃度一定

水量一定

(除害施設) 

観 光 客 常 住 者 
畜産(牛､豚) 

(点源) 

濃度一定 

水量一定 

(利用) 

下水処理場 

山 林 畑 水 田 市街地

晴天時
ｽ ﾄ ｯ ｸ

降雨量

排出率

雨天時
排 出

流域内蓄積 

流達率 

流 量 

放出率 

(面源) 

濃度変化 

水量変化 

(面源)

濃度一定

水量変化

(面源) 

潅漑期 

濃度一定 

水量変化 

非潅漑期

濃度一定

水量変化

(面源)

*2 

負荷変化

水量変化

*1

*3 

濃度一定 

水量一定 

濃度一定

水量一定
雨天時 

増 分 

排出負荷 流出負荷 

河川流出

下水道流出

1-流達率

 

 

*1 kpe−−=1排出率     1150.k,p =：降水量  

*2 
排出濃度

流出濃度
流達率 =  

*3 

11303920

11

1

11

1

.k  ,km/s/m .Q , Q 

-e >Q Q

0 QQ

23

Qk

==

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧ ≤

−

：新伊萱の日比流量　　　　　　　

のとき　

のとき　

放出率　　
 

 

図 1.2.4 汚濁負荷量設定の概念図 
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2. モデルの変更点 

 前回モデルとの対比は表 2.1に示すとおりであり、変更点は表 2.2に示すとおりである。 

表 2.1 前回モデルからの変更（前計画との対比） 

区分 モデルの諸元 第三期 第四期 

対象期間 平成８～10年度の３年間 平成13～15年度の３年間 基 

本 

計算領域 宍道湖＋大橋川＋中海＋本庄工区＋境水道＋美保湾の

一部 

同左 

水平分割 1km格子 同左 

鉛直分割 8層(0～2、2～3、3～3.5、3.5～4、4～4.5、4.5～5、

5～6、6m～湖底) 

同左 

基本式 連続の式 

運動方程式（流向・流速） 

拡散方程式（水温、塩分） 

状態方程式 

同左 

外部制御条件 外海潮位：美保関の実測潮位（毎時） 

外海水温・塩分：美保湾（月１回） 

流入淡水水温：斐伊川（大津・月１回） 

降水量：松江の実測日量（毎日） 

淡水流入量：斐伊川の実測流量（大津・毎日） 

      飯梨川（島根県データ） 

その他流域：流域面積×斐伊川（新伊萱）比流量 

風向・風速：境港、米子、松江の実測（毎時） 

日射量：米子の全天日射量（毎日） 

同左 

 

流 
 

動 
 

モ 
 

デ 
 

ル 

内部諸係数 水面摩擦係数：風速の関数 

鉛直粘性係数、鉛直拡散係数： 

安定度（リチャードソン数）の関数（成層化関数）

同左 

水平分割 1km格子（流動モデルと同一） 同左 

鉛直分割 ８層（流動モデルと同一） 同左 

基本式 COD、N、P、DOを対象 

【湖水中】生物体有機物（植物プランクトンで代表）、

非生物体懸濁有機物（デトライタス）、溶存有機物、

溶存無機栄養塩に区分し、これら物質について移

流・拡散ならびに形態変化を解く 

【底泥内】泥粒子の有機物、無機物と間隙水に区分し、

これら物質について堆積・拡散ならびに形態変化を

解く 

同左（以下を除く） 

・ I-N を NH4-N、NO3-N に分

割・硝化過程の組込み 

・ 植物プランクトンを珪

藻、緑藻、藍藻、鞭毛藻

に分離・独立して解く 

外部制御条件 外海水質：美保湾実測値（月1回） 

降水負荷量：降水量×降水原単位 

流入負荷量：年間排出負荷量を降水量、河川流量を基

に日分割 

メッシュ・層間移流：流動モデル結果 

日射量：米子の全天日射量 

植物プランクトンの出現割合：珪藻、緑藻、藍藻、鞭

毛藻（宍道湖、中海、米子湾毎に月別） 

同左（以下を除く） 

・ 降水原単位を更新 

・ 外海水質、降水負荷量、

流入負荷量の I-N を

NH4-N、NO3-Nに分割 

・ 植物プランクトンの出現

割合の外部制御は廃止 

水 
 

質 
 

モ 
 

デ 
 

ル 

内部諸係数 【湖水中】生産・呼吸、枯死、分解、沈降、鉛直拡散

【底泥内】堆積、攪乱、分解、吸脱着、脱窒、拡散 

同左（以下を除く） 

・ 生産の I-N 依存項を

NH4-N、NO3-Nに分割し、塩

分依存項を追加 
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表 2.2 前回モデルからの変更（変更内容と変更理由） 

区分 改良点 変更内容 理由 

これまで植物プラン

クトンを１項目として

扱い、生産速度定数を珪

藻・藍藻・緑藻・鞭毛藻

の現況再現年の出現割

合に応じて設定してい

たものを、珪藻・藍藻・

緑藻・鞭毛藻の４種独立

に解くこととした。 

将来の負荷削減等の施策により栄養

塩濃度が低下し、これに伴い珪藻・藍

藻・緑藻・鞭毛藻の出現量とその割合が

変化すると考えられる。 

従って、上記４種の植物プランクトン

を独自に解くことが理想的であったが、

三期モデルまでは、計算機の処理速度や

植物プランクトンの生産に係る情報の

制約などにより、左記に示す更新前の内

容で対応していた。 

今回、これら制約が徐々に解決してき

たので、より現実に近い形にモデルを近

づけた。 

内部

生産

  

植物プラン

クトンの生

産 

これまで植物プラン

クトンの生産速度を、塩

分に対して一定値とし

て与えていたが、これに

塩分の依存項を追加し

た。 

宍道湖で発生した藍藻が中海に流出

した場合、高塩分の条件下で生産速度の

低下、若しくは枯死速度の上昇が起こる

と考えられる。 

この内容については上記と同様の理

由により三期までは組み込んでいなか

ったが、今回、より現実に近い形にモデ

ルを近づけた。 

栄養

塩 

無機窒素の

形態 

これまで無機窒素を I-N

として一括で扱っていたも

のを、NH4-N、NO3-Nに分割す

ることとした。 

なお、水質予測計算では、

実測値を基に各計算項目の

境界値を設定しているが、N

O2-NとNO3-Nの実測値は下限

値未満の値が多く、それぞれ

の境界値を設定することが

困難であったため、NO2-N は

NO3-N に含めて１項目として

取り扱った。 

脱窒現象は、湖水または底泥中の NH4-

N が NO2-N、NO3-N を経て、N2 若しくは N2O

に形態変化し、気相に移行する現象であ

る。 

この内容については上記と同様の理

由により三期までは詳細に組み込んで

いなかったが、今回、より現実に近い形

にモデルを近づけた。 
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3. 流動モデルの再現計算 

3.1 基本式 

以下に流動モデルの基本式を示す。 

 

<連続方程式> 

第1層 

( )[ ] ( )[ ]∂ζ
∂

∂
∂

ζ ∂
∂

ζ
t x

u D
y

v D w+ + + + − =1 1 1 1 1 2 0, ･････････････････････････  (1) 

第 n層(n=2～L-1) 

( ) ( )w
x

u D
y

v D wn n n n n n n n− ++ + − =1 1 0, ,
∂
∂

∂
∂

･････････････････････････････  (2) 

第 L層(最下層) 

( ) ( )w
x

u D
y

v DL L L L L L− + + =1 0,
∂
∂

∂
∂

･･･････････････････････････････････  (3) 

 

<運動方程式> 

第1層 

( )

( ) ( )

∂
∂

∂
∂

∂
∂ ζ ρ

∂
∂

∂
∂

∂
∂

ζ
∂
∂

ρ
ρ

γ
ζ

u
t

u u
x

v u
y

w u u
D

fv p
x

A u
x

u
y

A
D

u
z

W
W W

D

h

z a
a x

x y

1
1

1
1

1
1 2

1 2

1
1

1 1

2
1

2

2
1

2

1 1
2

1

2
2 2

1

2
1+ + +

−
+

= − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−
+

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
+

+

,

                                                               

(4) 

( )

( )

∂
∂

∂
∂

∂
∂ ζ ρ

∂
∂

∂
∂

∂
∂

ζ
∂
∂

ρ
ρ

γ
ζ

v
t

u v
x

v v
y

w v v
D

fu p
y

A v
x

v
y

A
D

v
z

W
W W

D

h

z a
a y

x y

1
1

1
1

1
1 2

1 2

1
1

1 1

2
1

2

2
1

2

1 1
2

1

2
2 2

2
1+ + +

−
+

= − −
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ + +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−
+

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
+

+

,

                                                               
( )1

(5) 

第 n層(n=2～L-1) 

∂
∂

∂
∂

∂
∂

ρ
∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

u
t

u u
x

v u
y

w
u u

D
w u u

D

fv p
x

A u
x

u
y

A
D

u
z

A
D

u
z

n
n

n
n

n
n n

n n

n
n n

n n

n

n
n n

h
n n z

n n

z

n

+ + +
−

+
−

= − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

− ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
−

+
+

−

1
1

1
1

2

2

2

2 1
2

2 2

1

, ,

      +
n+ 1

2

････  (6) 
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∂
∂

∂
∂

∂
∂

ρ
∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

v
t

u v
x

v v
y

w
v v

D
w v v

D

fu p
y

A v
x

v
y

A
D

v
z

A
D

v
z

n
n

n
n

n
n n

n n

n
n n

n n

n

n
n n

h
n n z

n n

z

n

+ + +
−

+
−

= − −
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ + +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

− ⎛
⎝⎜

⎞
⎠

−
−

+
+

−

1
1

1
1

2

2

2

2 1
2

2 2

1

, ,

      + ⎟
+n 1

2

･･･  (7) 

第 L層(最下層) 

∂
∂

∂
∂

∂
∂ ρ

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

γ

u
t

u u
x

v u
y

w u u
D

fv p
x

A u
x

u
y

A
D

u
z

u
u v

D

L
L

L
L

L
L L

L L

L
L

L L
h

L L

z

L L
b L

L L

L

+ + +
−

= − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

+ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
+

−
−

−

1
1

2

2

2

2

1
2

2
2 2

2
1

,

                                                                     

(8) 

∂
∂

∂
∂

∂
∂ ρ

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

γ

v
t

u v
x

v v
y

w v v
D

fu p
y

A v
x

v
y

A
D

v
z

v
u v

D

L
L

L
L

L
L L

L L

L
L

L L
h

L L

z

L L
b L

L L

L

+ + +
−

= − −
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ + +

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

+ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
+

−
−

−

1
1

2

2

2

2

1
2

2
2 2

2
1

,

                                                                     

(9) 

 

<水温の拡散方程式> 

第1層 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( ) ( )

∂
∂

ζ ∂
∂

ζ ∂
∂

ζ

∂
∂

ζ ∂
∂

∂
∂

ζ ∂
∂ ρ

t
T D

x
u T D

y
v T D w T

x
K D T

x y
K D T

y
Q

C
K

T T
D Dx y

v
z

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

1
1

1
1

1

1 2

1 2

2
0

+ + + + + −

− +⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
− +

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ + +

−

+
=

, ,
*

     
 (10) 

第 n層(n=2～L-1) 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

t
T D

x
u T D

y
v T D w T w T

x
K D T

x y
K D T

y
K

T T
D D

K
T T

D D

n n n n n n n n n n n n n n n n

x n
n

y n
n

z
n n

n n
z

n n

n n

+ + + −

− ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

−

+
+

−

+
=

− − + +

−

−

+

+

1 1 1 1

1

1

1

1

2 2
0

, ,
*

, ,
*

     
 (11) 

第 L層(最下層) 

( ) ( ) ( )

( )

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

t
T D

x
u T D

y
v T D w T

x
K D T

x y
K D T

y
K

T T
D D

L L L L L L L L L L L L

x L
L

y L
L

z
L L

L L

+ + +

− ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

−

+
=

− −

−

−

1 1

1

1

2
0

, ,
*

     
･････････････  (12) 
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<塩分の拡散方程式> 

第1層 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( ) ( )

∂
∂

ζ ∂
∂

ζ ∂
∂

ζ

∂
∂

ζ ∂
∂

∂
∂

ζ ∂
∂

t
S D

x
u S D

y
v S D w S

x
K D S

x y
K D S

y
K

S S
D Dx y z

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

1
1

1
1 1 2

1 2

2
0

+ + + + + −

− +⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
− +

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ +

−

+
=

, ,
*

     
･･････  (13) 

第 n層(n=2～L-1) 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

t
S D

x
u S D

y
v S D w S w S

x
K D S

x y
K D S

y
K

S S
D D

K
S S

D D

n n n n n n n n n n n n n n n n

x n
n

y n
n

z
n n

n n
z

n n

n n

+ + + −

− ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

−

+
+

−

+
=

− − + +

−

−

+

+

1 1 1 1

1

1

1

1

2 2
0

, ,
*

, ,
*

     
 (14) 

第 L層(最下層) 

( ) ( ) ( )

( )

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

t
S D

x
u S D

y
v S D w S

x
K D S

x y
K D S

y
K

S S
D D

L L L L L L L L L L L L

x L
L

y L
L

z
L L

L L

+ + +

− ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −

−

+
=

− −

−

−

1 1

1

1

2
0

, ,
*

     
････････････  (15) 

 

<状態方程式> 

( ) ( ) ( )ρ ρS T b b T b T b T b T S c c T c T S d Sw, /= + + + + + + + + +0 1 2
2

3
3

4
4

0 1 2
2 3 2

0
2  (16) 

ここで、 

x y z, ,  ：右手系の直行座標軸、上向きを正 

t  ：時間[s] 

ζ  ：潮位[cm] 

u vi i,  ：i層のx方向、y方向の流速[cm/s] 

wi i, +1 ：i層とi+1層間の鉛直流[cm/s]、上向きを正 

Ah  ：水平渦動粘性係数[cm
2/s] 

Az  ：鉛直渦動粘性係数[cm
2/s] 

f  ：コリオリ係数[1/s] 

  ( )360024/(2 ,4.35 ,  sin2 ×=== πωφφω °f ) 

γ a
2
 ：海面摩擦係数 

γ b
2
 ：海底摩擦係数 
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p  ：圧力[g/cm/s2] 

Di  ：i層の厚さ[cm] 

ρi  ：i層の海水密度[g/cm
3] 

W Wx y,  ：x方向、y方向の風速[cm/s] 

ρa  ：空気の密度[g/cm
3] 

Ti  ：i層の水温[℃] 

Si  ：i層の塩分 

K Kx y,  ：水平拡散係数[cm2/s] 

Kz  ：鉛直拡散係数[cm
2/s] 

Ti i,
*

+1  ：wi i, + >1 0ならT Ti i i,
*

+ +=1 1  wi i, + <1 0ならT Ti i i,
*

+ =1  

Si i,
*

+1  ：wi i, + >1 0ならS Si i i,
*

+ +=1 1  wi i, + <1 0ならS Si i i,
*

+ =1  

g  ：重力加速度[cm/s2] 

Q  ：海面での熱フラックス[cal/cm2/s] 

Cv  ：海水の定積比熱[cal/g/℃] 

ρw  ：純水の密度[g/cm
3] 

b0  ： 8.24493  × 10
-1 

b1 ： -4.0899  × 10
-3 

b2  ： 7.6438  × 10-5 

b3  ： -8.2467  × 10
-7 

b4  ： 5.3875  × 10-9 

c0  ： -5.7246  × 10
-3 

c1 ：  1.0227  × 10
-4 

c2  ： -1.6546  × 10
-6 

d0  ： 4.8314  × 10-4 

 

ただし、 

∂
∂

ρ ∂ζ
∂

∂
∂

ρ ρp
x

g
x

g
x

D D
i

n n
n

i

i i
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= + +
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

=

−

∑1
1

1 1
2

･････････････････････････････････  (17) 

また、海面における大気との間の熱のやりとりは、水温の拡散方程式中に、海面と大気の
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間の熱フラックスQsuf として表現されている。 

この熱フラックスQsuf の求め方は、海水を暖める向きを正としたとき以下のように表さ

れる。 

Q Qs Qb Qc Qesuf = − + +( ) ････････････････････････････････････････････  (18) 

ここで、Qs Qb Qc Qe, , , は以下に示すとおりである。 

・吸収日射量（Qs） 

Qs Qs= −( )1 0α ･･････････････････････････････････････････････  (19) 

ここで、 α  ：海面のアルベード(0.07) 

 Qs0 ：全天日射量[cal/cm
2/s] 

・有効長波放射量（Qb） 

{ }Qb S w a b e Ta cn S w Tw Ta

e Ta f e Ta

e Ta
s

s
Ta Ta

= − − − + −

= ⋅

= × +

σθ σθ4 2 3

7 5 237

1 1 4

611 10

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) . . /( .3 )

･････････  (20) 

ここで、 Sσ  ：1.32×10-12 

 θw  ：海水の絶対温度 

 a  ：0.51 

 b  ：0.066 

 Ta  ：接水大気の気温[℃] 

 f  ：相対湿度 

 ( )e Tas  ：水温Ta[℃]における水面上の飽和水蒸気圧 

 c  ：0.65 

 n  ：雲量(0～1) 

 Tw  ：水温[℃] 

・大気と水面間の乱流伝達係数（顕熱輸送量：Qc） 

)272.048.0(1077.2

)(
4 WKc

TaTwKcQc

+×=

−=
− ････････････････････････････････  (21) 

ここで、 Kc  ：乱流熱伝達量係数[cal/cm2/s/℃] 

 Ta  ：接水大気の気温[℃] 

 Tw  ：水温[℃] 

 W  ：平均的な海面上の風速[m/s] 
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・水の相変化に伴う潜熱（Qe） 

{ }
Qe Qc B
B Tw Ta e Tw e Tas

=

= × − −0 66. ( ) ( ) ( )
･･･････････････････････････  (22) 

ここで、 Tw  ：水温[℃] 

 Ta  ：接水大気の気温[℃] 

 ( )e Tws  ：水温Tw [℃]における水面上の飽和水蒸気圧 

 ( )e Ta  ：気温Ta [℃]における大気水蒸気圧 
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3.2 計算条件 

平成１３年度～平成１５年度を対象とした計算条件を表 3.2.1示す。 

表 3.2.1 流動計算条件 

項   目 内   容 

計算範囲 第三期計画と同様 

対象期間 平成１３年度～平成１５年度 

潮 位 美保関の１時間毎の実測潮位（時間変動を除く） 境 界

条 件 水温、塩分 美保湾公共水域測定結果 

 

淡水流入量 

斐伊川：大津実測流量を使用 

飯梨川：ダム放流量等から作成 

その他：斐伊川の新伊萱の比流量 

風 気象庁データ（境、米子、松江）を空間補間 

気温 気象庁データ（松江） 

全天日射量 気象庁データ（米子） 

雲量 気象庁データ（松江） 

相対湿度 気象庁データ（松江） 

 気  

 象  

 条  

 件 

降雨量 気象庁データ（松江） 

 

 

 

 

3.3 計算結果 

(1) 水温、塩素イオン濃度計算結果 

中浦水門の北側の江島北、中海湖心、米子湾、宍道湖湖心の塩素イオン濃度、水温の経時

変化を図 3.3.1～図 3.3.8に示す。また、観測値との相関を図 3.3.9に示す。 

 

(2) 潮位計算結果 

 中海湖心、来待の潮位の経時変化を図3.3.10～図 3.3.11に示す。また、観測値との相関

を図3.3.12に示す。 
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観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.1 計算値と観測値の塩素イオン濃度比較（江島北） 
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観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.2 計算値と観測値の塩素イオン濃度比較（中海湖心） 
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観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.3 計算結果と観測値の塩素イオン濃度比較（米子湾） 
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観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.4 計算値と観測値の塩素イオン濃度比較（宍道湖湖心） 
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観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.5 計算値と観測値の水温比較（江島北） 

 



  

20 

 

観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.6 計算値と観測値の水温比較（中海湖心） 
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観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.7 計算値と観測値の水温比較（米子湾） 
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観測値凡例 

○：第１層 △：第２層 ＋：第３層 ＋：第４層 ×：第５層 ×：第6層 ×：第７層 ◇：第８層 

図 3.3.8 計算値と観測値の水温比較（宍道湖湖心） 
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注）前述 4地点×8層分 

図 3.3.9 計算値と観測値の相関（上段：水温、下段：塩素イオン濃度） 
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図 3.3.10 計算値と観測値の日平均潮位比較（中海湖心、黒：観測値、赤：計算値） 
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図 3.3.11 計算値と観測値の日平均潮位比較（来待、黒：観測値、赤：計算値） 
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図 3.3.12 計算値と観測値の相関（上段：中海湖心、下段：来待） 
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４.水質モデルの再現計算  

4.1基本式 

宍道湖・中海の水質変動には燐、窒素等の栄養塩の循環とそれに関係するDO(溶存酸素)が大きく

寄与しているものと考えられるため、予測に際しては図 1.2.3（Ｐ４）に示した物質循環モデルを

用いた。 

基本式を以下に示す。 

 

(1) 物質循環モデル基本式 

【浮遊系】 
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③ 硝酸態・亜硝酸態窒素（IN3）（第ｎ層） 
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⑥  植物プランクトン（第ｎ層） 
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【底生系】 

 

反応項 
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⑨ 吸着態無機物質（燐、窒素）（底生系第ｎ層） 
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⑩ 間隙水中溶存態無機物質（燐、窒素）（底生系第ｎ層） 
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⑪ 間隙水中ＤＯ（底生系第ｎ層） 
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4.2計算条件 

(1) 流入負荷 

流入汚濁負荷は図 1.2.4（Ｐ５）に示すように、汚濁発生源を山林、畑、水田、市街地、畜産（牛、

豚）、観光客、常住者、工場・事業場とし、各発生源からの日々の排出負荷量は、降雨の有無、流

出時期の限定などを考慮し設定し、さらに、これらの宍道湖・中海までの流出状況は河川流量の大

きさで流達率ならびに放出率を変化させ制御するよう設定した。 

 

(2) 初期値および境界水質濃度 

初期値は、計算開始年月に相当する公共用水域水質測定結果を参考に、計算対象水域を分割して

与えた。境界条件は、美保湾における公共用水域水質測定結果を参考に、開境界格子に平成１３年

度～平成１５年度の濃度を与えた。 

 

(3) 底泥からの栄養塩溶出速度と底泥での酸素消費速度 

底泥からの栄養塩溶出速度と底泥での酸素消費速度については、物質循環モデルの中で最下層

の水質濃度と底泥間隙水の濃度との濃度勾配から拡散量を求めることにより内部的に算出してい

る。具体的には、水中懸濁物の沈降により底生系に負荷された有機物が、堆積・攪乱による鉛直

移動を行いながら微生物の分解作用を受け無機化し、生成された無機物が泥粒子と間隙水中とに

吸着平衡のバランスを保つように供給され、間隙水中の無機物の濃度が計算される。この間隙水

中の無機物の濃度と最下層の水質濃度との濃度勾配から湖水への拡散量が求められる。また、間

隙水中の酸素濃度は底生系の分解作用に応じて消費され、水中との濃度勾配から拡散は底生系に

向かうフラックスとなる。 

 

(4) 日射量および水温 

日射量は、流動計算で用いたものと同様に、米子気象台の平成１３年度～平成１５年度の値を

用いた。また、水温は流動計算の出力を用いた。 

 

(5) 諸係数の設定 

パラメータの一覧を表 4.2.1（植物プランクトン）、表 4.2.2（植物プランクトン以外の浮遊
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系項目）と表 4.2.3（底生系）にそれぞれ示す。 

諸係数の設定においては、第三期水質保全計画の値を参考に、良好な再現性が得られるように

値を決定した。 

 

表 4.2.1 計算パラメータ（植物プランクトン） 

項目 単位 珪藻 藍藻 緑藻 鞭毛藻 

最大増殖速度 １/日 2.5 2.8 2.8 3.0 
最適日射量 cal/cm2/日 40 30 70 40 
水温の関数形 ‐ 最適型 Q10型 Q10型 Q10型 

最適・基準水温 ℃ 16 20 20 25 
温度係数 ‐ -0.004 0.0693 0.0693 0.0693 

I-N半飽和濃度 mg/L 0.04 0.1 0.1 0.05 
I-P半飽和濃度 mg/L 0.0034 0.01 0.01 0.005 
細胞外分泌係数 ‐ 0.1 
呼吸速度（20℃時） １/日 0.01 
呼吸速度の温度定数 ‐ 0.0693 
枯死速度(10℃時) １/日 0.02 
枯死速度の温度定数 ‐ 0.0693 

沈降速度 m/日 0.05 
C/Chl-a 重量比 ‐ 50 

C/N 重量比 ‐ 5.22 
N/P 重量比 ‐ 8.86 

COD/C 重量比 ‐ 1.2 

 

表 4.2.2 計算パラメータ（植物プランクトン以外の浮遊系項目） 

 単位 リン（P） 窒素（N） 炭素（C） 

懸濁態無機化速度 １/日 0.062 0.031 0.031 

溶存態無機化速度 １/日 0.031 0.024 0.0062 

懸濁態溶存化速度 １/日 0.01 

分解速度の温度定数 ‐ 0.0693 

沈降速度 m/日 0.2 
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表 4.2.3 計算パラメータ（底生系） 

項目 採用値 項目 採用値

沈降物のPOP/SS比(mg/g) 3.6 分配係数(g/L) 252 

攪乱深度(cm) 15 固定態I-N(mg/g) 0.01 

堆

 

積 

攪乱速度(m2/d) 3.4×

10-5

IN

温度定数 1.06 

浮泥厚(cm) 1.2 分配係数(g/L) 25.6 

分解速度定数(/d) 
1.25×

10-3 
固定態I-P(mg/g) 0.3 浮

泥 
温度定数 1.06 温度定数 1.10 

0～5cm層(mg/gDW/d) 
7.5×

10-4 

吸

 

 

 

着

IP

DO依存項 0.771DO

5～15cm層(mg/gDW/d) 
1.1×

10-4 
拡散係数(m2/d) 

7.4×

10-5 

15cm～ 層(mg/gDW/d) 
1.0×

10-4 

 

拡散の温度定数 1.06 

非分解態N(mg/g) 2.33 最大脱窒速度(mg-N/gDW/d) 0.047 

N 
底

 

 

泥 

温度定数 1.06 脱窒に関わるNO3-N半飽和濃度 0.05 

分解速度定数(/d) 
1.25×

10-3 

 

脱窒の温度定数 1.10 
浮

泥 
温度定数 1.08 

0～5cm層(mg/gDW/d) 
7.5×

10-4

5～15cm層(mg/gDW/d) 
1.1×

10-4 

15cm～ 層(mg/gDW/d) 
1.0×

10-4 

非分解態P(mg/g) 0.13 

分

 

 

 

 

 

 

 

解 

P 

底

 

 

泥 

温度定数 1.06 

層

 

 

分

 

 

割

第1層： 0.0～ 1.2cm 

第2層： 1.2～ 5.0cm 

第3層： 5.0～10.0cm 

第4層：10.0～15.0cm 

第5層：15.0～20.0cm 

第6層：20.0～40.0cm 

第7層：40.0～60.0cm 

第8層：60.0～80.0cm 
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4.3計算結果 

 図 4.3.1～図 4.3.4にＣＯＤ、ＴＮ、ＴＰ、ＤＯの経時変化を示す。また、観測値との相関を図 

4.3.5に示す。 
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図4.3.1(1) 水質再現結果（COD、H13年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.1(2) 水質再現結果（COD、H14年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.1(3) 水質再現結果（COD、H15年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.2(1) 水質再現結果（T-N、H13年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.2(2) 水質再現結果（T-N、H14年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.2(3) 水質再現結果（T-N、H15年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.3(1) 水質再現結果（T-P、H13年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.3(2) 水質再現結果（T-P、H14年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.3(3) 水質再現結果（T-P、H15年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.4(1) 水質再現結果（DO、H13年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図4.3.4(2) 水質再現結果（DO、H14年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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図 4.3.4(3) 水質再現結果（DO、H15年度、宍道湖、米子湾、中海、本庄工区、境水道） 
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注）観測値と計算値は、それぞれ各測点・各層・各年度ごとの平均値である。 

 

図 4.3.5 観測値と計算値の相関関係（COD、T-N、T-P、DO (H13年度～H15年度)） 
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5. 将来予測 

表 5.1に将来予測結果を示す。 

 

表 5.1 水域毎の水質予測計算結果 

  宍道湖 中 海 

  
現 状 

（H15年度） 

単純将来

（H20年度）

施策将来

（H20年度）

現 状

（H15年度）

単純将来

（H20年度） 

施策将来

（H20年度）

ＣＯＤ75%値 5.1 5.1 4.5 5.2 5.2 4.6 

ＣＯＤ年平均値 4.5 4.5 4.1 4.2 4.2 3.9 

T-N年平均値 0.47 0.47 0.44  0.53  0.54  0.50 

T-P年平均値 0.047 0.048 0.043  0.052 0.052  0.048 

注１） 現状水質は実測値。 

注２） 宍道湖・中海それぞれの環境基準点の最高地点値を示す。 



（資料１２）  水質予測モデル変更点新旧比較表 

区分 モデルの諸元 第Ⅲ期 第Ⅳ期 

対象期間 平成８～10年度の３年間 平成13～15年度の３年間 
基 

本 

計算領域 宍道湖＋大橋川＋中海＋本庄工区＋境水道＋美保湾の

一部 

同左 

水平分割 1km格子 同左 

鉛直分割 8層(0～2、2～3、3～3.5、3.5～4、4～4.5、4.5～5、

5～6、6m～湖底) 

同左 

基本式 連続の式 

運動方程式（流向・流速） 

拡散方程式（水温、塩分） 

状態方程式 

同左 

外部制御条件 外海潮位：美保関の実測潮位（毎時） 

外海水温・塩分：美保湾（月１回） 

流入淡水水温：斐伊川（大津・月１回） 

降水量：松江の実測日量（毎日） 

淡水流入量：斐伊川の実測流量（大津・毎日） 

      飯梨川（島根県データ） 

その他流域：流域面積×斐伊川（新伊萱）比流量 

風向・風速：境港、米子、松江の実測（毎時） 

日射量：米子の全天日射量（毎日） 

同左 

 

流 
 

動 
 

モ 
 

デ 
 

ル 

内部諸係数 水面摩擦係数：風速の関数 

鉛直粘性係数、鉛直拡散係数： 

安定度（リチャードソン数）の関数（成層化関数）

同左 

水平分割 1km格子（流動モデルと同一） 同左 

鉛直分割 ８層（流動モデルと同一） 同左 

基本式 COD、N、P、DOを対象 

【湖水中】生物体有機物（植物プランクトンで代表）、

非生物体懸濁有機物（デトライタス）、溶存有機物、

溶存無機栄養塩に区分し、これら物質について移

流・拡散ならびに形態変化を解く 

【底泥内】泥粒子の有機物、無機物と間隙水に区分し、

これら物質について堆積・拡散ならびに形態変化を

解く 

同左（以下を除く） 

・ I-N を NH4-N、NO3-N に分

割・硝化過程の組込み 

・ 植物プランクトンを珪

藻、緑藻、藍藻、鞭毛藻

に分離・独立して解く 

外部制御条件 外海水質：美保湾実測値（月1回） 

降水負荷量：降水量×降水原単位 

流入負荷量：年間排出負荷量を降水量、河川流量を基

に日分割 

メッシュ・層間移流：流動モデル結果 

日射量：米子の全天日射量 

植物プランクトンの出現割合：珪藻、緑藻、藍藻、鞭

毛藻（宍道湖、中海、米子湾毎に月別） 

同左（以下を除く） 

・ 降水原単位を更新 

・ 外海水質、降水負荷量、

流入負荷量の I-N を

NH4-N、NO3-Nに分割 

・ 植物プランクトンの出現

割合の外部制御は廃止 

水 
 

質 
 

モ 
 

デ 
 

ル 

内部諸係数 【湖水中】生産・呼吸、枯死、分解、沈降、鉛直拡散

【底泥内】堆積、攪乱、分解、吸脱着、脱窒、拡散 

同左（以下を除く） 

・ 生産の I-N 依存項を

NH4-N、NO3-Nに分割し、塩

分依存項を追加 

 



（資料１３）現行水質規制の内容
規制対象施設区分 水質汚濁防止法（水濁法） 湖沼水質保全特別措置法（湖沼法） 上乗せ条例 備 考

特定施設 政令別表第一（抜粋） 排水量 ／日以上の 昭和６３年設定25m3
水濁法政令別表に規定され 畜産農業の用に供する 特定事業場を対象に、主な、 1-2
総理府令に基づく一律基準 ｲ、豚房施設（豚房面積 以上） 項目について、国の一律基50m2
が適用される。 ﾛ 牛房施設 牛房面積 以上 準より厳しい基準を設定。、 （ ）200m2

、 （ ）ﾊ 馬房施設 馬房面積 以上500m2

病床数 床以上の病院に設置68-2 300
される
ｲ、ちゅう房施設
ﾛ、洗浄施設
ﾊ､ 入浴施設

（ ）72 501し尿浄化槽 処理対象 人以上

みなし指定地域特定施設 （みなし指定地域特定施設） 排水量 ／日以上の 平成元年設定25m3
湖沼法第１４条に基づき、 病床数 以上 以下の病院に設置される 特定事業場を対象に、主な1. 120 299
水濁法の特定施設とみなし ｲ、ちゅう房施設 項目について、国の一律基、
同法の規定が適用される。 ﾛ、洗浄施設 準より厳しい基準を設定。

ﾊ､ 入浴施設

し尿浄化槽（処理対象 人～ 人）2 201 500

湖沼特定事業場 特定施設、みなし指定地域特定施設のうち、 ＣＯＤについて
新増設による汚濁負荷量を 下水道の終末処理施設等を除き、排水量 は平成２年設定50m3

抑制するため、湖沼法施行規 ／日以上のもの。
則第２条により定められた規 Ｎ、Ｐについて
制基準が適用される。 は平成７年設定

指定施設 （指定施設） 平成１５年設定
湖沼法第１５条に基づき、 畜産農業の用に供する1.

排水基準により難いものとし ｲ、豚房施設（面積 以上 未満）40m2 50m2
て、構造等の基準が適用され ﾛ、牛房施設（面積 以上 未満）160m2 200m2
る。 ﾊ、馬房施設（面積 以上 未満）400m2 500m2

こいの養殖施設2.
（網いけすの総面積 以上）500m2

準用指定施設 （準用指定施設） 平成１５年設定
湖沼法第２２条に基づき、 水濁法政令別表第一、１の２の特定施設のう

構造等の基準が適用される。 ち、排水基準が適用されないもの。



水質汚濁に係る排水基準の概要

1．水質汚濁防止法第3条第1項の排水基準（国の一律基準）

　　有害物質に係る基準　　　　　　　　生活環境項目に係る基準
「コ　ロ　1　」凧

有害物質の種類 許容限度 項　　　目 許容限度

カドミウム及びその化合物 0．1　mg／1 海域以外に排出されるもの 5．8以上　8．6以下

シアン化合物 1　　mg／1

水素イオン濃度

iPH） 海域に排出されるもの 5，0以上　9．0以下

1　　mg／1 生物化学的酸素要求量（B　OD） 160（目間平均120）mg／1有機燐化合物（パラチオン、メチルパ

宴`オン、メチルジメトン及びEPNに限る） 化学的酸素要求量（C　OD） 160（目間平均120）　mg／1

鉛及びその化合物 0．1　mg／1 浮遊物質量（S　S） 200（目間平均150）　mg／1

六価クロム化合物 0．5　mg／1 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 5　　　　　　　　mg／1

砒素及びその化合物 0．1　mg／1 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） 30　　　　　　　　mg／1

水銀及びその化合物 0．005mg／1 フェノール類含有量 5　　　　　　　　mg／1

アルキル水銀化合物 検出されないこと 銅含有量 3　　　　　　　　mg／1

P　C　B 0．003mg／1 亜鉛含有量 5　　　　　　　　mg／1

トリクロロエチレン 0．3　mg／1 溶解性鉄含有量 10　　　　　　　　mg／1

テトラクロロエチレン 0．1　mg／1 溶解性マンガン含有量 10　　　　　　　　mg／1

ジクロロメタン 0．2　mg／1 クロム含有量 2　　　　　　　　mg／1

四塩化炭素 0．02mg／1 大腸菌群数 日間平均3，000　　個／cm3

1，2一ジクロロエタン 0．04mg／1 窒素含有量（T－N） 120（目間平均60）　mg／1

1，1一ジクロロエチレン 0．2　mg／1 りん含有量（T－P） 16（日間平均　8）　mg／1

シスー1，2一ジクロロエチレン 0．4　mg／1

1，1，1一トリクロロエタン 3　　mg／1

1，1，2一トリクロロエタン 0．06mg／1

1，3一ジクロロプロペン 0．02mg／1

備考

P．この表に掲げる排水基準は、事業場全体での一日の平均排出水量が50立方メ

@ートル以上の特定事業場に限って適用されます。

Q．B　ODについての基準値は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出

@水に限って適用され、CODについての基準値は、海域及び湖沼に排出される排

@出水に限って適用されます。

R．T－N及びT－Pについての基準値は、特定の海域及び湖沼（ダム湖を含む）の

@関係地域（集水域）についてのみ適用されます。

チウラム 0．06mg／1

シマジン 0．03mg／1

チオベンカルブ 0．2　mg／1

ベンゼン 0．1　mg／1

セレン及びその化合物 0．1　mg／1

ほう素及びその化合物 10（230）mg／1

↓
↓ふつ素及びその化合物 8（15）mg／1

備考（有害物質に関する基準）

uほう素及びその化合物」並びに「ふつ素及びその化合物」については、海域以外

ﾌ公共用水域に排出されるものについては括弧外の数値、海域に排出されるものに

ﾂいては括弧内の数値が許容限度となる。

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝

_化合物、硝酸化合物

100　　mg／1

1



2．上乗せ基準

丁『1耳 ノ￥燈個月　ノ1天」阿・少巴歌　＼禾／」　晒ノ　覧 旭ノ1」L刈　　　　　　I　　　J7r
項　　　目　　　及　　　び　　　許　　　容　　　限　　　度

特定事業場の区分

適用排出水

ﾊの区分

@（m3）

水素イオン濃度

@（PH）

生物化物醸要求量

@（BOD）

@（mg／1）

黶@　　一　　　騨　　　一　　　一

匇ﾔ平均

一　　　，　　　甲　　　一　　　一　　　口

ﾅ大

化学的酸素要求量

@（COD）

@（mg／1〉

黶@　　層　　　一　　　一　　　一　　　一

匇ﾔ納 ﾅ大

浮遊物質量

@（S　S）

@（mg／1）

黶@　　昌　　　一　　　一　　　－

匀ｪ平均

一　　　一　　　一　　　一　　　一

ﾅ大

－　　　－　　　一　　　一　　　一

z油類

黶@　　一　　　一　　　一　　　一

ﾅ大

ノルマルヘキサン

鰹o物質含有量

@（mg／1）　　一　　　『　　　一　　　一　　　一　　　昌

@　　動植物

@　　油脂類　　一　　　一　　　一　　　‘　　　一

@　　最大

大腸菌

Q　数
@（個／

@cm3）

黶@　　一　　　辱　　　－　　　一　　　一　　　一　　　一

@日間平均

窒素含有量

iT－N）

img／1）

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌

@日間平均

りん含有量

iT－P）

img／1）

黶@　　一　　　一　　　『　　　一　　　－　　　一

匇ﾔ平均

1　豚房、牛房又は馬房

{設を設置する特定事

ﾆ場

25以上　50繍

黶@　一　　一　　一　　一　　－　　一　　－　　－　　一　　一　　甲　　一　　昌

T0以上1，000繍

Q　　一　　一　　＿　　一　　一　　一　　騨　　一　　一　　昌　　一　　一　　一

P，000以上

5．8以上8．6以下

T．8以上8、6以下一　　一　　＿　　』　　一　　昌　　甲　　一　　昌　　－　　－　　一

黶@　一　　昌　　昌　　一　　一　　昌　　響　　一　　一　　一　　一

　40
@50一　　　一　　　一　　　－　　　一

@40
@50昌　　　一　　　一　　　一　　　一

@40

@50

160

|　　　一　　　一　　　昌　　　一

　40
@50一　　　一　　　一　　　一　　　，

@40
@50一　　　一　　　－　　　－　　　一

@40
@50

　160

@160一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　－　　　一　　　一

　150
@150一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌

　200
@200帰　　　－　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

　5
@5一　　　昌　　　一　　　－　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　輯

　30
@30一　　　一　　　一　　　甲　　　帰

3，000

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　『　　　甲

　　20
@　30一　　　一　　　響　　　『　　　『　　　一　　　一　　　一

@　20
@　30一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

@　20

@　30

　　　3
@　　4一　　一　　“　　－　　一　　一　　一　　一

@　　3

@　　2

@　　3

2　畜産食料品製造業、

�Y食料品製造業、動

ｨ系飼料若しくは有機

ｿ肥料の製造業又は動

A物油脂製造業に係る

ﾁ定事業場

25以上　50繍

黶@　一　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　－　　一　　一　　一　　一

T0以上1，000繍

黶@　r　　一　　一　　昌　　昌　　一　　一　　一　　－　　甲　　昌　　昌　　－

P，000以上

5．8以上8．6以下

T．8肚8．6以下一　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　一　　『　　一　　一

Q　　一　　一　　一　　r　　甲　　昌　　昌　　一　　一　　一　　『

　40
@50一　　　¶　　　昌　　　一　　　－

@40
@50一　　　一　　　一　　　一　　　一

@40

@50

160

黶@　　一　　　一　　　一　　　一

　40
@50一　　　層　　　昌　　　－　　　‘

@40
@50一　　　一　　　一　　　一　　　一

@40
@50

　160

@160一　　　甲　　　一　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

　150
@150一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　－

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

　200
@200一　　　一　　　一　　　一　　　昌

C　　　騨　　　一　　　一　　　一　　　一

　5
@5一　　　一　　　一　　　一　　　，

黶@　　一　　　一　　　昌　　　一

　30
@30一　　　一　　　一　　　一　　　一

ｹ　　　昌　　　一　　　響　　　一

3，000

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

　　20
@　50一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　雫

@　20
@　50一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　－　　　一　　　－

@　20

@　30

　　　3

@　　3
@　　5一　　一　　昌　　－　　一　　一　　一　　昌

@　　2

@　　3

3　し尿処理施設（廃棄

ｨの処理及び清掃に関

ｷる法律（昭和45年

@律第137号）第8
�謔P項に規定するし

A処理施設であって、

ｯ法第6条第1項の規

閧ﾉより定められた計

謔ﾉ従って市町村が設

uし、便所と連結して

@し尿を又はし尿と併せ

ﾄ雑排水（工場廃水、

J水その他の特殊な排

��怩ｭ。）を処理す

@る施設以外のものに限

驕B）を設置する特定

幕ﾆ場

25以上　50繍

Q　　一　　＿　　＿　　一　　一　　一　　一　　－　　－　　一　　一　　一　　一

T0肚1，000未満

C　　昌　　一　　昌　　一　　－　　一　　一　　一　　昌　　－　　－　　一　　一

P，000以上

5．8肚8．6以下

T．8以上8．6以下

黶@　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　層　　『　　，　　一

黶@　一　　一　　昌　　一　　一　　－　　昌　　一　　一　　一　　辱

　20

@30

ｹ　　　一　　　昌　　　一　　　昌

@20

@30

黶@　　一　　　一　　　『　　　一

@20

@20

160

P60

黶@　　尋　　　，　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　一

　20

@30

黶@　　“　　　一　　　昌　　　一

@20
@30

黶@　　一　　　一　　　甲　　　昌

@20
@20

　160

@160

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌

　150

@150

黶@　　一　　　層　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

　200

@200

黶@　　一　　　‘　　　一　　　一　　　『

黶@　　一　　　一　　　一　　　一

　5

@5

黶@　　一　　　一　　　－　　　一

黶@　　甲　　　一　　　昌　　　一

　30

@30

黶@　　一　　　昌　　　一　　　昌

3，000

R，000

黶@　　一　　　一　　　一　　　響　　　甲　　　昌

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

　　20

@　20

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　帰

@　20

@　20

黶@　甲　　一　　一　　一　　－　　－　　畠

@　15

@　15

　　　2

@　　2

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　昌

@　　2

@　　2

黶@　昌　　一　　昌　　－　　一　　一　　一

@　　2

@　　2

4　し尿処理施設（前号

ﾉ規定するし尿処理施

ﾝを除く。）のみを設

uする特定事業場

@　（501人槽以上の浄化

�A農集、コミプラ）

25以上　50未満

Q　　－　　一　　“　　輯　　昌　　一　　－　　一　　一　　一　　昌　　一　　昌

T0以上1，000繍

黶@　一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　昌　　一　　－　　－　　－　　一　　一

P，000以上

5．8以上8．6以下

T．8肚8．6以下＿　　＿　　＿　　＿　　－　　一　　一　　昌　　一　　昌　　昌　　一

秩@　一　　昌　　一　　一　　一　　一　　辱　　一　　昌　　一　　一

　30
@30尋　　　昌　　　一　　　一　　　一

@30
@30一　　　辱　　　一　　　一　　　一

@20

@20

160

黶@　　一　　　昌　　　昌　　　一

　30
@30騨　　　昌　　　一　　　一　　　一

@30
@30一　　　督　　　一　　　昌　　　昌

@20
@20

　160

@160『　　　昌　　　昌　　　－　　　－　　　－

黶@　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一

　150
@150一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　帰　　　一　　　一

200

黶@　　一　　　一　　　昌　　　一

　5
@5一　　　一　　　一　　　一　　　－

黶@　　一　　　一　　　一　　　層

　30
@30一　　　一　　　一　　　一　　　一

w　　　一　　　一　　　昌　　　一

3，000

黶@　　一　　　一　　　一　　　昌　　　辱　　　－

　　20
@　25一　　　‘　　　ロ　　　一　　　一　　　甲　　　一　　　昌

@　20
@　25一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　甚　　　一　　　一

@　15

@　15

　　　4
@　　5一　　一　　一　　一　　－　　－　　一　　一

@　　4

@　　3

@　　3

5　下水道終末処理施設

�ﾝ置する特定事業場

25以上　50未満

黶@　一　　昌　　－　　一　　昌　　一　　一　　一　　甲　　一　　昌　　昌　　一

T0以上5，000未満

黶@　一　　昌　　－　　一　　一　　昌　　一　　一　　一　　，　　－　　一　　一

T，000以上

@　50，000縮帰　　一　　昌　　昌　　一　　－　　昌　　一　　『　　一　　一　　一　　－　　一

T0，000以上

5．8以上8．6以下

T．8肚8．6以下一　　一　　＿　　一　　督　　－　　一　　一　　－　　昌　　一　　一

Q　　一　　＿　　一　　一　　r　　一　　一　　－　　昌　　一　　一

Q　　＿　　一　　帰　　r　　一　　昌　　一　　一　　一　　－　　¶

　20
@20一　　　一　　　一　　　一　　　一

@20
@20一　　　一　　　一　　　一　　　一

@10
@20一　　　一　　　一　　　一　　　一

@10

@10

160

黶@　　一　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　一

　30
@30一　　　一　　　一　　　一　　　－

@30
@30一　　　一　　　一　　　一　　　一

@15
@30一　　　一　　　一　　　一　　　一

@15
@15

　160

@160一　　　一　　　一　　　－　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　』

　150
@150雫　　　昌　　　－　　　一　　　一　　　－

黶@　　，　　　一　　　一　　　一　　　－

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　口

　200
@200一　　　一　　　昌　　　一　　　一

黶@　　一　　　甲　　　昌　　　昌　　　－

黶@　　昌　　　一　　　一　　　昌　　　一

　5
@5一　　　雫　　　昌　　　昌　　　一

黶@　　一　　　昌　　　昌　　　一

黶@　　一　　　一　　　－　　　一

　30
@30一　　　一　　　一　　　一　　　一

黶@　　一　　　一　　　一　　　－

黶@　　一　　　一　　　一　　　一

3，000

黶@　　一　　　一　　　一　　　一　　　－　　　一

　　30
@　35一　　　一　　　一　　　『　　　一　　　一　　　－　　　一

@　30
@　35ロ　　　一　　　一　　　一　　　尋　　　一　　　－　　　一

@　20
@　35一　　　一　　　昌　　　昌　　　－　　　一　　　一　　　一

@　15

@　20

　　　3
@　　3一　　一　　昌　　－　　－　　一　　一　　昌

@　　3
@　　3－　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一

@　　2
@　　3－　　－　　昌　　昌　　一　　一　　雫　　一

@　　1

@　　1

中海・宍道湖の関係地域（集水域）に適用される上乗せ排水基準
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表続き

特定事業場の区分

6　その他の特定事業場

適用排出水

量の区分

（m3）

25以上　　　50未満

50肚1，000繍

1，000以上

水素イオン濃度

　（PH）

5．8以上8．6以下

5．8以上8．6以下

生物化学的酸素要求量

（BOD）

　（mg／1）

一繭

0
0
一
〇
〇
一
〇
〇

3
3
‘
3
3
、
2
2

－叢天一

160

160

化学的酸素要求量

（C　OD）

　（mg／1）

’繭』

0
0
一
〇
〇
一
〇
〇

3
3
一
3
3
‘
2
2

叢天

160

160

浮遊物質量

　（S　S）

　（mg／1）

も繭

150

150

長天

200

200

ノルマルヘキサン

抽出物質含有量

　（mg／1）

鉱油類

叢一天

【
U
【
U

動植物

油脂薫

最大

0
0

Q
J
3

大腸菌

群　数

（個／

　cm3）

日問平均

3，000

3，000

窒素含有量

（T－N）

（mg／1）

’論輌一

0
5
一
〇
5
一
5
5

2
2
一
2
2
一
1
1

りん含有量

（T－P）

（mg／1）

’石繭一

3
4
－
3
4
一
2
3

備考

1．各欄の上段は、中海・宍道湖の関係地域（集水域）にあっては昭和63年11月1目以後、神西湖の関係地域（集水域）にあって

　は平成7年4月1日以後に、設置の工事がなされた特定事業場に適用される基準値。

2．各欄の下段は、中海・宍道湖の関係地域（集水域）にあっては昭和63年10月31日以前、神西湖の関係地域（集水域）にあっ

　ては平成7年3月31目以前に、設置又は設置の工事がなされていた特定事業場に適用される基準値。

3．B　ODについての基準値は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、C　ODについての基準値は、湖沼に排

　出される排出水に限って適用される。

4．一の特定事業場が同時に他の特定事業場の区分に属する場合において、それぞれの区分につき異なる基準値が定められているとき

　はそれらの基準値のうち最も大きな値（ゆるい基準）が適用される。

中海・宍道湖の関係地域（集水域）に適用される上乗せ排水基準（湖沼法関係）

項 目 及 び 許 容 限 度

水素イオン澄度 生物化学的藤要求量 化学鰍素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン 大腸菌 窒素含有量 りん含有量

適用排出水 （PH） （BOD） （COD） （S　S） 抽出物質含有量 群数 （T－N） （T－P）

特定事業場の区分 量の区分 （mg／1） （mg／1） （mg／1） （mg／1） （偲／ （mg／1） （mg／1）

，　　　一　　　一　　　－　　　一 一　　　一　　　一　　　層　　　一　　　一

鉱油類 動植物 cm3 j

（m3）
一　　　一　　　響　　　弔　　　一 －　　　一　　　一　　　帰　　　昌　　　一 一　　　一　　　一　　　甲　　　一　　　一 一　　　一　　　『　　　甲　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　， 一　　　一　　　－　　　一　　　一 一　　　帰　　　昌　　　一　　　－ 一　　一　　一　　一　　－　　昌　　一　　－ 一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　昌 一　　　一　　　，　　　『　　　一　　　一　　　一

日岡平均 最大 日問平均 最大 日問平均 最大 最大 最大 日間平均 日聞納 日問平均

1　みなし指定地域特定 25以上　50繍 5．8肚8．6以下 30 160 30 160 150 200 5 30 3，000 20 3

施設であるちゅう房施 5．8以上8．6以下 30 160 30 160 150 200 5 30 3，000 25 4
一　　一　　一　　－　　一　　甲　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　－　　辱　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一 一　　　一　　　一　　　『　　　一 一　　　昌　　　一　　　一　　　昌 一　　　一　　　一　　　『　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　督　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　輯 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　昌　　　一　　　－ 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　昌　　　“　　　一　　　一　　　－ 一　　　‘　　　一　　　一　　　一　　　一　　　甲　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　－　　　一　　　昌　　　一

設、洗浄施設又は入浴 50肚1，000繍 30 30 20 3

施設を設置する病院 30 30 25 4
一　　　一　　　一　　　一　　　帽　　　層　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　－　　　一 一　　帰　　昌　　一　　－　　－　　－　　一　　一　　一　　昌　　－ 一　　　－　　　一　　　雫　　　昌 一　　　一　　　一　　　一　　　－ 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　－　　　一 一　　　帰　　　督　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　－　　　一 一　　　一　　　一　　　帰　　　昌　　　－　　　－ 一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　雫　　　一　　　昌 一　　　i　　　一　　　辱　　　－　　　昌　　　一　　　一

（120床～299床） 1，000以上 20

Q0

20

Q0

15

P5 2
32　みなし指定地域特定 25肚　50繍 5．8以上8．6以下 60 160 60 160 150 200 5 30 3，000 50 5

施設であるし尿浄化槽
一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　－　　　雫　　　辱　　　一　　　－　　　一　　　－

5．8以上8．6以下一　　一　　一　　一　　一　　昌　　一　　一　　－　　一　　一　　帰 　90一　　　一　　　一　　　一　　　督
　5－　　　－　　　一　　　一　　　一

のみを設置する特定事 50肚1，000繍 60 60 50 5

業場 90 90 60 8
一　　一　　一　　一　　昌　　昌　　一　　昌　　－　　一　　－　　一　　一　　輯 一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　－ 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　『　　　昌　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一 一　　　一　　　－　　　一　　　－　　　一 一　　　－　　　昌　　　一　　　『 一　　　一　　　一　　　一　　　一 P　　　昌　　　一　　　一　　　一　　　一　　　一 一　　　一　　　一　　　一　　　昌　　　一　　　一　　　一 一　　帰　　一　　昌　　一　　－　　一　　一

（201～500人槽） 1，000肚 20

Q0

20

Q0

15

P5 3
3備考

1．各欄の上段は、平成元年8月1日以後に設置の工事がなされた特定事業場に適用される基準値です。

2．各欄の下段は、平成元年7月31 日以前に設置又は設置の工事がなされていた特定事業場に適用される基準値ですム

3． B　ODについての基準値は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、 C　ODについての基準値は、 湖沼に排

出される排出水に限って適用されます。

4．この表の区分に属する特定事業場が、 同時に表13－4の区分に属する場合は、 表13－4の基準が適用されます。

3



湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
7
条
第
1
項
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準

（
島
根
県
）

○
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
化

　
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の

　
規
制
基
準
　
（
解
禁
雑
輩
砧
日
）

　
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
．
以
下

「
法
」
と
い
う
．
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に

係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準
（
以
下
「
規
制
基
準
」
と
い
う
．
）
を
次
の
と
お

り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
平
成
二
年
七
月
十
五

日
か
ら
施
行
す
る
．

一
　
適
用
す
る
地
域

　
　
法
弟
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
う
ち
中
海
及
び
宍
道
湖
に
係

　
る
地
域
（
平
成
元
年
総
理
府
告
示
第
五
号
（
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第

　
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
ぐ
指
定
湖
沼
及
び
指
定
地
域
）
第

　
二
　
指
定
地
域
の
表
第
一
号
・
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
に
限
る
．
以
下

　
「
指
定
地
域
」
と
い
う
。
）

二
　
適
用
す
る
工
場
又
は
事
業
場

　
　
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
湖
沼
特
定
施
設
（
以
下
「
湖
沼
特
定
施

　
設
」
と
い
う
．
）
を
設
置
す
る
指
定
地
域
内
の
工
場
又
は
卒
業
場
で
、
一
日
当

　
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
以
下

　
「
湖
沼
特
定
瑛
業
場
」
と
い
う
．
）

三
　
規
制
基
準

　
　
規
制
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
湖
沼
特
定
事
業
場
の
区
分
ご
と

　
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
汚
濁
負
荷
量
と
す
る
．

一
　
平
成
二
年
七
月
十
五
日
以
後
新
た
に
設
置
さ

れ
る
湖
沼
特
定
事
業
場
（
以
下
「
新
設
事
業

い
“
p
・
O
げ
×
H
O
∴

場
」
と
い
う
。
）

二
　
新
設
非
業
場
以
外
の
湖
沼
特
定
事
業
場
で
、

平
成
二
年
七
月
十
五
日
以
後
に
湖
沼
特
定
施
設

U
1
1
｛
讐
D
ヴ
ー
．
人
D
－
D
。
）
＋
9
ρ
。
｝
　
　
×
H
O
－
u

の
設
置
又
は
構
造
等
の

変
更
を
行
う
も
の

備
考

　
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
お
い
て
、
L
、
Q
、
伽
、
a
、
b
及
び

C
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
L
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
キ
・
グ
ラ

　
　
ム
）

　
Q
　
排
出
水
の
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

　
ロ

　
Q
　
規
制
基
準
の
適
用
の
際
に
お
け
る
排
出
水
の
量
（
単
位
　
一
日
に
っ

　
　
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

a
及
び
b
　
湖
沼
特
定
事
業
場
の
排
出
水
に
適
用
さ
れ
る
水
質
汚
濁
防
止

　
　
　
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
及
び
水
質
汚
濁
防

　
　
　
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条

　
　
　
例
（
昭
和
四
十
八
年
島
根
県
条
例
第
四
十
八
号
）
に
基
づ
く
化

　
　
　
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
排
水

　
　
　
基
準
（
日
間
平
均
に
係
る
許
容
限
度
と
す
る
．
以
下
「
排
水
基

　
　
　
準
」
と
い
う
．
）
の
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す

　
　
　
る
．

　
排
　
水
　
基
　
準
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
　
リ
グ
ラ
ム
）

a

b

二
〇

二
二
・
七

O
・
九
七

三
〇

三
四
・
O

四
〇

四
七
・
三

O
・
九
六

五
〇

五
九
・
一

六
〇

六
八
・
O

九
〇

一
〇
二

O
・
九
七

一
一
一O

一
一一
一山ノ、

C
　
排
水
基
準
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）



湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
化
学
的

酸
素
要
求
量
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準
（
鳥
取
県
）

O
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
七

　
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
化
学

　
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
汚
濁
負
荷

　
量
の
規
制
基
準

　　

@　

@　

@　

@　

@（
寢
ﾄ
騨
窪
一
社
廼
朋
）

　
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
，
一
号
．
以
下

「
法
」
と
い
う
．
）
第
七
条
第
一
狽
の
規
定
に
基
づ
き
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に

係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
し
、
平
成
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
雄
行
ず
る
．

一
　
適
用
す
る
地
域

　
■
法
弟
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
う
ち
中
海
に
係
る
地
域
（
平

　
成
元
年
総
理
府
告
示
第
五
号
（
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項

　
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
湖
沼
及
び
指
定
地
域
を
指
定
す
る

件
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
の
う
ち
鳥
取
県
内
の
区
域
に
限
る
．
）

二
　
適
用
す
る
工
場
又
は
事
業
場

　
　
法
弟
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
湖
沼
特
定
麓
設
（
以
下
「
湖
沼
特
定
櫨

設
」
と
い
う
．
）
を
設
置
す
る
指
定
地
域
内
の
工
場
又
は
事
業
場
で
、
一
日
当

た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
以
下

　
「
湖
沼
特
定
事
業
場
」
と
い
う
．
）

三
　
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準

　
　
化
学
的
融
業
要
求
量
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
湖
沼
特
定
事
業
場
の
区
分
ご
と
に
同
裏
の
下
欄
に
定
め
る
算
式

　
に
よ
り
算
出
し
た
汚
濁
負
荷
量
と
す
る
．

二 一
又日車 う場た 湖
は以業新 」（に平 沼
構後場設
｢にで事
剏ﾎ’莱の沼平場

以設成

ｺ置二
窒ｳ年
Vれ七

特
定
事

変特成以 設る月 業
更定二外
�{年の
s設七湖
､の月沼

事湖十
ﾆ沼五
齠ﾁ日一定以

場
の
区

も設十特 と事後 分
の置五定 い桑折

卜 ■
十　” ” 規
。歪■　　　　　　一

ﾏρ
P
●
ρ

制
こ」　τ

~　　一
黶f@●

潤@（
ｫρ

@　I

@D

『
×
一
〇
↓ 基

準
し

　
　
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
．

　
　
ム
）

　
Q
　
排
出
水
の
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

　
L
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
キ
・
グ
ラ

備
考
　
下
欄
に
定
め
る
式
に
お
い
て
、
L
、
Q
、
q
、
島
、
b
及
び
C
は
、

α
　
こ
の
現
制
基
準
の
適
用
の
際
に
お
け
る
排
出
水
の
量
（
単
位
　
一
日

　
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

＆
、
b
及
び
C
　
ら
及
び
b
は
湖
沼
特
定
事
業
場
の
排
出
水
に
適
用
さ
れ

　
る
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
及
び
水

質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る

条
例
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
鳥
取
県
条
例
第
四
十
号
〉
に
基
づ
く
化
学

的
酸
素
要
求
量
又
は
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
日
間
平
均
に
係
る
排

水
基
準
（
以
下
「
排
水
基
準
」
と
い
う
．
）
の
区
分
に
従
い
次
の
表
に
定

め
る
数
値
と
し
、
C
は
当
該
排
水
基
準
（
単
位
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

　
ミ
リ
グ
ラ
ム
）
と
す
る
．

九
〇

一
〇
二

O
・
九
七

一
二
〇

＝
二
六

C
（
排
水
　
基
準
）

L

b

二
〇

二
二
・
七

三
〇

三
四
・
O

O
・
九
七

四
〇

四
七
二
一
一

五
〇

五
九
二

六
〇

六
八
・
O



湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
7
条
第
1
項
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窒
素
、
燐
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準

（
島
根
県
）

O
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基

　
づ
く
窒
素
含
有
量
及
び
燐
含
有
量
に
係
る

　
汚
濁
負
荷
冊
…
の
規
制
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鮮
麗
甑
碑
飴
）

　
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
伸
第
六
十
一
号
．
以
下

「
法
」
と
い
う
．
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
窟
素
含
有
量
及
び
燐
含

有
量
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準
（
以
下
「
現
制
基
準
」
と
い
う
。
）
を
次

の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
平
成
七
年
十

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
適
用
す
る
地
域

　
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
う
ち
中
海
及
び
宍
道
湖
に
係

　
る
地
域
（
平
成
元
年
総
理
府
告
示
第
五
号
（
湖
沼
水
質
保
全
特
別
据
置
法
第

　
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
湖
沼
及
び
指
定
地
域
）
第

　
二
　
指
定
地
域
の
表
第
一
号
p
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
に
限
る
．
以
下

　
「
指
定
地
域
」
と
い
う
。
）

二
　
適
用
す
る
工
場
又
は
班
巣
場

　
　
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
湖
沼
特
定
施
設
（
以
下
「
湖
沼
特
定
施

　
設
」
と
い
う
．
）
を
設
置
す
る
指
定
地
域
内
の
工
場
又
は
事
業
場
で
、
一
日
当

　
た
り
の
平
均
的
癒
排
出
水
の
量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
以
下

　
「
湖
沼
特
定
事
業
場
」
と
い
う
．
）

三
　
業
種
等
の
区
分

　
　
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る

　
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
島
根
県
条
例
第
四
十
八
号
）
別
表
第
二
に
掲
げ
る
特

　
定
事
業
場
の
う
ち
、
豚
房
、
牛
房
又
は
馬
房
施
設
を
設
置
す
る
特
定
事
業
場

　
及
び
畜
産
食
料
品
製
造
業
、
水
産
食
料
品
製
造
業
、
動
物
系
飼
料
若
し
く
は

　
有
機
質
肥
料
の
製
造
業
又
は
動
植
物
油
脂
製
造
業
に
係
る
特
定
卒
業
場
（
以

　
下
「
水
産
食
料
品
製
造
業
等
の
業
種
」
と
い
う
．
）
と
、
そ
れ
以
外
の
業
種

　
（
以
下
「
そ
の
他
の
業
種
」
と
い
う
．
）
と
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
規
制
基
準

　
を
設
け
る
．

四
　
規
制
基
単

　
　
規
制
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
湖
沼
特
定
事
業
場
の
区
分
ご
と

　
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
汚
濁
負
荷
逓
と
す
る
。

　
平
成
七
年
十
⊥
月
一
日
以
後

新
た
に
設
置
さ
れ
る
湖
沼
特
定

事
業
場
（
以
下
「
新
設
事
業

場
」
と
い
う
．
）

二
　
新
設
那
業
場
以
外
の
湖
沼
特

定
事
業
場
で
、
平
成
七
年
十
一

月
一
日
以
後
に
湖
沼
特
定
施
設

　
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
を

行
う
も
の

ピ
“
騨
・
D
σ
×
H
O
I
u

ピ
”
｛
四
・
ρ
げ
－
一

　
　
＋
O
・
D
。
｝

・
（
ρ
一
0
。
）

×
H
O
↓

備
考

　
　
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
お
い
て
、
L
、
Q
、
伽
、
a
、
b
及

　
び
C
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
．

　
　
L
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
鉦
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
キ
・
グ

　
　
　
ラ
ム
）

　
　
Q
　
排
出
水
の
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
宮
方
メ
ー
ト
ル
）

　
　
伽
　
規
制
基
準
の
適
用
の
際
に
お
け
る
排
出
水
の
且
（
単
位
　
一
日
に

　
　
　
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

　
　
a
及
び
b
　
湖
沼
特
定
事
業
場
の
排
出
水
に
適
川
さ
れ
る
水
質
汚
濁
防

　
　
　
　
　
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
及
び
水
質
汚

　
　
　
　
　
　
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定

　
　
　
　
　
　
め
る
条
例
に
基
づ
く
窒
素
含
有
量
及
び
燐
含
有
量
に
係
る
排

　
　
　
　
　
　
水
基
準
（
日
問
平
均
に
係
る
許
容
限
度
と
す
る
．
以
下
「
排

　
　
　
　
　
水
基
準
」
と
い
う
。
）
の
区
分
並
び
に
菜
種
等
の
区
分
に
従

　
　
　
　
　
　
い
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
．

現
制
項
目

業製水 分業

種造産 種

菜食 等

等料 の

の品 区

ミ　ツ　（

五 三 二

リト単
Oル位水

O O O うに　基
ムつ一

一 一
）劃望

五 三 二
九 五 三

● ● ● a

一 五 六

O
●
九

．b

六

窒
　
　
素
含
有
皿

一
五

一
七
・
O

二
〇

二
二
・
七

そ
の
他
の
業
種

二
五

二
八
・
三

O
・
九
七

五
〇

五
六
・
七

六
〇

六
八
・
O

二

二
・
三
六

水
産
食
料
品
製
造
業
等
の
業
種

三

三
・
五
五

四

四
・
七
三

O
・
九
六
　
1

五

五
・
九
一

燐
含
有
且

二

二
・
二
七

三

三
・
四
〇

そ
の
他
の
業
種

四

四
・
五
三

O
・
九
七

五

五
・
六
七

八

九
・
〇
七

C

排
水
基
準
（
単
位
　
　
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）



湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
窒
素
含

有
量
等
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準
（
鳥
取
県
）

O
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
七

　
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
窒
素

　
含
有
量
等
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の

　
規
制
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
難
畢
藪
ハ
望
董

　
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
．
以
下

「
法
」
と
い
う
．
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
窒
素
含
有
量
及
び
燐
含

有
量
に
係
る
汚
濁
負
荷
量
の
規
制
基
準
（
以
下
「
規
制
基
準
」
と
い
う
．
）
を
次

の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
平
成
七
年
十

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

一
　
適
用
す
る
地
域

　
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
の
う
ち
中
海
に
係
る
地
域
（
平

　
成
元
年
総
理
府
告
示
第
五
号
（
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項

　
及
び
第
二
曳
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
湖
沼
及
び
指
定
地
域
を
指
定
す
る

　
件
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
の
う
ち
鳥
取
県
内
の
区
域
に
限
る
噂
以
下

　
「
指
定
地
域
」
と
い
う
．
）

二
　
適
用
す
る
工
場
又
は
事
業
場

　
　
法
弟
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
湖
沼
特
定
施
設
（
以
下
「
湖
沼
特
定
施

設
」
と
い
う
．
）
を
設
置
す
る
指
定
地
域
内
の
工
場
又
は
事
業
場
で
、
一
日
当

　
た
り
の
平
均
的
な
排
出
水
の
量
が
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
以
下

　
「
湖
沼
特
定
嘉
乗
垢
」
と
い
う
．
）

三
　
業
種
等
の
区
分

　
　
水
質
汚
濁
防
止
法
纂
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
誹
水
基
準
を
定
め
る

　
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
十
月
鳥
取
県
条
例
第
四
十
号
）
に
掲
げ
る
特
定
事
業

　
場
の
う
ち
、
豚
房
施
設
、
牛
房
施
設
又
は
馬
房
施
設
を
設
置
す
る
湖
沼
特
定

事
業
場
並
び
に
畜
産
食
料
品
製
造
業
、
水
産
食
料
品
製
造
業
、
動
物
系
飼
料

　
又
は
有
機
質
肥
料
の
製
造
業
及
び
動
植
物
油
脂
製
造
業
に
係
る
湖
沼
特
定
事

　
業
場
（
以
下
「
水
産
食
料
品
製
造
業
等
の
業
種
」
と
い
う
．
）
と
、
そ
れ
以
外

　
の
湖
沼
特
定
事
業
場
（
以
下
「
そ
の
他
の
業
種
」
と
い
う
．
）
と
に
区
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
規
制
基
準
な
設
け
る
．

四
　
規
制
基
準

　
　
規
制
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
湖
沼
特
定
事
業
場
の
区
分
ご
と

　
に
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
汚
濁
負
荷
量
と
す
る
．

湖
沼
特
定
事
案
場
の
区
分

輌
解
畿
辮
↑
鯉
翻
霧

場
（
以
下
「
新
設
事
業
場
」
と
い

う
．
）

規
　
　
制
　
　
基
　
　
準

ピ
”
，
・
D
，
X
お
一
。

二
轟
讐
蒲
籔
鞠
講
曜

日
以
後
に
湖
沼
特
定
施
設
の
設
置

又
は
構
造
等
の
変
更
を
行
う
も

　
の
．

　い
十．“

o含
ρρ
■　　 σ

｝　 l

X一一　周

。（∴o
　隆
　ρ
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備
考
　
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
お
い
て
、
L
、
Q
、
ご
、
＆
、
b
及
び
C

　
　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
．

　
L
　
排
出
が
許
容
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ

　
　
ム
）

　
Q
　
排
出
水
の
量
（
単
位
　
一
日
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

　
q
　
規
制
基
準
の
適
用
の
際
に
お
け
る
排
出
水
の
量
（
単
位
　
一
日
に
つ

　
　
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

　
5
、
b
及
び
C
　
a
及
び
b
は
湖
沼
特
定
事
業
場
の
排
出
水
に
適
用
ざ
れ

　
　
る
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
及
び
水

　
　
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る

　
　
条
例
に
基
づ
く
豊
素
含
有
量
及
び
燐
含
有
量
の
日
間
平
均
に
係
る
排
水

　
　
基
準
（
以
下
「
排
水
基
準
」
と
い
う
．
）
の
区
分
並
び
に
業
種
等
の
区
分

　
　
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
衷
に
定
め
る
数
値
と
し
、
C
は
当
該
排
水
基

　
　
準
・
（
単
位
　

一
リ
ソ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ
ム
）
と
す
る
．

著
書
業
種
等
。
（
醸
）
　
　
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
二
一
二
・
六

水
産
食
料
品
醤
奪
の

三
〇
・

三
五
‘
五

O
・
九
六

五
〇

五
九
二

窒
素
含
有
量

一
五

」
七
・
O

二
〇

≡
↑
七

そ
の
他
の
業
種

二
五

二
八
・
三
、

O
・
九
七

五
〇

五
六
・
七

六
〇

六
八
・
O

二

二
・
三
六

水
産
食
料
品
翻
奪
の

三

一
千
五
五

O
・
九
六

四

四
・
七
三

五

五
・
九
一

鱗
含
有
量

．
二

二
・
二
七

三

三
・
四
〇

そ
の
他
の
業
種

四

四
・
五
三

O
・
九
七

五

五
・
六
七

八

九
・
〇
七



○湖沼水質保全特別措置法第19条に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を
定める条例 

平成14年10月25日
島根県条例第56号

湖沼水質保全特別措置法第19条に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定める条
例をここに公布する。 

湖沼水質保全特別措置法第19条に基づく指定施設等の構造及び使用の方法に関する基準を定め
る条例 

(趣旨) 
第1条 この条例は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第19条

(法第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第15条第1項に規定する指定施設(法
第22条に規定する指定施設に準ずるものとして政令で定める施設を含む。)の構造及び使用の方法
に関する基準を定めるものとする。 
(基準) 

第2条 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号。以下「政令」という。)第6条第1号に
掲げる施設及び第10条に規定する施設の構造及び使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 豚房、牛房又は馬房の床(以下「床」という。)は、汚物又は汚水の除去に支障のない構造と

すること。 
(2) 豚房、牛房又は馬房の内部は、汚物又は汚水の除去に支障のないよう適切な広さ及び高さを

有すること。 
(3) 豚房、牛房又は馬房に接する畜舎の通路等(以下「通路等」という。)で汚物又は汚水が飛散

するおそれのある箇所は、汚物又は汚水の除去に支障のない構造とすること。 
(4) 汚物の保管設備及び汚水貯留槽は、汚物又は汚水の保管、貯留及び除去に支障のない構造と

すること。 
(5) 床及び通路等に雨水が流入しない構造とすること。 
(6) 汚物の保管設備及び汚水貯留槽の汚水が公共用水域に直接排出されないよう汚物の保管設備

及び汚水貯留槽を適切に使用すること。 
(7) ふん尿がみだりに流出しないよう適切に管理すること。 
(8) 前各号に掲げる措置を講ずることのできないやむを得ない事由がある場合にあっては、知事

が当該措置と同等以上の効果を有すると認めた措置を講ずること。 
2 政令第6条第2号に掲げる施設の使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。 

(1) 飼料の投与に当たっては、網いけすの外へ散布しないようにすること。 
(2) 死魚は、法第3条第2項に規定する指定地域内の水域から除去の上、陸上で適切に処分するこ

と。 
附 則 

この条例は、平成15年1月1日から施行する。 



○湖沼水質保全特別措置法第19条の規定に基づく指定施設の構造及び使用の方法に関する基
準等を定める条例 

平成14年10月15日
鳥取県条例第57号

湖沼水質保全特別措置法第19条の規定に基づく指定施設の構造及び使用の方法に関する基準等を定
める条例をここに公布する。 

湖沼水質保全特別措置法第19条の規定に基づく指定施設の構造及び使用の方法に関する基準等
を定める条例 

(趣旨) 
第1条 この条例は、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)第19条

(法第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第15条第1項に規定する指定施設(法
第22条に規定する指定施設に準ずるものとして政令で定める施設を含む。)の構造及び使用の方法
に関する基準を定めるものとする。 
(基準) 

第2条 湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号。以下「政令」という。)第6条第1号に
掲げる施設及び政令第10条に規定する施設(以下「豚房施設等」という。)の構造及び使用の方法に
関する基準は、次のとおりとする。 
(1) 豚房、牛房又は馬房の床(以下「床」という。)は、表面を平滑にするとともに、不浸透性材

料を用い、適当なこう配及び排水溝を設ける等汚物又は汚水の除去に支障のない構造とするこ
と。 

(2) 豚房、牛房又は馬房の内部は、汚物又は汚水の除去に支障のないよう適切な広さ及び高さを
有すること。 

(3) 豚房、牛房又は馬房に接する畜舎の通路等(以下「通路等」という。)で汚物又は汚水が飛散
するおそれのある箇所は、表面を平滑にするとともに、不浸透性材料を用い、適当なこう配及び
排水溝を設ける等汚物又は汚水の除去に支障のない構造とすること。 

(4) 汚物の保管設備及び汚水貯留槽は、適切な容量を確保するとともに、不浸透性材料を用いる
等汚物又は汚水の保管、貯留及び除去に支障のない構造とすること。 

(5) 床及び通路等に雨水が流入しない構造とすること。 
(6) 汚物の保管設備及び汚水貯留槽の汚水が公共用水域に直接排出されないよう、汚物の保管設

備及び汚水貯留槽並びにこれらに附帯する設備について点検及び管理を行うとともに、これらを
適切に使用すること。 

(7) ふん尿がみだりに流出しないよう適切に管理すること。 
2 前項各号に掲げる基準の全部又は一部に定める措置と同等以上の効果を有すると知事が認める措

置が講じられている豚房施設等については、当該全部又は一部の基準は、適用しない。 
3 政令第6条第2号に掲げる施設の使用の方法に関する基準は、次のとおりとする。 

(1) 飼料の投与に当たっては、網いけすの外へ散布しないようにすること。 
(2) 死魚は、法第3条第2項に規定する指定地域内の水域から除去の上、陸上で適切に処分するこ

と。 
附 則 

この条例は、平成15年1月1日から施行する。 
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（資料１４）関 連 計 画 一 覧 表（島根県）

区 分 計 画 名 現行計画期間 根 拠 法 令 概 要 等 備 考

下水道整備 流域別下水道整備総合計画 ～ 下水道法 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し 斐伊川流域S60 H22 、
あわせて公共用水域の水質保全に資する。

下水道等 新・全県域下水道化構想 ～ 県全域H11 H22

農業集落排水 島根県土地改良長期計画 見直し中 農業集落における生活排水対策を推進し、農業 県全域
施設整備 用用排水の水質保全、農村生活環境の改善、公共

用水域の水質保全に資する。

農業 島根県環境保全型農業推進基本方針 ～ 農業の持つ物質循環機能などを活かし、環境へ 県全域H 5
の負荷の軽減に配慮した持続的な農業の確立を目
指す。

島根県持続農業導入指針 ～ 持続性の高い農業 たい肥等の有機性資源を活用した土つくりと化 県全域H11
生産方式の導入の 学肥料、農薬の節減を併せて行う農業生産方式の
促進に関する法律 導入を促進する。

畜産 島根県酪農・肉用牛生産近代化計画 ～ 酪農及び肉用牛生 酪農・肉用牛生産を本県農業の基幹作目とし、 県全域H12 H22
産の振興に関する 健全な発展並びに安定化を図る。
法律

島根県家畜排せつ物の利用の促進を ～ 家畜排せつ物の管 家畜排せつ物の適正な管理及び利用の促進を図 県全域H12 H20
本県畜産業の健全な発展に資する。図るための計画 理の適正化及び利 り、

用の促進に関する
法律

水産 宍道湖・中海水産振興基本計画 ～ 宍道湖・中海における漁業振興策を実施するた 宍道湖・中海H13
めの指針

土地利用 島根県国土利用計画 ～ 国土利用計画法 県土の利用に関する基本的事項についての計画 県全域H 8 H17

島根県土地利用基本計画 ─ 国土利用計画法 県土利用計画に基づき、適正かつ合理的な土地 県全域
利用を図る。

斐伊川地域森林計画 ～ 森林法 全国森林計画に即した流域別に定める民有林に 斐伊川流域H15 H23
関する地域森林計画
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区 分 計 画 名 現行計画期間 根 拠 法 令 概 要 等 備 考

河川整備 斐伊川水系河川整備基本方針 ～ 河川法 河川の総合的管理を確保するための計画 斐伊川流域H14

地域環境計画 島根県環境基本計画 ～ 環境基本条例 環境保全を図るための総合計画 県全域H11 H22

生活排水対策推進計画 松江市 見直 水質汚濁防止法 生活排水対策を推進し、公共用水域の水質保全 松江市H9
平田市 ～ に資する。 平田市H5

しまね循環型社会推進計画 ～ 循環型社会形成推 環境への負荷の少ない循環型社会の構築を図る 県全域H13 H17
進基本法 ため、資源の循環利用及び廃棄物の減量に係る計
廃棄物の処理及び 画
清掃に関する法律

生活排水処理基本計画 廃棄物の処理及び 地域実態に即した生活排水対策の実施基本計画 流域市町村
清掃に関する法律

資源循環 島根県バイオマス総合利活用計画 ～ 資源循環が他産業の育成や農林漁業の活性化等 県全域H15 H22
を推進し、環境への負荷の少ない循環型社会の構
築に資する。

環境教育 島根県環境学習基本方針 ～ 環境基本条例 環境学習を総合的・体系的に推進するための基 県全域H13
本的な指針

島根県生涯学習振興プラン ～ 生涯学習振興のた 第２次島根県生涯学習推進構想に対応する県の 県全域H12 H16
めの施策の推進体 主要事業について、その概要と実施計画をまとめ
制等の整備に関す たもの
る法律

公共事業環境配慮指針 ～ 県が実施する公共事業について、調査・計画、 県全域H15
設計、実施の各段階で適正な環境保全対策を検討 （県の事業のみ）
・実施し、環境への負荷の低減を図るための指針

島根県総合計画 ～ 県政の基本方針を示す計画 県全域H15 H19
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（資料１５）
計画策定に際しての検討会、関係部局連絡会議の設置・開催状況

年 月 日 会 議 名 等 内 容 等

国交省打合せ（出雲河川事務所） ４期計画策定に係る協力依頼H15. 9.30

庁内打合せ 島根県 主要関係課 策定方針・日程・新規施策等H15.10. 8 （ ）

島根・鳥取両県打合せ 同上H15.10.22

国交省協議（出雲河川事務所） 同上H15.11.12

庁内関係課協議（島根県） 新規施策等H15.11.20

流域市町村打合せ（島根県） 策定方針・日程・新規施策等H16. 2. 9

施策照会（島根県 関係機関） ３期実施状況・４期事業計画H16. 4. 5

島根・鳥取両県打合せ 同上（両県定例会）H16 .5. 7

庁内関係課協議（鳥取県） ３期実施状況、４期計画策定についてH16.5.28

議会常任委員会報告（島根県） ３期実施状況H16. 6.16

住民意見募集（島根県） 宍道湖・中海の水質保全についてH16. 7.12
8.12～

住民意見募集（鳥取県） 中海の水質保全についてH16.7.20
8.19～

島根・鳥取両県打合せ ４期計画水質シミュレーションについてH16.7.27

国交省協議（出雲河川事務所） ３期実施状況・４期計画（素案 ・日程等H16. 7.27 ）

環境省協議 同上H16. 7.30

流域市協議（鳥取県） 同上H16. 8. 2

農水省協議（農政局） ３期計画実施状況・４期計画（素案）H16. 8. 5

庁内関係課協議（島根県） 同上（意見聴取）H16. 8.10

庁内関係課協議（鳥取県） 同上（意見聴取）H16. 8.17

流域市町村協議（島根県） 同上（意見聴取）H16. 8.19

国交省協議（出雲河川事務所） ４期計画（素案 ・日程・環境審議会へのH16. 8.23 ）
諮問等

、 、H16. 8.25 島根県環境審議会 計画策定について諮問 ３期計画実施状況
４期計画（素案）

鳥取県環境審議会 同上H16. 8.30
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年 月 日 会 議 名 等 内 容 等

パブリックコメント（島根県） ４期計画（素案）についての住民意見募集H16. 9. 5
10. 5～

パブリックコメント（鳥取県） ４期計画（素案）についての住民意見募集H16. 9. 6
10. 5～

経産省協議（経済産業局） ３期計画実施状況、４期計画（素案）H16. 9. 9

国交省協議（地整 建政部） ３期計画実施状況、４期計画（素案）H16. 9. 9

国交省協議（出雲河川事務所） ４期計画（素案）H16. 9.27

環境省協議 ４期計画（素案 、日程等H16.10. 4 ）

国交省協議（地整 河川部） ４期計画（素案）H16.10.28

庁内関係課及び流域市町村協議 ４期計画（案 （文書による意見聴取）H16.11.22 ）
（島根県）

庁内関係課協議（鳥取県） ４期計画（案）についてH16.11.22

庁内協議（島根県） ４期計画（案）について（報告）H16.11.26

国交省協議（出雲河川事務所） ４期計画（案）H16.12. 2

流域市協議（鳥取県） ４期計画（案）についてH16.12. 3

農水省協議（農政局） 同上H16.12. 7

経産省協議（経済産業局） 同上H16.12. 8

国交省協議（地整 港湾空港部） 同上H16.12. 8

国交省協議（地整 建政部） 同上H16.12. 8

国交省協議 倉吉河川国道事務所 同上H16.12.10 （ ）

国交省協議（松江国道事務所） 同上H16.12.10

湖沼レビュー調査 検討班会議 ４期計画策定について説明H16.12.13

鳥取県環境審議会水質部会 ４期計画（案）審議H16.12.15

島根県環境審議会 同上H16.12.17

鳥取県環境審議会 同上H17. 1.19

事業実施者・市町村意見照会 法定意見照会H17. 1.4
（鳥取県）

事業実施者・市町村意見回答 同上H17. 1.11
～ （鳥取県）1.13
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年 月 日 会 議 名 等 内 容 等

事業実施者・市町村意見照会 法定意見照会H17. 2. 4
（島根県）

事業実施者・市町村意見回答 同上H17. 2.18
（島根県）

環境審議会答申 （島根県） ４期計画（案）についてH17. 2.21
環境審議会答申 （鳥取県） 同上

河川管理者(国土交通大臣)協議 法定協議H17. 2.22
（島根県）

同上 （鳥取県） 同上

鳥取県知事協議 （島根県） 法定協議（中海計画のみ）H17. 2.22
島根県知事協議 （鳥取県） 同上

鳥取県知事回答 （島根県）H17. 2.28
島根県知事回答 （鳥取県）

河川管理者(国交省河川局長)回答H17. 3.11
（島根県）

同上 （鳥取県）

環境大臣協議 （島根県） 法定協議H17. 3.11
同上 （鳥取県） 同上

環境大臣同意 （島根県） （同日付計画策定）H17. 3.17
同上 （鳥取県） 同上

告示 （島根県） （県報登載）H17. 3.25
同上 （鳥取県） 同上




